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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気部品が搭載される遊技ユニットと、その遊技ユニットを支持する支持部材とを備え
る遊技機において、
　前記遊技ユニットの前記支持部材に対面する側に配設されるユニット側コネクタと、前
記支持部材の前記遊技ユニットに対面する側に配設され、前記支持部材における取付完了
位置へ向けて前記遊技ユニットが変位されることで前記ユニット側コネクタと接続される
と共に、前記支持部材における取付完了位置から前記遊技ユニットが変位されることで前
記ユニット側コネクタとの接続が解除される支持側コネクタと、を備え、
　前記ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方は、前記遊技ユニットま
たは支持部材に配設される台座と、その台座に前記接続の方向と直交する方向への変位が
許容された状態で保持されるコネクタと、そのコネクタから延設される電気的接続線と、
を備え、
　前記電気的接続線は、前記コネクタの背面に接続され前記コネクタよりも前方へ延設さ
れ、
　前記台座には、前記電気的接続線を通過させる開口が形成され、
　前記遊技機は、前記電気的接続線の姿勢保持力が前記コネクタに作用されることで、前
記コネクタの上下方向における初期位置が、前記変位が許容される範囲における上下方向
中央よりも上方または下方に設定されることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
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　基板ボックスを備えることを特徴とする請求項１記載の遊技機。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機などの遊技機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機において、電気部品が搭載される遊技ユニットに配設されるユニ
ット側コネクタと、遊技ユニットを支持する支持部材に配設されると共に支持部材におけ
る取付完了位置に遊技ユニットが変位されることでユニット側コネクタが接続される支持
側コネクタとを備え、ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方が、接続
の方向と直交する方向への変位が許容された状態に形成される遊技機が知られている（特
許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－８１８１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述した従来の遊技機では、ユニット側コネクタと支持側コネクタとを
接続させる際の作業性が悪いという問題点があった。
 
【０００７】
　本発明は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、ユニット側コネ
クタと支持側コネクタとを接続させる際の作業性の向上を図ることができる遊技機を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的を達成するために請求項１記載の遊技機は、電気部品が搭載される遊技ユニッ
トと、その遊技ユニットを支持する支持部材とを備えるものであり、前記遊技ユニットの
前記支持部材に対面する側に配設されるユニット側コネクタと、前記支持部材の前記遊技
ユニットに対面する側に配設され、前記支持部材における取付完了位置へ向けて前記遊技
ユニットが変位されることで前記ユニット側コネクタと接続されると共に、前記支持部材
における取付完了位置から前記遊技ユニットが変位されることで前記ユニット側コネクタ
との接続が解除される支持側コネクタと、を備え、前記ユニット側コネクタ又は支持側コ
ネクタの少なくとも一方は、前記遊技ユニットまたは支持部材に配設される台座と、その
台座に前記接続の方向と直交する方向への変位が許容された状態で保持されるコネクタと
、そのコネクタから延設される電気的接続線と、を備え、前記台座には、前記電気的接続
線を通過させる開口が形成され、前記電気的接続線は、前記コネクタの背面に接続され前
記コネクタよりも前方へ延設され、前記遊技機は、前記電気的接続線の姿勢保持力が前記
コネクタに作用されることで、前記コネクタの上下方向における初期位置が、前記変位が
許容される範囲における上下方向中央よりも上方または下方に設定される。
 
【０００９】
　請求項２記載の遊技機は、請求項１記載の遊技機において、基板ボックスを備える。
 
【００１０】
【発明の効果】
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【００１２】
　請求項１の遊技機によれば、ユニット側コネクタと支持側コネクタとを接続させる際の
作業性の向上を図ることができる。
 
【００１５】
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１実施形態におけるパチンコ機の正面図である。
【図２】パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図３】パチンコ機の背面図である。
【図４】パチンコ機の電気的構成を示すブロック図である。
【図５】遊技盤ユニットが取り外された状態における内枠の斜視図である。
【図６】遊技盤ユニットが取り外された状態における内枠の正面図である。
【図７】内枠側コネクタの正面斜視図である。
【図８】遊技盤ユニットの背面図である。
【図９】図８の矢印ＩＸ方向視における遊技盤ユニットの底面図である。
【図１０】遊技盤側コネクタの正面斜視図である。
【図１１】（ａ）は、遊技盤側コネクタの正面図であり、（ｂ）は、図１１（ａ）の矢印
ＸＩｂ方向視における遊技盤側コネクタの側面図である。
【図１２】台座の正面斜視図である。
【図１３】（ａ）は、台座の正面図であり、（ｂ）は、図１３（ａ）の矢印ＸＩＩＩｂ方
向視における台座の側面図である。
【図１４】（ａ）は、図１３（ａ）のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線における台座０の断面図であ
り、（ｂ）は、図１３（ａ）のＸＩＶｂ－ＸＩＶｂ線における台座の断面図である。
【図１５】第１オスコネクタの正面斜視図である。
【図１６】（ａ）は、第１オスコネクタの正面図であり、（ｂ）は、図１６（ａ）の矢印
ＸＶＩｂ方向視における第１オスコネクタの側面図である。
【図１７】（ａ）は、図１６（ａ）の矢印ＸＶＩＩａ方向視における第１オスコネクタの
側面図である。（ｂ）は、図１６（ａ）の矢印ＸＶＩＩｂ方向視における第１オスコネク
タの側面図である。
【図１８】第２オスコネクタの正面斜視図である。
【図１９】図１１（ａ）のＸＩＸ－ＸＩＸ線における遊技盤側コネクタの断面図である。
【図２０】（ａ）は、台座に対して第１オスコネクタ及び第２オスコネクタが矢印Ｒ方向
へ変位された状態における遊技盤側コネクタの正面図であり、（ｂ）は、図２０（ａ）に
おけるＸＸｂ－ＸＸｂ線における遊技盤側コネクタの断面図である。
【図２１】（ａ）は、台座に対して第１オスコネクタ及び第２オスコネクタが矢印Ｌ方向
へ変位された状態における遊技盤側コネクタの正面図であり、（ｂ）は、図２１（ａ）に
おけるＸＸＩｂ－ＸＸＩｂ線における遊技盤側コネクタの断面図である。
【図２２】（ａ）は、台座に対して第１オスコネクタ及び第２オスコネクタが矢印Ｕ方向
へ変位された状態における遊技盤側コネクタの正面図であり、（ｂ）は、台座に対して第
１オスコネクタ及び第２オスコネクタが矢印Ｕ方向へ変位された状態における遊技盤側コ
ネクタの正面図である。
【図２３】遊技盤側コネクタ３００Ａの組み立て工程を時系列で示す台座および第１オス
コネクタの部分断面側面図である。
【図２４】遊技盤側コネクタ３００Ａの組み立て工程を時系列で示す台座および第１オス
コネクタの部分断面側面図である。
【図２５】（ａ）は、第２実施形態における内枠および遊技盤ユニットの側面模式図であ
り、（ｂ）は、第３実施形態における内枠および遊技盤ユニットの側面模式図でありる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
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　以下、本発明の実施形態について、添付図面を参照して説明する。まず、図１から図３
５を参照し、第１実施形態として、本発明をパチンコ遊技機（以下、単に「パチンコ機」
という）１０に適用した場合の一実施形態について説明する。図１は、第１実施形態にお
けるパチンコ機１０の正面図であり、図２はパチンコ機１０の遊技盤ユニット１３の正面
図であり、図３はパチンコ機１０の背面図である。
【００１８】
　図１に示すように、パチンコ機１０は、略矩形状に組み合わせた木枠により外殻が形成
される外枠１１と、その外枠１１と略同一の外形形状に形成され外枠１１に対して開閉可
能に支持された内枠１２とを備えている。外枠１１には、内枠１２を支持するために正面
視（図１参照）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１８が取り付けられ、そのヒンジ１８
が設けられた側を開閉の軸として内枠１２が正面手前側へ開閉可能に支持される。
【００１９】
　内枠１２には、多数の釘や入賞口６３，６４、可変入賞装置６５，６５０等の電気部品
を有する遊技盤ユニット１３（図２参照）が正面側から着脱可能に装着される。この遊技
盤ユニット１３（ベース板６０）の前面を球（遊技球）が流下することにより弾球遊技が
行われる。なお、内枠１２には、球を遊技盤ユニット１３の前面領域に発射する球発射ユ
ニット１１２ａ（図４及び図５参照）やその球発射ユニット１１２ａから発射された球を
遊技盤ユニット１３の前面領域まで誘導する発射レール１１２ａ１（図５参照）等が取り
付けられている。
【００２０】
　内枠１２の前面側には、その前面上側を覆う前面枠１４と、その下側を覆う下皿ユニッ
ト１５とが設けられている。前面枠１４及び下皿ユニット１５を支持するために正面視（
図１参照）左側の上下２カ所に金属製のヒンジ１９が取り付けられ、そのヒンジ１９が設
けられた側を開閉の軸として前面枠１４及び下皿ユニット１５が正面手前側へ開閉可能に
支持される。なお、内枠１２の施錠と前面枠１４の施錠とは、シリンダ錠２０の鍵穴２１
に専用の鍵を差し込んで所定の操作を行うことでそれぞれ解除される。
【００２１】
　前面枠１４は、装飾用の樹脂部品や電気部品等を組み付けたものであり、その略中央部
には略楕円形状に開口形成された窓部１４ｃが設けられている。前面枠１４の裏面側には
２枚の板ガラスを有するガラスユニット１６が配設され、そのガラスユニット１６を介し
て遊技盤ユニット１３の前面がパチンコ機１０の正面側に視認可能となっている。
【００２２】
　前面枠１４には、球を貯留する上皿１７が前方へ張り出して上面を開放した略箱状に形
成されており、この上皿１７に賞球や貸出球などが排出される。上皿１７の底面は正面視
（図１参照）右側に下降傾斜して形成され、その傾斜により上皿１７に投入された球が球
発射ユニット１１２ａ（図４参照）へと案内される。また、上皿１７の上面には、枠ボタ
ン２２が設けられている。この枠ボタン２２は、例えば、第３図柄表示装置８１（図２参
照）で表示される演出のステージを変更したり、スーパーリーチの演出内容を変更したり
する場合などに、遊技者により操作される。
【００２３】
　前面枠１４には、その周囲（例えばコーナー部分）に各種ランプ等の発光手段が設けら
れている。これら発光手段は、大当たり時や所定のリーチ時等における遊技状態の変化に
応じて、点灯又は点滅することにより発光態様が変更制御され、遊技中の演出効果を高め
る役割を果たす。窓部１４ｃの周縁には、ＬＥＤ等の発光手段を内蔵した電飾部２９～３
３が設けられている。パチンコ機１０においては、これら電飾部２９～３３が大当たりラ
ンプ等の演出ランプとして機能し、大当たり時やリーチ演出時等には内蔵するＬＥＤの点
灯や点滅によって各電飾部２９～３３が点灯または点滅して、大当たり中である旨、或い
は大当たり一歩手前のリーチ中である旨が報知される。また、前面枠１４の正面視（図１
参照）左上部には、ＬＥＤ等の発光手段が内蔵され賞球の払い出し中とエラー発生時とを
表示可能な表示ランプ３４が設けられている。
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【００２４】
　また、右側の電飾部３２下側には、前面枠１４の裏面側を視認できるように裏面側より
透明樹脂を取り付けて小窓３５が形成され、遊技盤ユニット１３（ベース板６０）前面の
貼着スペースＫ１（図２参照）に貼付される証紙等がパチンコ機１０の前面から視認可能
とされる。また、パチンコ機１０においては、より煌びやかさを醸し出すために、電飾部
２９～３３の周りの領域にクロムメッキを施したＡＢＳ樹脂製のメッキ部材３６が取り付
けられている。
【００２５】
　窓部１４ｃの下方には、貸球操作部４０が配設される。貸球操作部４０には、度数表示
部４１と、球貸しボタン４２と、返却ボタン４３とが設けられている。パチンコ機１０の
側方に配置されるカードユニット（球貸しユニット）（図示せず）に紙幣やカード等を投
入した状態で貸球操作部４０が操作されると、その操作に応じて球の貸出が行われる。具
体的には、度数表示部４１はカード等の残額情報が表示される領域であり、内蔵されたＬ
ＥＤが点灯して残額情報として残額が数字で表示される。球貸しボタン４２は、カード等
（記録媒体）に記録された情報に基づいて貸出球を得るために操作されるものであり、カ
ード等に残額が存在する限りにおいて貸出球が上皿１７に供給される。返却ボタン４３は
、カードユニットに挿入されたカード等の返却を求める際に操作される。なお、カードユ
ニットを介さずに球貸し装置等から上皿１７に球が直接貸し出されるパチンコ機、いわゆ
る現金機では貸球操作部４０が不要となるが、この場合には、貸球操作部４０の設置部分
に飾りシール等を付加して部品構成は共通のものとしても良い。カードユニットを用いた
パチンコ機と現金機との共通化を図ることができる。
【００２６】
　上皿１７の下側に位置する下皿ユニット１５には、その中央部に上皿１７に貯留しきれ
なかった球を貯留するための下皿５０が上面を開放した略箱状に形成される。下皿５０の
右側には、球を遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の前面へ打ち込むために遊技者によ
って操作される操作ハンドル５１が配設される。
【００２７】
　操作ハンドル５１の内部には、球発射ユニット１１２ａの駆動を許可するためのタッチ
センサ５１ａと、押下操作している期間中には球の発射を停止する発射停止スイッチ５１
ｂと、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）を電気抵抗の変化により検出する可変
抵抗器（図示せず）などが内蔵される。操作ハンドル５１が遊技者によって右回りに回動
操作されると、タッチセンサ５１ａがオンされると共に可変抵抗器の抵抗値が回動操作量
に対応して変化し、その可変抵抗器の抵抗値に対応した強さ（発射強度）で球が発射され
、これにより遊技者の操作に対応した飛び量で遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の前
面へ球が打ち込まれる。また、操作ハンドル５１が遊技者により操作されていない状態に
おいては、タッチセンサ５１ａおよび発射停止スイッチ５１ｂがオフとなっている。
【００２８】
　下皿５０の正面下方部には、下皿５０に貯留された球を下方へ排出する際に操作するた
めの球抜きレバー５２が設けられている。この球抜きレバー５２は、常時、右方向に付勢
されており、その付勢に抗して左方向へスライドさせることにより、下皿５０の底面に形
成された底面口が開口して、その底面口から球が自然落下して排出される。この球抜きレ
バー５２の操作は、通常、下皿５０の下方に下皿５０から排出された球を受け取る箱（一
般に「千両箱」と称される）を置いた状態で行われる。下皿５０の右方には、上述したよ
うに操作ハンドル５１が配設され、下皿５０の左方には灰皿５３が取り付けられている。
【００２９】
　図２に示すように、遊技盤ユニット１３は、正面視略正方形状に切削加工したベース板
６０に、球案内用の多数の釘（図示せず）や風車の他、レール６１，６２、一般入賞口６
３、第１入賞口６４、第２入賞口６４０、第一可変入賞装置６５、第２可変入賞装置６５
０、スルーゲート６７、可変表示装置ユニット８０等、各種構造部品や電気部品を組み付
けて構成され、その周縁部が内枠１２（図１参照）に着脱可能に取り付けられる。
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【００３０】
　ベース板６０は光透過性の樹脂材料からなり、その正面側からベース板６０の背面側に
配設された各種構造体を遊技者に視認させることが可能に形成される。一般入賞口６３、
第１入賞口６４、第２入賞口６４０、第１可変入賞装置６５、第２可変入賞装置６５０、
可変表示装置ユニット８０は、ルータ加工によってベース板６０に形成された貫通穴に配
設され、遊技盤ユニット１３のベース板６０にその前面側からタッピングネジ等により固
定される。
【００３１】
　遊技盤ユニット１３の前面中央部分は、前面枠１４の窓部１４ｃ（図１参照）を通じて
内枠１２の前面側から視認することができる。以下に、主に図２を参照して、遊技盤ユニ
ット１３の構成について説明する。
【００３２】
　遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の前面には、帯状の金属板を略円弧状に屈曲加工
して形成した外レール６２が植立され、その外レール６２の内側位置には外レール６２と
同様に帯状の金属板で形成した円弧状の内レール６１が植立される。この内レール６１と
外レール６２とにより遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の前面外周が囲まれ、遊技盤
ユニット１３（ベース板６０）とガラスユニット１６（図１参照）とにより前後が囲まれ
ることにより、遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の前面には、球の挙動により遊技が
行われる遊技領域が形成される。遊技領域は、遊技盤ユニット１３の前面であって２本の
レール６１，６２とレール間を繋ぐ樹脂製の外縁部材７３とにより区画して形成される領
域（入賞口等が配設され、発射された球が流下する領域）である。
【００３３】
　２本のレール６１，６２は、球発射ユニット１１２ａ（図４参照）から発射された球を
遊技盤ユニット１３（ベース板６０）上部へ案内するために設けられたものである。内レ
ール６１の先端部分（図２の左上部）には戻り球防止部材６８が取り付けられ、一旦、遊
技盤ユニット１３の上部へ案内された球が再度球案内通路内に戻ってしまうといった事態
が防止される。外レール６２の先端部（図２の右上部）には、球の最大飛翔部分に対応す
る位置に返しゴム６９が取り付けられ、所定以上の勢いで発射された球は、返しゴム６９
に当たって、勢いが減衰されつつ中央部側へ跳ね返される。
【００３４】
　遊技領域の正面視左側下部（図２の左側下部）には、発光手段である複数のＬＥＤ及び
７セグメント表示器を備える第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂが配設される。第１図柄表
示装置３７Ａ，３７Ｂは、主制御装置１１０（図４参照）で行われる各制御に応じた表示
がなされるものであり、主にパチンコ機１０の遊技状態の表示が行われる。本実施形態で
は、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、球が、第１入賞口６４へ入賞したか、第２入賞
口６４０へ入賞したかに応じて使い分けられるように構成される。具体的には、球が、第
１入賞口６４へ入賞した場合には、第１図柄表示装置３７Ａが作動し、一方で、球が、第
２入賞口６４０へ入賞した場合には、第１図柄表示装置３７Ｂが作動するように構成され
る。
【００３５】
　また、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂは、ＬＥＤにより、パチンコ機１０が確変中か
時短中か通常中であるかを点灯状態により示したり、変動中であるか否かを点灯状態によ
り示したり、停止図柄が確変大当たりに対応した図柄か普通大当たりに対応した図柄か外
れ図柄であるかを点灯状態により示したり、保留球数を点灯状態により示すと共に、７セ
グメント表示装置により、大当たり中のラウンド数やエラー表示を行う。なお、複数のＬ
ＥＤは、それぞれのＬＥＤの発光色（例えば、赤、緑、青）が異なるよう構成され、その
発光色の組み合わせにより、少ないＬＥＤでパチンコ機１０の各種遊技状態を示唆するこ
とができる。
【００３６】
　尚、本パチンコ機１０では、第１入賞口６４及び第２入賞口６４０へ入賞があったこと



(7) JP 6299906 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

を契機として抽選が行われる。パチンコ機１０は、その抽選において、大当たりか否かの
当否判定（大当たり抽選）を行うと共に、大当たりと判定した場合はその大当たり種別の
判定も行う。ここで判定される大当たり種別としては、１５Ｒ確変大当たり、４Ｒ確変大
当たり、１５Ｒ通常大当たりが用意される。第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂには、変動
終了後の停止図柄として抽選の結果が大当たりであるか否かが示されるだけでなく、大当
たりである場合はその大当たり種別に応じた図柄が示される。
【００３７】
　ここで、「１５Ｒ確変大当たり」とは、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後
に高確率状態へ移行する確変大当たりのことであり、「４Ｒ確変大当たり」とは、最大ラ
ウンド数が４ラウンドの大当たりの後に高確率状態へ移行する確変大当たりのことである
。また、「１５Ｒ通常大当たり」は、最大ラウンド数が１５ラウンドの大当たりの後に、
低確率状態へ移行すると共に、所定の変動回数の間（例えば、１００変動回数）は時短状
態となる大当たりのことである。
【００３８】
　また、「高確率状態」とは、大当たり終了後に付加価値としてその後の大当たり確率が
アップした状態、いわゆる確率変動中（確変中）の時をいい、換言すれば、特別遊技状態
へ移行し易い遊技の状態のことである。本実施形態における高確率状態（確変中）は、後
述する第２図柄の当たり確率がアップして第２入賞口６４０へ球が入賞し易い遊技の状態
を含む。「低確率状態」とは、確変中でない時をいい、大当たり確率が通常の状態、即ち
、確変の時より大当たり確率が低い状態をいう。また、「低確率状態」のうちの時短状態
（時短中）とは、大当たり確率が通常の状態であると共に、大当たり確率がそのままで第
２図柄の当たり確率のみがアップして第２入賞口６４０へ球が入賞し易い遊技の状態のこ
とをいう。一方、パチンコ機１０が通常中とは、確変中でも時短中でもない遊技の状態（
大当たり確率も第２図柄の当たり確率もアップしていない状態）である。
【００３９】
　確変中や時短中は、第２図柄の当たり確率がアップするだけではなく、第２入賞口６４
０に付随する電動役物６４０ａが開放される時間も変更され、通常中と比して長い時間が
設定される。電動役物６４０ａが開放された状態（開放状態）にある場合は、その電動役
物６４０ａが閉鎖された状態（閉鎖状態）にある場合と比して、第２入賞口６４０へ球が
入賞しやすい状態となる。よって、確変中や時短中は、第２入賞口６４０へ球が入賞し易
い状態となり、大当たり抽選が行われる回数を増やすことができる。
【００４０】
　なお、確変中や時短中において、第２入賞口６４０に付随する電動役物６４０ａの開放
時間を変更するのではなく、または、その開放時間を変更することに加えて、１回の当た
りで電動役物６４０ａが開放する回数を通常中よりも増やす変更を行うものとしてもよい
。また、確変中や時短中において、第２図柄の当たり確率は変更せず、第２入賞口６４０
に付随する電動役物６４０ａが開放される時間および１回の当たりで電動役物６４０ａが
開放する回数の少なくとも一方を変更するものとしてもよい。また、確変中や時短中にお
いて、第２入賞口６４０に付随する電動役物６４０ａが開放される時間や、１回の当たり
で電動役物６４０ａを開放する回数はせず、第２図柄の当たり確率だけを、通常中と比し
てアップするよう変更するものであってもよい。
【００４１】
　遊技領域には、球が入賞することにより５個から１５個の球が賞球として払い出される
複数の一般入賞口６３が配設される。また、遊技領域の中央部分には、可変表示装置ユニ
ット８０が配設される。可変表示装置ユニット８０には、第１入賞口６４及び第２入賞口
６４０への入賞（始動入賞）をトリガとして、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにおける
変動表示と同期させながら、第３図柄の変動表示を行う液晶ディスプレイ（以下単に「表
示装置」と略す）で構成された第３図柄表示装置８１と、スルーゲート６７の球の通過を
トリガとして第２図柄を変動表示するＬＥＤで構成される第２図柄表示装置（図示せず）
とが設けられている。また、可変表示装置ユニット８０には、第３図柄表示装置８１の外
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周を囲むようにして、センターフレーム８６が配設される。
【００４２】
　第３図柄表示装置８１は９インチサイズの大型の液晶ディスプレイで構成されるもので
あり、表示制御装置１１４（図４参照）によって表示内容が制御されることにより、例え
ば上、中及び下の３つの図柄列が表示される。各図柄列は複数の図柄（第３図柄）によっ
て構成され、これらの第３図柄が図柄列毎に横スクロールして第３図柄表示装置８１の表
示画面上にて第３図柄が可変表示されるようになっている。本実施形態の第３図柄表示装
置８１は、主制御装置１１０（図４参照）の制御に伴った遊技状態の表示が第１図柄表示
装置３７Ａ，３７Ｂで行われるのに対して、その第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂの表示
に応じた装飾的な表示を行うものである。なお、表示装置に代えて、例えばリール等を用
いて第３図柄表示装置８１を構成するようにしても良い。
【００４３】
　第２図柄表示装置は、球がスルーゲート６７を通過する毎に表示図柄（第２図柄（図示
せず））としての「○」の図柄と「×」の図柄とを所定時間交互に点灯させる変動表示を
行うものである。パチンコ機１０では、球がスルーゲート６７を通過したことが検出され
ると、当たり抽選が行われる。その当たり抽選の結果、当たりであれば、第２図柄表示装
置において、第２図柄の変動表示後に「○」の図柄が停止表示される。また、当たり抽選
の結果、外れであれば、第２図柄表示装置において、第３図柄の変動表示後に「×」の図
柄が停止表示される。
【００４４】
　パチンコ機１０は、第２図柄表示装置における変動表示が所定図柄（本実施形態におい
ては「○」の図柄）で停止した場合に、第２入賞口６４０に付随された電動役物６４０ａ
が所定時間だけ作動状態となる（開放される）よう構成される。
【００４５】
　第２図柄の変動表示にかかる時間は、遊技状態が通常中の場合よりも、確変中または時
短中の方が短くなるように設定される。これにより、確変中および時短中は、第２図柄の
変動表示が短い時間で行われるので、当たり抽選を通常中よりも多く行うことができる。
よって、当たり抽選において当たりとなる機会が増えるので、第２入賞口６４０の電動役
物６４０ａが開放状態となる機会を遊技者に多く与えることができる。よって、確変中お
よび時短中は、第２入賞口６４０へ球が入賞しやすい状態とすることができる。
【００４６】
　なお、確変中または時短中において、当たり確率を高める、１回に当たりに対する電動
役物６４０ａの開放時間や開放回数を増やすなど、その他の方法によっても、確変中また
は時短中に第２入賞口６４０へ球が入賞しやすい状態としている場合は、第２図柄の変動
表示にかかる時間を遊技状態にかかわらず一定としてもよい。一方、第２図柄の変動表示
にかかる時間を、確変中または時短中において通常中よりも短く設定する場合は、当たり
確率を遊技状態にかかわらず一定にしてもよいし、また、１回の当たりに対する電動役物
６４０ａの開放時間や開放回数を遊技状態にかかわらず一定にしてもよい。
【００４７】
　スルーゲート６７は、可変表示装置ユニット８０の下側の領域における右方において遊
技盤に組み付けられ、遊技盤に発射された球のうち、遊技盤の右方を流下する球の一部が
通過可能に構成される。スルーゲート６７を球が通過すると、第２図柄の当たり抽選が行
われる。当たり抽選の後、第２図柄表示装置にて変動表示を行い、当たり抽選の結果が当
たりであれば、変動表示の停止図柄として「○」の図柄を表示し、当たり抽選の結果が外
れであれば、変動表示の停止図柄として「×」の図柄を表示する。
【００４８】
　球のスルーゲート６７の通過回数は、合計で最大４回まで保留され、その保留球数が上
述した第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂにより表示されると共に第２図柄保留ランプ（図
示せず）においても点灯表示される。第２図柄保留ランプは、最大保留数分の４つ設けら
れ、第３図柄表示装置８１の下方に左右対称に配設される。
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【００４９】
　なお、第２図柄の変動表示は、本実施形態のように、第２図柄表示装置において複数の
ランプの点灯と非点灯を切り換えることにより行うものの他、第１図柄表示装置３７Ａ，
３７Ｂ及び第３図柄表示装置８１の一部を使用して行うようにしても良い。同様に、第２
図柄保留ランプの点灯を第３図柄表示装置８１の一部で行うようにしても良い。また、ス
ルーゲート６７の球の通過に対する最大保留球数は４回に限定されるものでなく、３回以
下、又は、５回以上の回数（例えば、８回）に設定しても良い。また、スルーゲート６７
の組み付け数は１つに限定されるものではなく、複数（例えば、２つ）であっても良い。
また、スルーゲート６７の組み付け位置は可変表示装置ユニット８０の右方に限定される
ものではなく、例えば、可変表示装置ユニット８０の左方でも良い。また、第１図柄表示
装置３７Ａ，３７Ｂにより保留球数が示されるので、第２図柄保留ランプにより点灯表示
を行わないものとしてもよい。
【００５０】
　可変表示装置ユニット８０の下方には、球が入賞し得る第１入賞口６４が配設される。
この第１入賞口６４へ球が入賞すると遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の裏面側に設
けられる第１入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第１入賞口スイッチのオン
に起因して主制御装置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結果に応
じた表示が第１図柄表示装置３７Ａで示される。
【００５１】
　一方、第１入賞口６４の正面視右方には、球が入賞し得る第２入賞口６４０が配設され
る。この第２入賞口６４０へ球が入賞すると遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の裏面
側に設けられる第２入賞口スイッチ（図示せず）がオンとなり、その第２入賞口スイッチ
のオンに起因して主制御装置１１０（図４参照）で大当たりの抽選がなされ、その抽選結
果に応じた表示が第１図柄表示装置３７Ｂで示される。
【００５２】
　また、第１入賞口６４および第２入賞口６４０は、それぞれ、球が入賞すると５個の球
が賞球として払い出される入賞口の１つにもなっている。なお、本実施形態においては、
第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と第２入賞口６４０へ球が入賞
した場合に払い出される賞球数とを同じに構成したが、第１入賞口６４へ球が入賞した場
合に払い出される賞球数と第２入賞口６４０へ球が入賞した場合に払い出される賞球数と
を異なる数、例えば、第１入賞口６４へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を３個と
し、第２入賞口６４０へ球が入賞した場合に払い出される賞球数を５個として構成しても
よい。
【００５３】
　第２入賞口６４０には電動役物６４０ａが付随される。この電動役物６４０ａは開閉可
能に構成されており、通常は電動役物６４０ａが閉鎖状態（縮小状態）となって、球が第
２入賞口６４０へ入賞しにくい状態となっている。一方、スルーゲート６７への球の通過
を契機として行われる第２図柄の変動表示の結果、「○」の図柄が第２図柄表示装置に表
示された場合、電動役物６４０ａが開放状態（拡大状態）となり、球が第２入賞口６４０
へ入賞しやすい状態となる。
【００５４】
　上述した通り、確変中および時短中は、通常中と比して第２図柄の当たり確率が高く、
また、第２図柄の変動表示にかかる時間も短いので、第２図柄の変動表示において「○」
の図柄が表示され易くなって、電動役物６４０ａが開放状態（拡大状態）となる回数が増
える。更に、確変中および時短中は、電動役物６４０ａが開放される時間も、通常中より
長くなる。よって、確変中および時短中は、通常時と比して、第２入賞口６４０へ球が入
賞しやすい状態を作ることができる。
【００５５】
　ここで、第１入賞口６４に球が入賞した場合と第２入賞口６４０へ球が入賞した場合と
で、大当たりとなる確率は、低確率状態であっても高確率状態でも同一である。しかしな
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がら、大当たりとなった場合に選定される大当たりの種別として１５Ｒ確変大当たりとな
る確率は、第２入賞口６４０へ球が入賞した場合のほうが第１入賞口６４へ球が入賞した
場合よりも高く設定される。一方、第１入賞口６４は、第２入賞口６４０にあるような電
動役物は有しておらず、球が常時入賞可能な状態となっている。
【００５６】
　よって、通常中においては、第２入賞口６４０に付随する電動役物が閉鎖状態にある場
合が多く、第２入賞口６４０に入賞しづらいので、電動役物のない第１入賞口６４へ向け
て、可変表示装置ユニット８０の左方を球が通過するように球を発射し（所謂「左打ち」
）、第１入賞口６４への入賞によって大当たり抽選の機会を多く得て、大当たりとなるこ
とを狙った方が、遊技者にとって有利となる。
【００５７】
　一方、確変中や時短中は、スルーゲート６７に球を通過させることで、第２入賞口６４
０に付随する電動役物６４０ａが開放状態となりやすく、第２入賞口６４０に入賞しやす
い状態であるので、第２入賞口６４０へ向けて、可変表示装置８０の右方を球が通過する
ように球を発射し（所謂「右打ち」）、スルーゲート６７を通過させて電動役物を開放状
態にすると共に、第２入賞口６４０への入賞によって１５Ｒ確変大当たりとなることを狙
った方が、遊技者にとって有利となる。
【００５８】
　このように、本実施形態のパチンコ機１０は、パチンコ機１０の遊技状態（確変中であ
るか、時短中であるか、通常中であるか）に応じて、遊技者に対し、球の発射の仕方を「
左打ち」と「右打ち」とに変えさせることができる。よって、遊技者に対して、球の打ち
方に変化をもたらすことができるので、遊技を楽しませることができる。
【００５９】
　第１入賞口６４の下方右側には第１可変入賞装置６５が配設されており、その略中央部
分に横長矩形状の第１特定入賞口（大開放口）６５ａが設けられている。また、第１入賞
口６４の下方左側には第２可変入賞装置６５０が配設されており、その略中央部分に他の
入賞口６３，６４，６４０と同程度の大きさの円形形状からなる第２特定入賞口６５０ａ
が設けられている。パチンコ機１０においては、第１入賞口６４又は第２入賞口６４０へ
の入賞に起因して行われた大当たり抽選が大当たりとなると、所定時間（変動時間）が経
過した後に、大当たりの停止図柄となるよう第１図柄表示装置３７Ａ又は第１図柄表示装
置３７Ｂを点灯させると共に、その大当たりに対応した停止図柄を第３図柄表示装置８１
に表示させて、大当たりの発生が示される。その後、球が入賞し易い特別遊技状態（大当
たり）に遊技状態が遷移する。この特別遊技状態として、通常時には閉鎖される特定入賞
口６５ａ，６５０ａが、所定時間（例えば、３０秒経過するまで、或いは、球が１０個入
賞するまで）開放される。
【００６０】
　この特定入賞口６５ａ，６５０ａは、所定時間が経過すると閉鎖され、その閉鎖後、再
度、その特定入賞口６５ａ，６５０ａが所定時間開放される。この特定入賞口６５ａ，６
５０ａの開閉動作は、最高で例えば１５回（１５ラウンド）繰り返し可能にされる。この
開閉動作が行われている状態が、遊技者にとって有利な特別遊技状態の一形態であり、遊
技者には、遊技上の価値（遊技価値）の付与として通常時より多量の賞球の払い出しが行
われる。
【００６１】
　第１可変入賞装置６５は、具体的には、第１特定入賞口６５ａを覆う横長矩形状の開閉
板と、その開閉板の下辺を軸として前方側に開閉駆動するための大開放口ソレノイド（図
示せず）とを備えている。第１特定入賞口６５ａは、通常時は、球が入賞できないか又は
入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には大開放口ソレノイドを駆動して開閉板
を前面下側に傾倒し、球が第１特定入賞口６５ａに入賞しやすい開状態を一時的に形成し
、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。
【００６２】
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　第２可変入賞装置６５０は、具体的には、第２特定入賞口６５０ａへ球を案内する案内
路と、その案内路の第２特定入賞口６５０ａ側とは反対側となる開口部である開口６５１
と、その開口６５１の開放および閉鎖を行うための駆動役物６５０ｂと、その駆動役物６
５０ｂを開口６５１の下辺を軸に左右方向に開閉駆動するための小開放口ソレノイド（図
示せず）とを備えている。第２特定入賞口６５０ａは、通常時は、球が入賞できないか又
は入賞し難い閉状態になっている。大当たりの際には小開放口ソレノイドを駆動して駆動
役物６５０ｂを右方に傾倒し、球が第２特定入賞口６５０ａに入賞しやすい開状態を一時
的に形成し、その開状態と通常時の閉状態との状態を交互に繰り返すように作動する。
【００６３】
　なお、上記した形態に特別遊技状態は限定されるものではない。特定入賞口６５ａ，６
５０ａとは別に開閉される大開放口を遊技領域に設け、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂ
において大当たりに対応したＬＥＤが点灯した場合に、特定入賞口６５ａ，６５０ａが所
定時間開放され、その特定入賞口６５ａ，６５０ａの開放中に、球が特定入賞口６５ａ，
６５０ａ内へ入賞することを契機として特定入賞口６５ａ，６５０ａとは別に設けられた
大開放口が所定時間、所定回数開放される遊技状態を特別遊技状態として形成するように
しても良い。また、特定入賞口６５ａ，６５０ａは１つに限るものではなく、１つ若しく
は２以上の複数（例えば３つ）を配置しても良く、また配置位置も第１入賞口６４の下方
右側や、第１入賞口６４の下方左側に限らず、例えば、可変表示装置ユニット８０の左方
でも良い。
【００６４】
　遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の下側における右隅部には、証紙や識別ラベル等
を貼着するための貼着スペースＫ１が設けられ、貼着スペースＫ１に貼られた証紙等は、
前面枠１４の小窓３５（図１参照）を通じて視認することができる。
【００６５】
　遊技盤ユニット１３（ベース板６０）には、第１アウト口７１及び第２アウト口７２が
設けられている。遊技領域を流下する球であって、いずれの入賞口６３，６４，６５ａ，
６４０，６５０ａにも入賞しなかった球は、第１アウト口７１又は第２アウト口７２を通
って図示しない球排出路へと案内される。第１アウト口７１は、第１入賞口６４の下方に
配設される一方、第２アウト口７２は、第２特定入賞口６５０ａの左側に配設される。即
ち、第２アウト口７２は、第２特定入賞口６５０ａを挟んで第１アウト口７１の反対側に
配設される。
【００６６】
　よって、遊技領域を流下する球であって、第２特定入賞口６５０ａよりも正面視右側（
図２右側）において遊技領域の下端（内レール６１又は外縁部材７３）に達した球は、内
レール６１又は外縁部材７３の傾斜に沿って流下され、第１アウト口７１を通って球排出
路へ案内される一方、第２特定入賞口６５０ａよりも正面視左側において遊技領域の下端
（内レール６１）に達した球は、内レール６１の傾斜（湾曲）に沿って流下され、第２ア
ウト口７２を通って球排出路へ案内される。
【００６７】
　遊技盤ユニット１３（ベース板６０）には、球の落下方向を適宜分散、調整等するため
に多数の釘が植設されるとともに、風車等の各種部材（役物）とが配設される。
【００６８】
　図３に示すように、パチンコ機１０の背面側には、制御基板ユニット９０，９１と、裏
パックユニット９４とが主に備えられている。制御基板ユニット９０は、主基板（主制御
装置１１０）と音声ランプ制御基板（音声ランプ制御装置１１３）と表示制御基板（表示
制御装置１１４）とが搭載されてユニット化される。制御基板ユニット９１は、払出制御
基板（払出制御装置１１１）と発射制御基板（発射制御装置１１２）と電源基板（電源装
置１１５）とカードユニット接続基板１１６とが搭載されてユニット化される。
【００６９】
　裏パックユニット９４は、保護カバー部を形成する裏パック９２と払出ユニット９３と
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がユニット化される。また、各制御基板には、各制御を司る１チップマイコンとしてのＭ
ＰＵ、各種機器との連絡をとるポート、各種抽選の際に用いられる乱数発生器、時間計数
や同期を図る場合などに使用されるクロックパルス発生回路等が、必要に応じて搭載され
る。
【００７０】
　なお、主制御装置１１０、音声ランプ制御装置１１３及び表示制御装置１１４、払出制
御装置１１１及び発射制御装置１１２、電源装置１１５、カードユニット接続基板１１６
は、それぞれ基板ボックス１００～１０４に収納される。基板ボックス１００～１０４は
、ボックスベースと該ボックスベースの開口部を覆うボックスカバーとを備えており、そ
のボックスベースとボックスカバーとが互いに連結されて、各制御装置や各基板が収納さ
れる。
【００７１】
　また、基板ボックス１００（主制御装置１１０）及び基板ボックス１０２（払出制御装
置１１１及び発射制御装置１１２）は、ボックスベースとボックスカバーとを封印ユニッ
ト（図示せず）によって開封不能に連結（かしめ構造による連結）している。また、ボッ
クスベースとボックスカバーとの連結部には、ボックスベースとボックスカバーとに亘っ
て封印シール（図示せず）が貼着される。この封印シールは、脆性な素材で構成されてお
り、基板ボックス１００，１０２を開封するために封印シールを剥がそうとしたり、基板
ボックス１００，１０２を無理に開封しようとすると、ボックスベース側とボックスカバ
ー側とに切断される。よって、封印ユニット又は封印シールを確認することで、基板ボッ
クス１００，１０２が開封されたかどうかを知ることができる。
【００７２】
　払出ユニット９３は、裏パックユニット９４の最上部に位置して上方に開口したタンク
１３０と、タンク１３０の下方に連結され下流側に向けて緩やかに傾斜するタンクレール
１３１と、タンクレール１３１の下流側に縦向きに連結されるケースレール１３２と、ケ
ースレール１３２の最下流部に設けられ、払出モータ２１６（図４参照）の所定の電気的
構成により球の払出を行う払出装置１３３とを備えている。タンク１３０には、遊技ホー
ルの島設備から供給される球が逐次補給され、払出装置１３３により必要個数の球の払い
出しが適宜行われる。タンクレール１３１には、当該タンクレール１３１に振動を付加す
るためのバイブレータ１３４が取り付けられている。
【００７３】
　また、払出制御装置１１１には状態復帰スイッチ１２０が設けられ、発射制御装置１１
２には可変抵抗器の操作つまみ１２１が設けられ、電源装置１１５にはＲＡＭ消去スイッ
チ１２２が設けられている。状態復帰スイッチ１２０は、例えば、払出モータ２１６（図
４参照）部の球詰まり等、払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）す
るために操作される。操作つまみ１２１は、発射ソレノイドの発射力を調整するために操
作される。ＲＡＭ消去スイッチ１２２は、パチンコ機１０を初期状態に戻したい場合に電
源投入時に操作される。
【００７４】
　次に、図４を参照して、本パチンコ機１０の電気的構成について説明する。図４は、パ
チンコ機１０の電気的構成を示すブロック図である。
【００７５】
　主制御装置１１０には、演算装置である１チップマイコンとしてのＭＰＵ２０１が搭載
される。ＭＰＵ２０１には、該ＭＰＵ２０１により実行される各種の制御プログラムや固
定値データを記憶したＲＯＭ２０２と、そのＲＯＭ２０２内に記憶される制御プログラム
の実行に際して各種のデータ等を一時的に記憶するためのメモリであるＲＡＭ２０３と、
そのほか、割込回路やタイマ回路、データ送受信回路などの各種回路が内蔵される。主制
御装置１１０では、ＭＰＵ２０１によって、大当たり抽選や第１図柄表示装置３７Ａ，３
７Ｂ及び第３図柄表示装置８１における表示の設定、第２図柄表示装置における表示結果
の抽選といったパチンコ機１０の主要な処理を実行する。



(13) JP 6299906 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

【００７６】
　なお、払出制御装置１１１や音声ランプ制御装置１１３などのサブ制御装置に対して動
作を指示するために、主制御装置１１０から該サブ制御装置へ各種のコマンドがデータ送
受信回路によって送信されるが、かかるコマンドは、主制御装置１１０からサブ制御装置
へ一方向にのみ送信される。
【００７７】
　ＲＡＭ２０３は、各種エリア、カウンタ、フラグのほか、ＭＰＵ２０１の内部レジスタ
の内容やＭＰＵ２０１により実行される制御プログラムの戻り先番地などが記憶されるス
タックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値が記憶される作業エリア（
作業領域）とを有している。なお、ＲＡＭ２０３は、パチンコ機１０の電源の遮断後にお
いても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保持（バックアップ）
できる構成となっており、ＲＡＭ２０３に記憶されるデータは、すべてバックアップされ
る。
【００７８】
　停電などの発生により電源が遮断されると、その電源遮断時（停電発生時を含む。以下
同様）のスタックポインタや、各レジスタの値がＲＡＭ２０３に記憶される。一方、電源
投入時（停電解消による電源投入を含む。以下同様）には、ＲＡＭ２０３に記憶される情
報に基づいて、パチンコ機１０の状態が電源遮断前の状態に復帰される。ＲＡＭ２０３へ
の書き込みはメイン処理（図示せず）によって電源遮断時に実行され、ＲＡＭ２０３に書
き込まれた各値の復帰は電源投入時の立ち上げ処理（図示せず）において実行される。な
お、ＭＰＵ２０１のＮＭＩ端子（ノンマスカブル割込端子）には、停電等の発生による電
源遮断時に、停電監視回路２５２からの停電信号ＳＧ１が入力されるように構成されてお
り、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２０１へ入力されると、停電時処理としてのＮＭＩ割込
処理（図示せず）が即座に実行される。
【００７９】
　主制御装置１１０のＭＰＵ２０１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバス
ライン２０４を介して入出力ポート２０５が接続される。入出力ポート２０５には、払出
制御装置１１１、音声ランプ制御装置１１３、第１図柄表示装置３７Ａ，３７Ｂ、第２図
柄表示装置、第２図柄保留ランプ、特定入賞口６５ａの開閉板の下辺を軸として前方側に
開閉駆動するための大開放口ソレノイドや電動役物を駆動するためのソレノイドなどから
なるソレノイド２０９が接続され、ＭＰＵ２０１は、入出力ポート２０５を介してこれら
に対し各種コマンドや制御信号を送信する。
【００８０】
　また、入出力ポート２０５には、図示しないスイッチ群およびスライド位置検出センサ
Ｓや回転位置検出センサＲを含むセンサ群などからなる各種スイッチ２０８、電源装置１
１５に設けられた後述のＲＡＭ消去スイッチ回路２５３が接続され、ＭＰＵ２０１は各種
スイッチ２０８から出力される信号や、ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３より出力されるＲ
ＡＭ消去信号ＳＧ２に基づいて各種処理を実行する。
【００８１】
　払出制御装置１１１は、払出モータ２１６を駆動させて賞球や貸出球の払出制御を行う
ものである。演算装置であるＭＰＵ２１１は、そのＭＰＵ２１１により実行される制御プ
ログラムや固定値データ等を記憶したＲＯＭ２１２と、ワークメモリ等として使用される
ＲＡＭ２１３とを有している。
【００８２】
　払出制御装置１１１のＲＡＭ２１３は、主制御装置１１０のＲＡＭ２０３と同様に、Ｍ
ＰＵ２１１の内部レジスタの内容やＭＰＵ２１１により実行される制御プログラムの戻り
先番地などが記憶されるスタックエリアと、各種のフラグおよびカウンタ、Ｉ／Ｏ等の値
が記憶される作業エリア（作業領域）とを有している。ＲＡＭ２１３は、パチンコ機１０
の電源の遮断後においても電源装置１１５からバックアップ電圧が供給されてデータを保
持（バックアップ）できる構成となっており、ＲＡＭ２１３に記憶されるデータは、すべ
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てバックアップされる。なお、主制御装置１１０のＭＰＵ２０１と同様、ＭＰＵ２１１の
ＮＭＩ端子にも、停電等の発生による電源遮断時に停電監視回路２５２から停電信号ＳＧ
１が入力されるように構成されており、その停電信号ＳＧ１がＭＰＵ２１１へ入力される
と、停電時処理としてのＮＭＩ割込処理（図示せず）が即座に実行される。
【００８３】
　払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１には、アドレスバス及びデータバスで構成されるバ
スライン２１４を介して入出力ポート２１５が接続される。入出力ポート２１５には、主
制御装置１１０や払出モータ２１６、発射制御装置１１２などがそれぞれ接続される。ま
た、図示はしないが、払出制御装置１１１には、払い出された賞球を検出するための賞球
検出スイッチが接続される。なお、該賞球検出スイッチは、払出制御装置１１１に接続さ
れるが、主制御装置１１０には接続されていない。
【００８４】
　発射制御装置１１２は、主制御装置１１０により球の発射の指示がなされた場合に、操
作ハンドル５１の回動操作量に応じた球の打ち出し強さとなるよう球発射ユニット１１２
ａを制御するものである。球発射ユニット１１２ａは、図示しない発射ソレノイドおよび
電磁石を備えており、その発射ソレノイドおよび電磁石は、所定条件が整っている場合に
駆動が許可される。具体的には、遊技者が操作ハンドル５１に触れていることをタッチセ
ンサ５１ａにより検出し、球の発射を停止させるための発射停止スイッチ５１ｂがオフ（
操作されていないこと）を条件に、操作ハンドル５１の回動操作量（回動位置）に対応し
て発射ソレノイドが励磁され、操作ハンドル５１の操作量に応じた強さで球が発射される
。
【００８５】
　音声ランプ制御装置１１３は、音声出力装置（図示しないスピーカなど）２２６におけ
る音声の出力、ランプ表示装置（電飾部２９～３３、表示ランプ３４など）２２７におけ
る点灯および消灯の出力、変動演出（変動表示）や予告演出といった表示制御装置１１４
で行われる第３図柄表示装置８１の表示態様の設定などを制御するものである。演算装置
であるＭＰＵ２２１は、そのＭＰＵ２２１により実行される制御プログラムや固定値デー
タ等を記憶したＲＯＭ２２２と、ワークメモリ等として使用されるＲＡＭ２２３とを有し
ている。
【００８６】
　音声ランプ制御装置１１３のＭＰＵ２２１には、アドレスバス及びデータバスで構成さ
れるバスライン２２４を介して入出力ポート２２５が接続される。入出力ポート２２５に
は、主制御装置１１０、表示制御装置１１４、音声出力装置２２６、ランプ表示装置２２
７、その他装置２２８、枠ボタン２２などがそれぞれ接続される。その他装置２２８には
、駆動モータ３４０，４３０，５２２，６４０，７４０，８３０が含まれる。
【００８７】
　音声ランプ制御装置１１３は、主制御装置１１０から受信した各種のコマンド（変動パ
ターンコマンド、停止種別コマンド等）に基づいて、第３図柄表示装置８１の表示態様を
決定し、決定した表示態様をコマンド（表示用変動パターンコマンド、表示用停止種別コ
マンド等）によって表示制御装置１１４へ通知する。また、音声ランプ制御装置１１３は
、枠ボタン２２からの入力を監視し、遊技者によって枠ボタン２２が操作された場合は、
第３図柄表示装置８１で表示されるステージを変更したり、スーパーリーチ時の演出内容
を変更したりするように、表示制御装置１１４へ指示する。ステージが変更される場合は
、変更後のステージに応じた背面画像を第３図柄表示装置８１に表示させるべく、変更後
のステージに関する情報を含めた背面画像変更コマンドを表示制御装置１１４へ送信する
。ここで、背面画像とは、第３図柄表示装置８１に表示させる主要な画像である第３図柄
の背面側に表示される画像のことである。表示制御装置１１４は、この音声ランプ制御装
置１１３から送信されるコマンドに従って、第３図柄表示装置８１に各種の画像を表示す
る。
【００８８】
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　また、音声ランプ制御装置１１３は、表示制御装置１１４から第３図柄表示装置８１の
表示内容を表すコマンド（表示コマンド）を受信する。音声ランプ制御装置１１３では、
表示制御装置１１４から受信した表示コマンドに基づき、第３図柄表示装置８１の表示内
容に合わせて、その表示内容に対応する音声を音声出力装置２２６から出力し、また、そ
の表示内容に対応させてランプ表示装置２２７の点灯および消灯を制御する。
【００８９】
　表示制御装置１１４は、音声ランプ制御装置１１３及び第３図柄表示装置８１が接続さ
れ、音声ランプ制御装置１１３より受信したコマンドに基づいて、第３図柄表示装置８１
における第３図柄の変動演出などの表示を制御するものである。また、表示制御装置１１
４は、第３図柄表示装置８１の表示内容を通知する表示コマンドを適宜音声ランプ制御装
置１１３へ送信する。音声ランプ制御装置１１３は、この表示コマンドによって示される
表示内容にあわせて音声出力装置２２６から音声を出力することで、第３図柄表示装置８
１の表示と音声出力装置２２６からの音声出力とをあわせることができる。
【００９０】
　電源装置１１５は、パチンコ機１０の各部に電源を供給するための電源部２５１と、停
電等による電源遮断を監視する停電監視回路２５２と、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３
参照）が設けられたＲＡＭ消去スイッチ回路２５３とを有している。電源部２５１は、図
示しない電源経路を通じて、各制御装置１１０～１１４等に対して各々に必要な動作電圧
を供給する装置である。その概要としては、電源部２５１は、外部より供給される交流２
４ボルトの電圧を取り込み、各種スイッチ２０８などの各種スイッチや、ソレノイド２０
９などのソレノイド、モータ等を駆動するための１２ボルトの電圧、ロジック用の５ボル
トの電圧、ＲＡＭバックアップ用のバックアップ電圧などを生成し、これら１２ボルトの
電圧、５ボルトの電圧及びバックアップ電圧を各制御装置１１０～１１４等に対して必要
な電圧を供給する。
【００９１】
　停電監視回路２５２は、停電等の発生による電源遮断時に、主制御装置１１０のＭＰＵ
２０１及び払出制御装置１１１のＭＰＵ２１１の各ＮＭＩ端子へ停電信号ＳＧ１を出力す
るための回路である。停電監視回路２５２は、電源部２５１から出力される最大電圧であ
る直流安定２４ボルトの電圧を監視し、この電圧が２２ボルト未満になった場合に停電（
電源断、電源遮断）の発生と判断して、停電信号ＳＧ１を主制御装置１１０及び払出制御
装置１１１へ出力する。停電信号ＳＧ１の出力によって、主制御装置１１０及び払出制御
装置１１１は、停電の発生を認識し、ＮＭＩ割込処理を実行する。なお、電源部２５１は
、直流安定２４ボルトの電圧が２２ボルト未満になった後においても、ＮＭＩ割込処理の
実行に充分な時間の間、制御系の駆動電圧である５ボルトの電圧の出力を正常値に維持す
るように構成される。よって、主制御装置１１０及び払出制御装置１１１は、ＮＭＩ割込
処理（図示せず）を正常に実行し完了することができる。
【００９２】
　ＲＡＭ消去スイッチ回路２５３は、ＲＡＭ消去スイッチ１２２（図３参照）が押下され
た場合に、主制御装置１１０へ、バックアップデータをクリアさせるためのＲＡＭ消去信
号ＳＧ２を出力するための回路である。主制御装置１１０は、パチンコ機１０の電源投入
時に、ＲＡＭ消去信号ＳＧ２を入力した場合に、バックアップデータをクリアすると共に
、払出制御装置１１１においてバックアップデータをクリアさせるための払出初期化コマ
ンドを払出制御装置１１１に対して送信する。
【００９３】
　次いで、図５から図９を参照して、内枠１２に対する遊技盤ユニット１３の取付構造に
ついて説明する。上述したように、内枠１２には、遊技盤ユニット１３が正面側から着脱
可能に配設される。この場合、内枠１２における取付完了位置に遊技盤ユニット１３が変
位（配置）されることで、遊技盤ユニット１３に設けられる遊技盤側コネクタ３００Ａと
内枠１２に設けられる内枠側コネクタ３００Ｂとが接続される一方、内枠１２における取
付完了位置から遊技盤ユニット１３が変位されるとで、遊技盤側コネクタ３００Ａと内枠
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側コネクタ３００Ｂとの接続が解除される。
【００９４】
　まず、図５から図７を参照して、内枠１２について説明する。図５は、遊技盤ユニット
１３が取り外された状態における内枠１２の斜視図であり、図６は、遊技盤ユニット１３
が取り外された状態における内枠１２の正面図である。
【００９５】
　図５及び図６に示すように、内枠１２は、遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の周囲
（端面）を囲む周壁部１２４と、その周壁部１２４から内枠１２の内方へ向けて立設され
遊技盤ユニット１３におけるベース板６０の背面に対向する背面板部１２５とからなる。
周壁部１２４は、遊技盤ユニット１３におけるベース板６０の上下左右の各端面に対して
それぞれ対向する内壁面を有して形成され、全体として遊技盤ユニット１３（ベース板６
０の端面）を囲む環状をなす。
【００９６】
　内枠１２の周壁部１２４のうちの正面視左側（図５及び図６左側）に位置する壁部（即
ち、前扉枠１４（図１参照）を回動可能に支持する側の壁部）には、遊技盤ユニット１３
（ベース板６０）の前方（図５紙面手前左側）への変位を規制する複数（本実施形態では
２個）のストッパ部１２６が上下に離間して配設される。各ストッパ部１２６は、周壁部
１２４の内壁面から内枠１２の内方へ向けて突出され、遊技盤ユニット１３におけるベー
ス板６０の前面に当接される。また、各ストッパ部１２６は、周壁部１２４の内壁面の幅
内に収まるように形成され、前扉枠１４側となる前方への突出が規制される。
【００９７】
　ストッパ部１２６は、遊技盤ユニット１３の上端寄り及び下端寄りとなる位置に配置さ
れ、遊技盤ユニット１３の変位を安定して規制することが可能とされる。この場合、遊技
盤ユニット１３の外レール６２は、遊技盤ユニット１３の回動基端側（図２の正面視左側
）へ向けて凸となる正面視円弧状に湾曲されるところ（図２参照）、上端寄りのストッパ
部１２６は外レール６２の凸となる部分よりも上方に配置され、下端寄りのストッパ部１
２６は外レール６２の凸となる部分よりも下方に配置される。これにより、遊技盤ユニッ
ト１３（ベース板６０）の正面側であって外レール６２の外方に形成されるデッドスペー
スを、各ストッパ部１２６の配置スペースとして利用できるので、ストッパ部１２６の配
設に起因して外レール６２の配置が圧迫されることを抑制し、その結果、遊技領域の大き
さを最大限確保できる。
【００９８】
　また、内枠１２の背面板部１２５には、各ストッパ部１２６に対応する位置に背面保持
部１２７がそれぞれ配設される。各背面保持部１２７は、各ストッパ部１２６との間に所
定間隔を隔てつつ、背面板部１２５の内壁面から内枠１２の内方へ向けて突出され、遊技
盤ユニット１３におけるベース板６０の背面に当接される。この場合、背面保持部１２７
は、ストッパ部１２６に対応する位置（即ち、対面する位置）に配設されるので、これら
ストッパ部１２６及び背面保持部１２７の間で遊技盤ユニット１３におけるベース板６０
を挟持して、その遊技盤ユニット１３の変位を安定して規制することができる。
【００９９】
　このように、内枠１２の周壁部１２４のうちの正面視左側（図５及び図６左側）に位置
する壁部（即ち、前扉枠１４（図１参照）を回動可能に支持する側の壁部）には、遊技盤
ユニット１３におけるベース板６０の正面視左側（図２左側）の側部６０ａを挿入可能な
挿入部１２８が、ストッパ部１２６と背面板部１２５及び背面保持部１２７との間に形成
される。
【０１００】
　挿入部１２８は、前扉枠１４（図１参照）の回動先端側（図５紙面右手前側）が開放さ
れた形状に形成されることで、かかる挿入部１２８へ遊技盤ユニット１３（ベース板６０
の側部６０ａ）を前扉枠１４の回動先端側から挿入可能とされる。即ち、前扉枠１４を全
開にできない場合であっても、前扉枠１４を所定の角度だけ開放し、その開放側（前扉枠
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１４の回動先端側）から内枠１２の挿入部１２８へ遊技盤ユニット１３（ベース板６０の
側部６０ａ）を挿入することができる。
【０１０１】
　詳細には、ストッパ部１２６と背面板部１２５及び背面保持部１２７との間の対向間隔
（隙間寸法）は、挿入部１２８の挿入奥側（周壁部１２４の内壁面側）では遊技盤ユニッ
ト１３におけるベース板６０の厚さ寸法と略同一に設定される一方、挿入手前側（挿入部
１２８の入口部分側）では遊技盤ユニット１３におけるベース板６０の厚さ寸法よりも大
きく設定される。これにより、遊技盤ユニット１３（ベース板６０）を挿入部１２８に対
して斜め前方から挿入可能とすると共に、挿入部１２８に挿入された遊技盤ユニット１３
をその挿入部１２８を中心として回動可能とすることができる。
【０１０２】
　即ち、ストッパ部１２６は、その先端側において遊技盤ユニット１３（ベース板６０の
側部６０ａ）と対向する背面に面取りが施され、背面保持部１２７との間の対向間隔が先
端側へ向かうほど大きくなるように傾斜されることで、挿入部１２８の入口部分が拡張さ
れる。これにより、挿入部１２８の入口部分において、ストッパ部１２６と背面保持部１
２７との間の対向間隔（隙間寸法）を大きくし、遊技盤ユニット１３を斜めに挿入する際
のストッパ部１２６と遊技盤ユニット１３（ベース板６０の側部６０ａ）との引っ掛かり
を抑制できる。また、挿入部１２８の入口部分を斜め前方に向けることにより、遊技盤ユ
ニット１３の挿入時にその遊技盤ユニット１３が前扉枠１４の後方への張出部分や内枠１
２の右側部分（図５右側）等に干渉することを抑制できる。その結果、遊技盤ユニット１
３を内枠１２に装着する際の作業性の向上を図ることができる。
【０１０３】
　挿入部１２８（ストッパ部１２６）の下方（詳細には、周壁部１２４のうちの遊技盤ユ
ニット１３（ベース板６０の底面６０ｂ）に対向する壁部における回動基端側の端部）に
は、挿入部１２８に挿入された遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の底面を仮置き可能
な第１仮置き部１２９が設けられる。第１仮置き部１２９は、上方を向く平坦面として形
成され、挿入部１２８の直下に配設されることで、遊技盤ユニット１３（ベース板６０）
の底面６０ｂのうちの回動基部側に位置する第１底面６０ｂ１（図８参照）を支持する。
これにより、遊技盤ユニット１３（ベース板６０の側部６０ａ）を挿入部１２８へ挿入す
る際の作業者の作業負担を減らすことができると共に、挿入後の遊技盤ユニット１３の回
動操作を容易とすることができる。
【０１０４】
　第１仮置き部１２９の反対側（周壁部１２４のうちの遊技盤ユニット１３（ベース板６
０の底面６０ｂ）に対向する壁部における回動先端側の端部）には、挿入部１２８に挿入
された遊技盤ユニット１３（ベース板６０の底面６０ｂ）を仮置き可能な第２仮置き部７
０２が設けられる（図７参照）。第２仮置き部７０２は、上方を向く平坦面として形成さ
れ、ベース板６０の底面６０ｂのうちの回動先端側に位置する第２底面６０ｂ２（図８参
照）を支持する。
【０１０５】
　第１仮置き部１２９は、第２仮置き部７０２に対し上方に位置し、これら第１仮置き部
１２９及び第２仮置き部７０２の配置に対応して、遊技盤ユニット１３におけるベース板
６０の底面６０ｂは、第１底面６０ｂ１が第２底面６０ｂ２よりも上方に位置する階段状
に形成される（図７参照）。遊技盤ユニット１３におけるベース板６０の側部６０ａを挿
入部１２８に挿入し回動させる際には、第１仮置き部１２９に遊技盤ユニット１３（ベー
ス板６０）の第１底面６０ｂ１が仮置き（一時的に載置）されることで、遊技盤ユニット
１３の重量の少なくとも一部を内枠１２に支持させることができる。これにより、遊技盤
ユニット１３を装着する際の作業者の作業負担を減らすことができると共に、遊技盤ユニ
ット１３の回動操作を容易とすることができる。
【０１０６】
　一方、遊技盤ユニット１３の回動動作における終期では、遊技盤ユニット１３（ベース
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板６０）の第２底面６０ｂ２が第２仮置き部７０２に仮置き（一時的に載置）されること
で、内枠側コネクタ３００Ｂ（第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００）に
対する遊技盤側コネクタ３００Ａ（第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００
）の高さ位置を位置決めすることができる。これにより、接続を開始する際に、両コネク
タ３００Ａ，３００Ｂが衝突して損傷することを抑制できると共に、接続を解除する際に
、両コネクタ３００Ａ，３００Ｂが無理な姿勢となり変形することで損傷を招くことを抑
制できる。
【０１０７】
　ここで、図７を参照して、内枠側コネクタ３００Ｂについて説明する。図７は、内枠側
コネクタ３００Ｂの正面斜視図であり、内枠１２から取り外された状態の内枠側コネクタ
３００Ｂが図示される。
【０１０８】
　図７に示すように、内枠側コネクタ３００Ｂは、箱状に形成される台座７００と、その
台座７００に固着されるコネクタ用基板（図示せず）と、そのコネクタ用基板に搭載され
る第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００とを備える。コネクタ用基板は、
一方の板面に第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００が搭載されると共に、
他方の板面が半田面とされ、一方の板面（搭載面）を遊技機正面側（遊技盤ユニット１３
側、図６紙面手前側）へ向けた姿勢で配設される。台座７００には、上側部分に開口７０
１が開口形成され、この台座７００の開口７０１を介して、第１メスコネクタ８００及び
第２メスコネクタ９００の接続口（受入口）が遊技機前方（遊技盤ユニット１３側）に露
出した状態とされる。これにより、内枠側コネクタ３００Ｂは、遊技盤ユニット１３の遊
技盤側コネクタ３００Ａと接続可能とされる。
【０１０９】
　第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００は、一面側に接続口（受入口）を
有する箱状のケース体８１０，９１０と、そのケース体８１０，９１０の上下の内壁面に
それぞれ幅方向（図６左右方向）に沿って等間隔に列設されると共に導電性材料からなる
複数の接点部材８２０，９２０とを備える。
【０１１０】
　第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００は、その接続口（受入口）を遊技
機斜め前方（内枠１２に遊技盤ユニット１３を取り付ける際の遊技盤ユニット１３の回動
先端側）へ向けた傾斜姿勢でそれぞれ配設される一方、それらの前後位置（図６紙面垂直
方向位置）は略同一の位置に設定される。これにより、内枠１２に対する遊技盤ユニット
１３の回動動作に伴う遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続およ
びその解除をスムーズに行うことができると共に、両コネクタ３００Ａ，３００Ｂに歪等
が発生することを抑制でき、また、第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００
の配設に要するスペース（占有空間）が上下および左右に拡がることを抑制できる。
【０１１１】
　ケース体８１０，９１０には、幅方向に対向する左右の内壁面にガイド溝部８３０，９
３０が凹設される。ガイド溝部８３０，９３０は、第１オスコネクタ５００及び第２オス
コネクタ６００の被ガイド部５３０を受け入れる断面コ字状の凹溝であり、直線状に延設
される２本が所定間隔を隔てつつ平行に並設される。また、ガイド溝８３０，９３０の開
口端には、内方へ向けて下降傾斜する傾斜面（案内面８３０ａ，９３０ａ）が形成され、
ケース体８１０，９１０の上下の内壁面における開口端には、内方へ向けて下降傾斜する
と共に案内面８３０ａ，９３０ａに連なる傾斜面（案内面８１０ａ，９１０ａ）が形成さ
れる。
【０１１２】
　よって、接続初期においては、被ガイド部５３０の先端（案内面５３０ａ，５３０ｂ）
を案内面８１０ａ，８３０ａ，９１０ａ，９３０ａによりガイド溝部８３０，９３０へ向
けて案内可能として、接続初期における被ガイド部５３０とガイド溝部８３０，９３０と
の間の位置ズレを許容できる。被ガイド部５３０の先端がガイド溝部８３０，９３０へ挿
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入された後は、被ガイド部５３０がガイド溝８３０，９３０の延設方向に沿って嵌入され
ることで、第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００に対する第１オスコネク
タ５００及び第２オスコネクタ６００の傾斜を矯正でき、両者の接点部材５２０，８２０
を適切な状態で接触させることができる。
【０１１３】
　なお、ガイド溝部８３０，９３０は、並設される２本の溝幅寸法が互いに異なる寸法値
に設定される。これにより、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が正規
の姿勢から上下反転された姿勢で第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００に
接続されることを規制することができる。
【０１１４】
　台座７００の前面には、上述した第２仮置き部７０２が形成される。第２仮置き部７０
２は、台座７００の横幅に対して、その一部に部分的に形成されると共に、内枠１２に遊
技盤ユニット１３を取り付ける際の遊技盤ユニット１３の回動先端側（図５及び図６右側
）に配設される。これにより、第１仮置き部１２９と第２仮置き部７０２との間の距離を
大きくして、遊技盤ユニット１３の安定した支持を可能としつつ、第２仮置き部７０２の
占有空間を抑制でき、その分、第２仮置き部７０２の非形成領域を利用して、台座７００
の前面に他の部材を配設することができる。
【０１１５】
　仮置き部７０２は、上述したように、遊技盤ユニット１３の底面６０（第２底面６０ｂ
２）が載置可能に形成され、その遊技盤ユニット１３を内枠１２における取付完了位置へ
変位させる際の案内面として機能する。即ち、遊技盤ユニット１３を仮置き部７０２に載
置した上でその仮置き部７０２に沿ってスライドさせることができる。これにより、比較
的重量の嵩む遊技盤ユニット１３を、内枠１２における取付完了位置へ向けて正確に変位
させやすくできるので、遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続を
開始する際に、これら両コネクタ３００Ａ，３００Ｂどうしが衝突して破損することを抑
制できる。また、遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続が開始さ
れた後やその接続を解除する際には、遊技盤ユニット１３を内枠１２に対して一定の姿勢
で変位させやすくすることができるので、遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ
３００Ｂの間に無理な力が作用して破損することを抑制できる。
【０１１６】
　なお、第２仮置き部７０２が台座７００の前面へ向けて張り出す張り出し寸法は、その
第２仮置き部７０２に遊技盤ユニット１３の底面６０ｂ（第２底面６０ｂ２）が載置され
、かつ、遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続が解除された状態
を形成可能な長さ寸法に設定される。よって、先に遊技盤ユニット１３の底面６０ｂを第
２仮置き部７０２に載置し、その後、遊技盤ユニット１３を第２仮置き部７０２に沿って
スライドさせ、遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続を行うこと
ができる。また、遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続の解除が
完了された際に、遊技盤ユニット１３を第２仮置き部７０２に載置された状態で保持する
ことができる。その結果、比較的重い遊技盤ユニット１３の内枠１２への取り付け及び取
り外しの作業と、遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続および解
除との作業性の向上を図ることができる。
【０１１７】
　ここで、パチンコ機１０は、遊技球の遊技領域でのスムーズな転動（流下）を考慮して
、上端側を後方（背面側）へ位置させる傾斜姿勢（後方へ傾斜した姿勢）で設置される。
この場合、第２仮置き部７０２は、パチンコ機１０が設置された状態において水平な平坦
面となるように、台座７００の前面（遊技機前方）へ向けて下降傾斜する平坦面として形
成される。この場合、パチンコ機１０が設置された状態において、内枠１２における取付
完了位置へ向けて遊技盤ユニット１３を変位させる際に、その取付完了位置へ向けて第２
仮置き部７０２が下降傾斜されると、遊技盤ユニット１３を回動操作する際に不用意に勢
いがついて、両コネクタ３００Ａ，３００Ｂを接続する際の衝撃が大きくなる一方、取付
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完了位置へ向けて第２仮置き部７０２が上昇傾斜されると、遊技盤ユニット１３を回動操
作する作業者の負荷が大きくなるところ、本字実施形態では、第２仮置き部７０２が水平
とされることで、接続時の衝撃発生の抑制と作業者の負荷低減との両立を図ることができ
る。
【０１１８】
　次いで、図８及び図９を参照して、遊技盤ユニット１３について説明する。図８は、遊
技盤ユニット１３の背面図であり、図９は、図８の矢印ＩＸ方向視における遊技盤ユニッ
ト１３の底面図である。
【０１１９】
　図８及び図９に示すように、遊技盤ユニット１３は、樹脂材料から形成されるカバー部
材７４がベース板６０の背面に配設され、ベース板６０の背面に配設される各種構造部品
や電気部品がカバー部材７４の内部空間に収容される。カバー部材７４は、背面視におい
て、ベース板６０の外形よりも小さな外形に設定され、ベース板６０の側部６０ａがカバ
ー部材７４の外縁よりも突出される。これにより、遊技盤ユニット１３を内枠１２に取り
付ける際には、内枠１２の挿入部１２８（ストッパ部１２６と背面板部１２５及び背面保
持部１２７との間）にベース板６０の側部６０ａが挿入可能とされる。
【０１２０】
　また、ベース板６０の背面のうちの取付面ＢＥには、遊技盤側コネクタ３００Ａが配設
される。遊技盤側コネクタ３００Ａは、上述したように、内枠１２における取付完了位置
へ遊技盤ユニット１３が変位されることで、内枠１２の内枠側コネクタ３００Ｂに接続さ
れると共に、内枠１２における取付完了位置から遊技盤ユニット１３が変位されることで
、内枠１２の内枠側コネクタ３００Ｂとの接続が解除されるものであり、カバー部材７４
の下方（図８下側）であって、側部６０ａと反対側（即ち、内枠１２へ遊技盤ユニット１
３を取り付ける際の回動先端側、図８左側）となる端部に配設される。
【０１２１】
　遊技盤側コネクタ３００Ａは、箱状に形成される台座４００と、その台座４００に遊動
可能な状態（接続の方向に直交する方向（矢印Ｒ－Ｌ及び矢印Ｕ－Ｄの方向、図１０及び
図１１参照）への変位が許容された状態）で装着される第１オスコネクタ５００及び第２
オスコネクタ６００とを備える。
【０１２２】
　台座４００は、ベース板６０の幅方向（図８左右方向）において側部６０ａと反対側の
端部（遊技盤ユニット１３の回動先端側、図８左側）に配設される。台座４００には、第
１開口４２１及び第２開口４２２が開口形成され、第１オスコネクタ５００及び第２オス
コネクタ６００は、この台座４００の第１開口４２１及び第２開口４２２を介して、遊技
機後方（内枠１２側）へ突出される。これにより、内枠１２に対し遊技盤ユニット１３を
回動させる（取付完了位置へ変位させる）ことで、第１オスコネクタ５００及び第２オス
コネクタ６００の先端側が第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００の接続口
（受入口）にそれぞれ挿入され、遊技盤側コネクタ３００Ａは、内枠１２の内枠側コネク
タ３００Ｂと接続可能とされる。
【０１２３】
　第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００は、遊技機斜め後方（内枠１２に
遊技盤ユニット１３を取り付ける際の遊技盤ユニット１３の回動基端側、図９右上側）へ
向けた傾斜姿勢でそれぞれ配設される一方、それらの前後位置（図９上下方向位置）は略
同一の位置に設定される。これにより、内枠１２に対する遊技盤ユニット１３の回動動作
に伴う遊技盤側コネクタ３００Ａ及び内枠側コネクタ３００Ｂの接続およびその解除をス
ムーズに行うことができると共に、両コネクタ３００Ａ，３００Ｂに歪等が発生すること
を抑制でき、また、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の配設に要する
スペース（占有空間）が上下および左右に拡がることを抑制できる。
【０１２４】
　ベース板６０の背面には、配線保持部材７５が配設される。配線保持部材７５は、第１
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オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の電気的接続線ＷＨを保持するための部
材であり、遊技盤側コネクタ３００Ａの上方（図８上側）であって、遊技盤側コネクタ３
００Ａよりもベース板６０の背面側（図９上側）へ突出する位置に配設される。
 
【０１２５】
　配線保持部材７５の底面（遊技盤側コネクタ３００Ａ側の面、図８下側の面）には、開
口７５ａが正面視横長の矩形状の開口として形成され、その開口７５ａに第１オスコネク
タ５００及び第２オスコネクタ６００の電気的接続線ＷＨが挿通される。電気的接続線Ｗ
Ｈは、開口７５ａの内周面に当接されることで保持される。これにより、電気的接続線Ｗ
Ｈを拘束して、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００までの電気的接続線
ＷＨの長さを一定に保つことができる。
 
【０１２６】
　ベース板６０は、上述したように、その底面６０ｂが段差を有する階段状に形成される
。詳細には、底面６０ｂは、側部６０ａ側（遊技盤ユニット１３の回動先端側）に配設さ
れる第１底面６０ｂ１とその第１底面６０ｂ１に連設されると共に遊技盤側コネクタ３０
０Ａ側（遊技盤ユニット１３の回動基端側）に配設される第２底面６０ｂ２とからなり、
第１底面６０ｂ１が第２底面６０ｂ２よりも上方（図８上側）に配置される。遊技盤ユニ
ット１３（ベース板６０の側部６０ａ）を内枠１２の挿入部１２８（図５参照）に挿入し
回動させる際には、先に、底面６０ｂのうちの第１底面６０ｂ１が第１仮置き部１２９（
図５参照）に仮置きされ、その状態から遊技盤ユニット１３の回動（取付完了位置への変
位）が更に進行されると、次いで、底面６０ｂのうちの第２底面６０ｂ２が第２仮置き部
７０２（図７参照）に仮置きされ、その後、遊技盤側コネクタ３００Ａと内枠１２の内枠
側コネクタ３００Ｂとの接続が開始される。
【０１２７】
　この場合、本実施形態では、ベース板６０の底面６０ｂにおいて、第１底面６０ｂ１と
第２底面６０ｂ２との間の高低差（図８上下方向における高さ位置の差）は、内枠１２に
おける第１仮置き部１２９と第２仮置き部７０２との間の高低差（図６上下方向における
高さ位置の差）よりも大きく設定される。そのため、第１底面６０ｂ１が第１仮置き部１
２９に仮置きされた状態から遊技盤ユニット１３の回動（取付完了位置への変位）が更に
進行されると、第２底面６０ｂ２が第２仮置き部７０２に乗り上げた状態となり、これに
伴って、第１底面６０ｂ１が第１仮置き部１２９から離間される。
【０１２８】
　即ち、内枠１２の内枠側コネクタ３００ｂにおける前方（正面）において、ベース板６
０の第２底面６０ｂ２と第２仮置き部７０２との接触が確保された後に、遊技盤ユニット
１３の遊技盤側コネクタ３００Ａと内枠１２の内枠側コネクタ３００Ｂとの接続を開始さ
せることができる。よって、第１仮置き部１２９と第１底面６０ｂ１との間の関係（寸法
公差）に影響を受けず、第２仮置き部７０２と第２底面６０ｂ２との間の関係（寸法公差
）のみで両コネクタ３００Ａ，３００Ｂの高さ位置を規定することができる。その結果、
両コネクタ３００Ａ，３００Ｂの接続が開始される際に、少なくとも遊技盤ユニット１３
（ベース板６０）の回動先端側の内枠１２に対する高さ方向位置（上下位置）のばらつき
を抑制することができるので、その分、両コネクタ３００Ａ，３００Ｂの接続を円滑に開
始させることができる。
【０１２９】
　次いで、図１０から図２４を参照して、遊技盤側コネクタ３００Ａの詳細構成について
説明する。図１０は、遊技盤側コネクタ３００Ａの正面斜視図である。また、図１１（ａ
）は、遊技盤側コネクタ３００Ａの正面図であり、図１１（ｂ）は、図１１（ａ）の矢印
ＸＩｂ方向視における遊技盤側コネクタ３００Ａの側面図である。
【０１３０】
　なお、図１０及び図１１において、矢印Ｒ－Ｌ、矢印Ｕ－Ｄ及び矢印Ｌ－Ｒは、互いに
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直交する方向を示しており、矢印Ｒ－Ｌは、台座４００の第１正面板４１１及び第２正面
板４１２に平行で且つ台座４００の長手方向に平行な方向を示し、矢印Ｕ－Ｄは、台座４
００の第１正面板４１１及び第２正面板４１２に平行で且つ台座４００の短手方向に平行
な方向を示し、矢印Ｆ－Ｂは、台座４００の第１正面板４１１及び第２正面板４１２に垂
直な方向を示す。図１２以降の各図においても同様であるので、その説明は省略する。
【０１３１】
　図１０及び図１１に示すように、遊技盤側コネクタ３００Ａは、箱状に形成される台座
４００と、その台座４００に保持される第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６
００とを備える。台座４００は、第１正面板４１１及び第２正面板４１２の第１開口４２
１及び第２開口４２２に第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００をそれぞれ
挿通させることで、上述したように、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６０
０を接続の方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）に直交する方向（矢印Ｒ－Ｌ方向又は矢印Ｕ－Ｄ方向
）に変位可能に保持する。ここで、図１２から図１４を参照して、台座４００の詳細構成
について説明する。
【０１３２】
　図１２は、台座４００の正面斜視図であり、図１３（ａ）は、台座４００の正面図であ
り、図１３（ｂ）は、図１３（ａ）の矢印ＸＩＩＩｂ方向視における台座４００の側面図
である。また、図１４（ａ）は、図１３（ａ）のＸＩＶａ－ＸＩＶａ線における台座４０
０の断面図であり、図１４（ｂ）は、図１３（ａ）のＸＩＶｂ－ＸＩＶｂ線における台座
４００の断面図である。なお、図１３（ｂ）、図１４（ａ）及び図１４（ｂ）では、遊技
機ユニット１３の背面であって遊技盤側コネクタ３００Ａが取り付けられる取付面ＢＥが
二点鎖線を用いて模式的図に図示される。
【０１３３】
　図１２から図１４に示すように、台座４００は、遊技盤ユニット１３（図８及び図９参
照）の背面に所定間隔を隔てて対向配置される平板状の第１正面板４１１及び第２正面板
４１２と、それら第１正面板４１１及び第２正面板４１２の間を接続する接続板４１３と
、第１正面板４１１及び第２正面板４１２の正面視矩形の４辺のうちの互いに対向する短
辺（図１３（ａ）の右側および左側の辺）にそれぞれ接続される短手側壁４１４，４１５
及び４辺のうちの互いに対向する長辺（図１３（ａ）の上側および下側の辺）にそれぞれ
接続される長手側壁板４１６，４１７と、を備え、これら各部位が樹脂材料から一体に形
成されることで、背面側（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）の下側）が開放された箱状に形
成される。
　
【０１３４】
　第１正面板４１１、第２正面板４１２、接続板４１３、短手側壁４１４，４１５及び長
手側壁板４１６，４１７は、互いに同一の板厚寸法に設定されると共に、これらの板厚寸
法は、後述する第１基端側弾性片４４１などの各弾性片４４１，４５１，４４２，４５２
の板厚寸法よりも大きくされる。このように、台座４００の外殻を形成する部位の板厚寸
法を全体に同一の板厚寸法に設定すると共に、基端が固定され先端が自由端となる片持ち
片として形成される各弾性片４４１，４５１，４４２，４５２と外殻を形成する部位との
間に板厚寸法の差を設けることで、成型金型内での素材の流動性が悪化しやすい各弾性片
４４１，４５１，４４２，４５２における成型性を確保して、成型時の歩留まりの向上を
図りつつ、外殻の剛性を確保して、各弾性片４４１，４５１，４４２，４５２や第１及び
第２オスコネクタ５００，６００の弾性変形や変位を安定して保持することができる。
 
【０１３５】
　第１正面板４１１及び第２正面板４１２は、矢印Ｆ－Ｂ方向に位置を異ならせつつ互い
に平行に配設される。詳細には、第１正面板４１１及び第２正面板４１２は、台座４００
が遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥに取り付けられた状態では（図９参照）、ベース板６
０の側部６０ａへ向けて下降傾斜される一方、遊技盤ユニット１３における前後位置（図
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１４（ａ）及び図１４（ｂ）の上下方向位置）が略同一の位置となるように形成される。
これにより、上述したように、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００を、
遊技機斜め後方へ向けた傾斜姿勢でそれぞれ配設すると共に、それらの前後位置を略同一
の位置に設定できる（図９参照）。
【０１３６】
　第１正面板４１１には、第１開口４２１が開口形成される。第１開口４２１は、第１オ
スコネクタ５００を挿通するための開口であり（図１０参照）、正面視横長の矩形状に形
成される中央開口４２１ａの外縁に正面視横長の矩形状に形成される一対の基端側開口４
２１ｂ及び一対の先端側開口４２１ｃがそれぞれ連なることで１の開口として形状とされ
る。これにより、第１正面板４１１には、基端が長手側壁板４１６，４１７側に保持され
ると共に先端が第１開口４２１内に突出される一対の中間正面板４１１ａと、基端が長手
側壁板４１６，４１７及び短手側壁板４１４側に保持されると共に先端が第１開口４２１
内に突出される一対の基端側正面板４１１ｂ及び一対の先端側正面板４１１ｃとが形成さ
れる。
【０１３７】
　第２正面板４１２には、第２開口４２２が開口形成される。第２開口４２２は、第２オ
スコネクタ６００を挿通するための開口であり（図１０参照）、正面視横長の矩形状に形
成される中央開口４２２ａの外縁に正面視横長の矩形状に形成される一対の基端側開口４
２２ｂ及び一対の先端側開口４２２ｃがそれぞれ連なることで１の開口として形状とされ
る。これにより、第２正面板４１２には、基端が長手側壁板４１６，４１７側に保持され
ると共に先端が第２開口４２１内に突出される一対の中間正面板４１２ａと、基端が長手
側壁板４１６，４１７及び短手側壁板４１５側に保持されると共に先端が第２開口４２２
内に突出される一対の基端側正面板４１２ｂ及び一対の先端側正面板４１２ｃとが形成さ
れる。
【０１３８】
　ここで、第２正面板４１２は、中間正面板４１２ａの矢印Ｒ－Ｌ方向における長さ寸法
が、第１正面板４１１における中間正面板４１１ａの矢印Ｒ－Ｌ方向における長さ寸法よ
りも長くされる点を除き、第１正面板４１１と略同一に構成される。よって、これに伴い
、第２開口４２２についても、中央開口４２２ａの矢印Ｒ－Ｌ方向における長さ寸法が、
第１開口４２１における中央開口４２１ａの矢印Ｒ－Ｌ方向における長さ寸法よりも長く
される点を除き、第１開口４２１と略同一に構成される。
【０１３９】
　第１正面板４１１及び第２正面板４１２の中間正面板４１１ａ，４１２ａには、基端側
開口４２１ｂ，４２２ｂに接する外縁であってその外縁の正面（図１４（ａ）及び図１４
（ｂ）の上側）に、基端側開口４２１ｂ，４２２ｂへ向かうに従って下降傾斜する傾斜面
４１１ａ１，４１２ａ１が形成される。これにより、後述するように、第１オスコネクタ
５００及び第２オスコネクタ６００を台座４００に組み付ける際の作業性の向上を図るこ
とができる。
【０１４０】
　但し、第１正面板４１１の中間正面板４１１ａに対し、傾斜面４１１ａ１の形成を省略
しても良い。上述したように、第１開口４２１は、第２開口４２２に対し、矢印Ｒ－Ｌ方
向における長さ寸法が短くされるので、基端側開口４２１ｂ及び先端側開口４２１ｃの離
間距離も短くされ、その分、傾斜面４１１ａ１が省略されたとしても、第１オスコネクタ
５００を台座４００に組み付ける際の作業性を確保できるからである。一方、傾斜面４１
１ａ１の形成を省略する（板厚寸法を一定とする）ことで、その分、中間正面板４１１ａ
の剛性を高め、耐久性の向上を図ることができる。
【０１４１】
　短手側壁板４１４，４１５及び長手側壁板４１６，４１７は、第１正面板４１１及び第
２正面板４１２と反対側となる背面側（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）の下側）の端面が
全体に面一に形成され、後述する基端側固定部４３１、中間固定部４３２及び先端側固定
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部４３３が遊技盤ユニット１３に締結固定されることで、短手側壁板４１４，４１５及び
長手側壁板４１６，４１７の背面側の端面が遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥに密着され
る。これにより、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の変位または後述
する第１基準側弾性片４４１などの各弾性片４４１，４５１，４４２，４５２の弾性変形
に対する台座４００の支持剛性を高めることができる。
【０１４２】
　長手側壁板４１６には、第１正面板４１１及び第２正面板４１２と反対側となる背面側
（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）の下側）の端面に切り欠き部４１６ａが切り欠き形成さ
れる。切り欠き部４１６ａは、遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥとの間に、第１オスコネ
クタ５００及び第２オスコネクタ６００の電気的接続線ＷＨを通過させる通路を形成する
ための部位であり、正面視横長の矩形に形成される。
 
【０１４３】
　台座４００には、基端側固定部４３１、中間固定部４３２及び先端側固定部４３３が形
成される。これら各固定部４３１～４３３は、遊技盤ユニット１３へ締結固定される部位
であり、基部側固定部４３１及び先端側固定部４３３は、短手側壁板４１４及び長手側壁
板４１６の外面にそれぞれ一体に配設される一方、中間固定部４３２は、第１正面板４１
１及び第２正面板４１２の接続部分（即ち、接続板４１３）に一体に配設される。
【０１４４】
　これら各固定部４３１～４３３は、背面（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）の下側）が開
放されており、その開放部分を介して、遊技盤ユニット１３の背面から突出される突出部
（図示せず）が各固定部４３１～４３３の内部にそれぞれ挿入されると共に、それら挿入
された突出部に各固定部４３１～４３３の挿通孔に挿通された締結ねじが締結固定される
。即ち、突出部に対して各固定部４３１～４３３がそれぞれ締結ねじにより締結固定され
るだけでなく、各固定部４３１～４３３の内部に突出部が内嵌されて係合されるので、遊
技盤ユニット１３に対して台座４００を強固に固定して、第１オスコネクタ５００及び第
２オスコネクタ６００の変位または後述する第１基準側弾性片４４１などの各弾性片４４
１，４５１，４４２，４５２の弾性変形に対する台座４００の支持剛性を高めることがで
きる。
【０１４５】
　各固定部４３１～４３３の背面側（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）の下側）の端面は、
短手側壁板４１４，４１５及び長手側壁板４１６，４１７の背面側の端面と面一に形成さ
れ、短手側壁板４１４，４１５及び長手側壁板４１６，４１７と共に、遊技盤ユニット１
３の取付面ＢＥに密着される。これにより、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネク
タ６００の変位または後述する第１基準側弾性片４４１などの各弾性片４４１，４５１，
４４２，４５２の弾性変形に対する台座４００の支持剛性を高めることができる。
【０１４６】
　また、台座４００には、第１開口４２１に対応して、第１基端側弾性片４４１及び第１
先端側弾性片４５１が形成されると共に、第２開口４２２に対応して、第２基端側弾性片
４４２及び第２先端側弾性片４５２が形成される。第１基端側弾性片４４１及び第１先端
側弾性片４５１は、第１開口４２１に挿通される第１オスコネクタ５００に対し、第２基
端側弾性片４４２及び第２先端側弾性片４５２は、第２開口４２２に挿通される第２オス
コネクタ６００に対し、それらの位置決め及び初期位置への復帰のための付勢をそれぞれ
行うための部位である（図１９参照）。
【０１４７】
　第１基端側弾性片４４１は、側面視Ｊ字状に形成される弾性片であり、厚み寸法および
幅寸法が基端から先端までの範囲にわたって略一定に形成される。詳細には、第１基端側
弾性片４４１は、側面視円弧状に湾曲して形成され一端（第１基端側弾性片４４１の基端
）を短手側壁板４１４の正面側（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）の上側）の端面に接続す
る湾曲部分４４１ａと、その湾曲部分４４１ａの他端に一端が接続され側面視直線状に形
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成されると共に短手側壁板４１４の内面に所定間隔を隔てつつ平行に対向配置される直線
部分４４１ｂとを備える。
【０１４８】
　第１先端側弾性片４５１は、側面視Ｌ字状に形成される弾性片であり、矢印Ｒ－Ｌ方向
において第１基端側弾性片４４１と所定間隔を隔てつつ対向配置されると共に、厚み寸法
および幅寸法が基端から先端までの範囲にわたって略一定に形成される。詳細には、第１
先端側弾性片４５１は、中間固定部４３２の最も背面側（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）
の下側）における外面に一端（第１先端側弾性片４５１の基端）が接続され第１基端側弾
性片４４１へ向けて張り出す側面視直線状の張出部分４５１ａと、その張出部分４５１ａ
の他端に一端が接続され側面視直線状に形成されると共に中間固定部４３２の外面に所定
間隔を隔てつつ平行に対向配置される直線部分４５１ｂと、その直線部分４５１ｂの他端
から第１基端側弾性片４４１へ向けて側面視直線状に延設される延設部分４５１ｃとを備
える。
【０１４９】
　第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１は、互いの直線部分４４１ｂ，４
５１ｂが平行に対向配置される姿勢で形成され、それら直線部分４４１ｂ，４５１ｂの対
向間隔が第１オスコネクタ５００の長手方向寸法よりも若干小さくされる。これにより、
第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１の間に第１オスコネクタ５００を挟
み込むことができるので、かかる第１オスコネクタ５００を矢印Ｒ－Ｌ方向における初期
位置に位置決めすることができる。また、台座４００に対して第１オスコネクタ５００を
矢印Ｒ－Ｌ方向へ変位させる外力が作用される場合には、第１基端側弾性片４４１又は第
１先端側弾性片４５１が弾性変形することで、第１オスコネクタ５００の変位を許容して
、破損を防止できる一方、外力が解除された後は、第１基端側弾性片４４１又は第１先端
側弾性片４５１の弾性回復力により第１オスコネクタ５００を初期位置へ復帰させること
ができる（図１９から図２１参照）。
【０１５０】
　第２基端側弾性片４４２及び第２先端側弾性片４５２は、それぞれ上述した第１基端側
弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１と実質的に同一に形成される。即ち、第２基端
側弾性片４４２は、側面視Ｊ字状に形成される弾性片であり、厚み寸法および幅寸法が基
端から先端までの範囲にわたって略一定に形成される。詳細には、第２基端側弾性片４４
２は、側面視円弧状に湾曲して形成され一端（第２基端側弾性片４４２の基端）を中間固
定部４３２の正面側（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）の上側）の端面に接続する湾曲部分
４４２ａと、その湾曲部分４４２ａの他端に一端が接続され側面視直線状に形成されると
共に中間固定部４３２の外面に所定間隔を隔てつつ平行に対向配置される直線部分４４２
ｂとを備える。
【０１５１】
　第２先端側弾性片４５２は、側面視Ｌ字状に形成される弾性片であり、矢印Ｒ－Ｌ方向
において第２基端側弾性片４４２と所定間隔を隔てつつ対向配置されると共に、厚み寸法
および幅寸法が基端から先端までの範囲にわたって略一定に形成される。詳細には、第２
先端側弾性片４５２は、短手側壁板４１５の最も背面側（図１４（ａ）及び図１４（ｂ）
の下側）における内面に一端（第２先端側弾性片４５２の基端）が接続され第２基端側弾
性片４４２へ向けて張り出す側面視直線状の張出部分４５２ａと、その張出部分４５２ａ
の他端に一端が接続され側面視直線状に形成されると共に短手側壁板４１５の内面に所定
間隔を隔てつつ平行に対向配置される直線部分４５２ｂとを備える。
【０１５２】
　ここで、第１先端側弾性片４５１の延設部分４５１ｃは、後述するように、第１正面板
４１１の中間正面板４１１ａ及び基端側正面板４１１ｂと共に、第１オスコネクタ５００
に係合（当接）して、かかる第１オスコネクタ５００が第１開口４２１から矢印Ｆ方向へ
抜け出ることを規制するための部位である（図１９参照）。本実施形態では、第１先端側
弾性片４５１には、直線部分４５１ｂの他端に延設部分４５１ｃが形成されるが、第２先
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端側弾性片４５２には、直線部分４５２ｂの他端への延設部分の形成が省略される。
【０１５３】
　これは、本実施形態では、第２正面板４１２の中間正面板４１２ａは、第１正面板４１
１の中間正面板４１１ａよりも、矢印Ｒ－Ｌ方向における長さ寸法が長くされるため、そ
の分、第２オスコネクタ６００との係合（当接）面積を確保でき、第２オスコネクタ６０
０が第２開口４２２から矢印Ｆ方向へ抜け出ることを第２正面板４１２の中間正面板４１
２ａ及び基端側正面板４１２ｂのみにより規制することができるからである。即ち、本実
施形態によれば、第２先端側弾性片４５２への延設部分の形成を省略することができ、そ
の分、第２先端側弾性片４５２の形状を簡素化して、成型時の歩留まりを高めることがで
きると共に、素材量を軽減して、材料コストの削減を図ることができる。但し、第２先端
側弾性片４５２に延設部分を設けても良い。
【０１５４】
　第２基端側弾性片４４２及び第１先端側弾性片４５２は、互いの直線部分４４２ｂ，４
５２ｂが平行に対向配置される姿勢で形成され、それら直線部分４４２ｂ，４５２ｂの対
向間隔が第２オスコネクタ６００の長手方向寸法よりも若干小さくされる。これにより、
上述した第１オスコネクタ５００の場合と同様に、第２基端側弾性片４４２及び第２先端
側弾性片４５２の間に第２オスコネクタ６００を挟み込むことができるので、かかる第２
オスコネクタ６００を矢印Ｒ－Ｌ方向における初期位置に位置決めすることができる。ま
た、台座４００に対して第２オスコネクタ６００を矢印Ｒ－Ｌ方向へ変位させる外力が作
用される場合には、第２基端側弾性片４４２又は第２先端側弾性片４５２が弾性変形する
ことで、第２オスコネクタ６００の変位を許容して、破損を防止できる一方、外力が解除
された後は、第２基端側弾性片４４２又は第２先端側弾性片４５２の弾性回復力により第
２オスコネクタ６００を初期位置へ復帰させることができる（図１９から図２１参照）。
【０１５５】
　図１０及び図１１に戻って説明する。上述したように、台座４００は、正面視横長の矩
形状に形成され、台座４００の長手方向に対し、第１オスコネクタ５００及び第２オスコ
ネクタ６００がその長手方向を沿わせて一列に配設される。ここで、図１５から図１８を
参照して、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の詳細構成について説明
する。
【０１５６】
　図１５は、第１オスコネクタ５００の正面斜視図である。図１６（ａ）は、第１オスコ
ネクタ５００の正面図であり、図１６（ｂ）は、図１６（ａ）の矢印ＸＶＩｂ方向視にお
ける第１オスコネクタ５００の側面図である。また、図１７（ａ）及び図１７（ｂ）は、
図１６（ａ）の矢印ＸＶＩＩａ方向視および矢印ＸＶＩＩｂ方向視における第１オスコネ
クタ５００の側面図である。なお、図１５から図１７では、第１オスコネクタ５００の電
気的接続線ＷＨの図示が省略される。
 
【０１５７】
　図１５から図１７に示すように、第１オスコネクタ５００は、正面視横長の矩形状に形
成されるハウジング５１０と、そのハウジング５１０の上下（矢印Ｕ－Ｄ側）の外壁面に
幅方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）に沿って等間隔に列設されると共に導電性材料からなる複数の
接点部材５２０とを備える。
【０１５８】
　ハウジング５１０には、幅方向（矢印Ｒ－Ｌ）両側の側壁面から被ガイド部５３０が突
設される。被ガイド部５３０は、第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００の
ガイド溝部８３０に嵌入される断面コ字状の凸部であり、接続の方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）
に沿って直線状に延設される２本が所定間隔を隔てつつ平行に並設される。また、被ガイ
ド部５３０の先端には、先端へ向けて下降傾斜する傾斜面（案内面５３０ａ及び案内面５
３０ｂ）が形成されることで、先細形状に形成される。
【０１５９】



(27) JP 6299906 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

　よって、上述したように、接続初期においては、被ガイド部５３０の先端（案内面５３
０ａ，５３０ｂ）を第１メスコネクタ８００の案内面８１０ａ，８３０ａによりガイド溝
部８３０へ向けて案内可能として、接続初期における被ガイド部５３０とガイド溝部８３
０との間の位置ズレを許容できる。被ガイド部５３０の先端（案内面５３０ａ，５３０ｂ
）がガイド溝部８３０へ挿入された後（即ち、案内面８１０ａ，８３０ａを通過した後）
は、被ガイド部５３０がガイド溝８３０の延設方向に沿って嵌入されることで、第１メス
コネクタ８００に対する第１オスコネクタ５００の傾斜を矯正でき、両者の接点部材８２
０，５２０を適切な状態で接触させることができる。
【０１６０】
　なお、被ガイド部５３０は、並設される２本の幅寸法が互いに異なる寸法値に設定され
る。これにより、上述したように、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００
が正規の姿勢から上下反転された姿勢で第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９
００に接続されることを規制することができる。
【０１６１】
　ハウジング５１０の背面側（矢印Ｂ側）には、基端側正面板５４１、先端側正面板５４
２及び側部正面板５４３からなる正面板の群と、その正面板の群よりも背面側に更に後退
して配設される基端側背面板５５１、先端側背面板５５２及び側部背面板５５３からなる
背面板の群とが形成される。
【０１６２】
　第１オスコネクタ５００の正面板の群は、第１オスコネクタ５００が台座４００に取り
付けられた状態（即ち、第１開口４２１に挿通された状態）において、台座４００の第１
正面板４１１の正面側に配置される部位であり、台座４００の第１正面板４１１に対して
正面視において重なる部分を有して形成される（図１１参照）。よって、第１オスコネク
タ５００及び第１メスコネクタ８００を接続する際に、第１オスコネクタ５００の正面板
の群を台座４００の第１正面板４１１に当接させて、第１オスコネクタ５００の台座４０
０に対する背面方向（矢印Ｂ方向）への変位を規制することができる。これにより、第１
オスコネクタ５００を第１メスコネクタ８００の接続口（受入口）内の所定位置まで確実
に挿入させ、適正な接続状態を形成することができる。
【０１６３】
　詳細には、基端側正面板５４１は、ハウジング５１０の上下（矢印Ｕ－Ｄ側）の外壁面
からそれぞれ外方へ張り出す正面視矩形の一対の板状体として形成される。同様に、先端
側正面板５４２は、ハウジング５１０の上下（矢印Ｕ－Ｄ側）の外壁面からそれぞれ外方
へ張り出す正面視矩形の一対の板状体として形成され、基端側正面板５４１に対して、ハ
ウジング５１０の長手方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）に所定間隔を隔てて配設される。一方、側
部正面板５４３は、ハウジング５１０の長手方向一側（矢印Ｒ側）の外壁面から外方へ張
り出すと共にハウジング５１０の上下（矢印Ｕ－Ｄ方向）に所定間隔を隔てて配設される
正面視矩形の一対の板状体として形成される。
【０１６４】
　これら各正面板５４１，５４２，５４３は、それぞれ同一の厚み寸法（矢印Ｆ－Ｂ方向
寸法）を有して形成され、互いに平行となる姿勢で配設されると共に、互いに同一の前後
方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）位置に配設される。即ち、各正面板５４１，５４２，５４３の背
面（図１６（ｂ）下側の面）が面一に配設されるので、かかる背面を台座４００の第１正
面板４１１の正面に均一に当接させることができる。これにより、荷重が一部に偏ること
を抑制して、耐久性の向上を図ることができると共に、台座４００に対して第１オスコネ
クタ５００を接続の方向と直交する方向（矢印Ｕ－Ｄ方向または矢印Ｒ－Ｌ方向）へスム
ーズに変位させることができる。
【０１６５】
　第１オスコネクタ５００の背面板の群は、第１オスコネクタ５００が台座４００に取り
付けられた状態（即ち、第１開口４２１に挿通された状態）において、台座４００の第１
正面板４１１の背面側（即ち、台座４００の第１正面板４１１を挟んで第１オスコネクタ
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５００の正面板の群の反対側）に配置される部位であり、台座４００の第１正面板４１１
に対して正面視において重なる部分を有して形成される（図１１参照）。よって、第１オ
スコネクタ５００及び第１メスコネクタ８００の接続を解除する際に、第１オスコネクタ
５００の背面板の群を台座４００の第１正面板４１１及び第１先端側弾性片４５１の延設
部分４５１ｃに当接させて、第１オスコネクタ５００の台座４００に対する正面方向（矢
印Ｆ方向）への変位を規制することができる。これにより、第１オスコネクタ５００が台
座４００の第１開口４２１から抜け出ることを抑制し、かかる第１オスコネクタ５００を
第１メスコネクタ８００の接続口（受入口）から確実に抜き取ることができる。
【０１６６】
　詳細には、基端側背面板５５１は、ハウジング５１０の長手方向他側（矢印Ｌ側）の外
壁面から外方へ張り出す正面視矩形の板状体として形成される。先端側背面板５５２は、
ハウジング５１０の上下（矢印Ｕ－Ｄ側）の外壁面からそれぞれ外方へ張り出す正面視矩
形の一対の板状体として形成されると共に、正面視において、上述した基端側正面板５４
１と先端側正面板５４２との対向間に配設される。また、側部背面板５５３は、ハウジン
グ５１０の長手方向一側（矢印Ｒ側）の外壁面から外方へ張り出す正面視矩形の板状体と
して形成され、正面視において、上述した側部正面板５４３（一対の板状体）の対向間に
配設される。
【０１６７】
　これら各背面板５５１，５５２，５５３は、それぞれ同一の厚み寸法（矢印Ｆ－Ｂ方向
寸法）を有して形成され、互いに平行となる姿勢で配設されると共に、互いに同一の前後
方向（矢印Ｆ－Ｂ方向）位置に配設される。即ち、各背面板５５１，５５２，５５３の正
面（図１６（ｂ）上側の面）が面一に配設されるので、かかる正面を台座４００の第１正
面板４１１の背面に均一に当接させることができる。これにより、荷重が一部に偏ること
を抑制して、耐久性の向上を図ることができると共に、台座４００に対して第１オスコネ
クタ５００を接続の方向と直交する方向（矢印Ｕ－Ｄ方向または矢印Ｒ－Ｌ方向）へスム
ーズに変位させることができる。
【０１６８】
　なお、第１オスコネクタ５００の正面板の群（各正面板５４１～５４３）に対して背面
板の群（各背面板５５１～５５３）が背面側（矢印Ｂ方向）に後退する後退量（即ち、各
正面板５４１～５４３の背面と各背面板５５１～５５３の正面との間の矢印Ｆ－Ｂ方向に
おける間隔）は、台座４００の第１正面板４１１の板厚寸法と略同一の値または第１正面
板４１１の板厚寸法より若干大きな値に設定され、正面板の群と背面板の群との間に台座
４００の第１正面板４１１が挟装可能とされる。
【０１６９】
　また、先端側背面板５４２は、ハウジング５１０の上下（矢印Ｕ－Ｄ側）の外壁面に接
続される接続部５４２ａと、その接続部５４２ａから基端側背面板５４１と反対側へ向へ
てハウジング５１０の長手方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）と平行に延設される延設部５５２ｂと
、その延設部５５２ｂの延設先端からハウジング５１０の正面（矢印Ｆ方向）へ突設され
る係合部５５２ｃとからなる。
【０１７０】
　先端側背面板５４２の係合部５５２ｂは、第１オスコネクタ５００が台座４００に取り
付けられた状態（即ち、第１開口４２１に挿通された状態）において、台座４００の第１
開口４２１における先端側開口４２１ｃ内に配置される。即ち、先端側背面板５４２の係
合部５５２ｂは、その側面（図１６（ａ）及び図１６（ｂ）右側の面）が台座４００の第
１開口４２１における先端側開口４２１ｃの内周面に対面される。よって、台座４００に
対して第１オスコネクタ５００がその長手方向他側（矢印Ｌ方向）へ向けて変位される場
合には、先端側背面板５４２の係合部５４２ｂが先端側開口４２１ｃの内周面に当接して
係合されることで、第１オスコネクタ５００の台座４００に対する矢印Ｌ方向への変位を
規制することができる（図２１参照）。
【０１７１】
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　なお、本実施形態では、係合部５５２ｂが延設部５５２ｂから突設される突設寸法は、
台座４００の第１正面板４１１の板厚寸法と略同一とされる。これにより、係合部５５２
ｂの側面と台座４００の先端側開口４２１ｃの内周面との係合面積を最大に確保しつつ、
台座４００に第１オスコネクタ５００を組み付ける際に必要とされる先端側背面板５４２
の弾性変形量（即ち、係合部５４２ｃの後退量）を抑制して、その組み付け性の向上を図
ることができる。
【０１７２】
　この場合、先端側背面板５４２は、接続部５４２ａと係合部５４２ｃとの間に延設部５
４２ｂが介設されるので、延設部５４２ｂを弾性変形させることで、係合部５４２ｃを前
後（矢印Ｆ－Ｂ方向）に変位させることができる。これにより、台座４００に第１オスコ
ネクタ５００を組み付ける際には、後述するように、延設部５４２ｂの弾性変形を利用し
て、係合部５４２ｃを、後方（矢印Ｂ方向）へ退避させつつ、台座４００の先端側開口４
２１ｃ内に配置させることができる（図２４参照）。その結果、台座４００への第１オス
コネクタ５００の組み付け性の向上が図られる。
【０１７３】
　基部側正面壁５４１の背面および先端側正面壁５４２の背面には、基端側係合面５６１
及び先端側係合面５６２がそれぞれ形成される。これら基端側係合面５６１及び先端側係
合面５６２は、第１オスコネクタ５００が台座４００に取り付けられた状態（即ち、第１
開口４２１に挿通された状態）において、台座４００の第１開口４２１における基端側開
口４２１ｂ及び先端側開口４２１ｃ内にそれぞれ配置される（図１１参照）。
【０１７４】
　即ち、基端側係合面５６１は、先端側背面板５４２における係合部５４２ｃの側面（図
１６（ａ）及び図１６（ｂ）右側の面）に対向配置されると共に、台座４００の第１開口
４２１における基端側開口４２１ｂの内周面に対面される。また、先端側係合面５６２は
、基端側係合部５６１と同じ方向を向いて配置され、台座４００の第１開口４２１におけ
る先端側開口４２１ｃの内周面に対面される。
【０１７５】
　これにより、台座４００に対して第１オスコネクタ５００がその長手方向一側（矢印Ｒ
方向）へ向けて変位される場合には、基端側係合面５６１が基端側開口５４１ｂの内周面
に、先端側係合面５６２が先端側開口５４１ｃの内周面に、それぞれ係合されることで、
第１オスコネクタ５００の台座４００に対する矢印Ｒ方向への変位を規制することができ
る。即ち、基端側係合面５６１及び先端側係合面５６２が基端側開口５４１ｂの内周面お
よび先端側開口５４１ｃの内周面にそれぞれ係合されるまで、第１オスコネクタ５００の
台座４００に対する矢印Ｒ方向への変位が許容される。
【０１７６】
　次いで、図１８を参照して、第２オスコネクタ６００について説明する。図１８は、第
２オスコネクタ６００の正面斜視図である。なお、図１８では、第２オスコネクタ６００
の電気的接続線ＷＨの図示が省略される。
 
【０１７７】
　図１８に示すように、第２オスコネクタ６００は、正面視横長の矩形状に形成されるハ
ウジング６１０と、そのハウジング６１０の上下（矢印Ｕ－Ｄ側）の外壁面に幅方向（矢
印Ｒ－Ｌ方向）に沿って等間隔に列設されると共に導電性材料からなる複数の接点部材５
２０とを備える。
【０１７８】
　ここで、第２オスコネクタ６００は、第１オスコネクタ５００に対し、接点部材５２０
の列設間隔が同一とされる一方、列設数が多くされる。そのため、第２オスコネクタ６０
０のハウジング６１０は、第１オスコネクタ５００のハウジング５１０よりも、その長手
方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）寸法が長くされる。この場合、第２オスコネクタ６００は、その
先端側背面板６５２における接続部６５２ａの長さ寸法（矢印Ｒ－Ｌ方向寸法）を、第１
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オスコネクタ５００の先端側背面板５５２における接続部６５２ａの長さ寸法（矢印Ｒ－
Ｌ方向寸法）よりも長くすることで、ハウジング６１０の長手方向寸法の拡大に対応され
る。
【０１７９】
　このように、本実施形態では、先端側背面板６５２において、接続部６５２ａの長さ寸
法を延長することで、ハウジング６１０の長手方向寸法の拡大に対応するので、第２オス
コネクタ６００の背面板の群を台座４００の正面板４１２に当接させて、第２オスコネク
タ６００の台座４００に対する正面方向（矢印Ｆ方向）への変位を規制する際には、その
規制に寄与する部位（接続部６５２ａ）の面積を効果的に確保できる。
【０１８０】
　これにより、接点部材５２０の列設数が増加される分、解除の際の抵抗が大きくなる場
合であっても、第２オスコネクタ６００及び第２メスコネクタ９００の接続を解除する際
に、第２オスコネクタ６００が台座４００の第２開口４２２から抜け出ることを抑制でき
、その結果、かかる第２オスコネクタ６００を第２メスコネクタ９００の接続口（受入口
）から確実に抜き取ることができる。
【０１８１】
　また、接続部６５２ａの長さ寸法が延長されることで、上述の通り、規制に寄与する部
位の面積を確保できるので、その分、側部背面板５５３に当接するための部分を先端側弾
性片４５２に形成することを省略できる。即ち、第２先端側弾性片４５２では、第１先端
側弾性片４５１で設けた延設部分４５１ｃを省略できる。これにより、先端側弾性片４５
２の形状を簡素化して、成型性を高めることができ、その分、成型時の歩留まりの向上を
図ることができる。同時に、このように、第２先端側弾性片４５２への延設部の形成が省
略されることで、その分、長手方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）寸法が比較的長くされる第２オス
コネクタ６００であっても、かかる第２オスコネクタ６００を台座４００（第２開口４２
２）に組み付ける（挿通させる）際の作業性の向上を図ることができる。
【０１８２】
　なお、第２オスコネクタ６００は、ハウジング６１０及び先端側背面板６５２の接続部
６５２ａの構成（長手方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）寸法）が、第１オスコネクタ５００におけ
るハウジング５１０及び先端側背面板５５２の接続部５５２ａと異なる点を除き、他の構
成については、第１オスコネクタ５００における各構成と同一であるので、同一の構成に
は同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０１８３】
　図１０及び図１１に戻って説明する。遊技盤側コネクタ３００Ａでは、台座４００に対
して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の初期位置が規定可能に形成さ
れ、また、台座４００に対して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が接
続の方向と直交する方向（矢印Ｕ－Ｄ方向または矢印Ｒ－Ｌ方向）へ変位可能に形成され
ると共に、台座４００に対する第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の接
続の方向と直交する方向への変位が所定の範囲内で規制可能に形成される。
【０１８４】
　この場合、本実施形態では、台座４００に対する初期位置を規定する構造、台座４００
に対する変位を許容する構造、及び、その変位の許容範囲を所定範囲内に規制する構造が
、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の両者において実質的に同一であ
るので、以下においては、第１オスコネクタ５００における構造のみを説明して、第２オ
スコネクタ６００における構造の説明は省略する。
【０１８５】
　まず、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の初期位置を規定する構造について
説明する。なお、この説明においては、図１９を適宜参照する。図１９は、図１１（ａ）
のＸＩＸ－ＸＩＸ線における遊技盤側コネクタ３００Ａの断面図である。図１９では、図
面を簡素化して、理解を容易とするために、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネク
タ６００の断面形状をその全体にハッチングを付して模式的に図示する。
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【０１８６】
　図１０、図１１及び図１９に示すように、遊技盤側コネクタ３００Ａは、台座４００に
対して第１オスコネクタ５００が組み付けられた状態（即ち、台座４００の第１開口４１
１に第１オスコネクタ５００が挿通された状態）では、矢印Ｒ－Ｌ方向において、第１オ
スコネクタ５００が第１基端側弾性片４４１と第１先端側弾性片４５１との対向間に挟装
される。
【０１８７】
　詳細には、第１オスコネクタ５００は、基端側背面板５５１の側面を第１基端側弾性片
４４１の直線部分４４１ｂに、側部背面板５５３の側面を第１先端側弾性片４４１の直線
部分４５１ｂに、それぞれ当接させ、これら第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性
片４５１を互いに離間する方向へ若干弾性変形させた状態で配設される。これにより、台
座４００に対する第１オスコネクタ５００の矢印Ｒ－Ｌ方向における初期位置を規定でき
る。
【０１８８】
　ここで、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の接続の方向と直交する方向（矢
印Ｕ－Ｄ方向または矢印Ｒ－Ｌ方向）への変位が許容される構造では、内枠１２における
取付完了位置に遊技盤ユニット１３が配置された状態で、第１オスコネクタ５００と第１
メスコネクタ８００との間に位置ばらつきがある場合でも、第１オスコネクタ５００が台
座４００に対して接続の方向と直行する方向へ変位されることで、位置ばらつきを吸収す
ることができ、その結果、第１オスコネクタ５００と第１メスコネクタ８００とを接続さ
せることができる。
【０１８９】
　しかしながら、このように、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の接続の方向
と直交する方向（矢印Ｕ－Ｄ方向または矢印Ｒ－Ｌ方向）への変位が許容されると、台座
４００に対する第１オスコネクタ５００の配設位置が不安定となるため、内枠１２におけ
る取付完了位置へ遊技盤ユニット１３を変位させ、第１オスコネクタ５００及び第１メス
コネクタ８００の接続を開始する際に、これら両コネクタ５００，８００どうしが衝突し
て破損する事態が発生しやすくなる。
【０１９０】
　これに対し、本実施形態によれば、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の配設
位置を、第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１を利用して、矢印Ｒ－Ｌ方
向における所定位置（初期位置）に位置決めできる。よって、内枠１２における取付完了
位置へ遊技盤ユニット１３を変位させ、第１オスコネクタ５００及び第１メスコネクタ８
００の接続を開始する際に、台座４００に対して第１オスコネクタ５００の配設位置が初
期位置から矢印Ｒ－Ｌ方向へ不用意に変化する（位置ずれする）ことを抑制できる。その
結果、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の配設位置を安定させることができ、
第１オスコネクタ５００と第１メスコネクタ８００との接続開始時に、これら両コネクタ
５００，８００どうしが衝突して破損することを抑制できる。
【０１９１】
　また、台座４００に対して、第１オスコネクタ５００を、第１基端側弾性片４４１及び
第１先端側弾性片４５１を介して弾性支持させることができるので、接続の際の衝撃や遊
技盤ユニット１３の回動時の遠心力を、各弾性片４４１，４５１による弾性支持により緩
和して、台座４００や第１オスコネクタ５００の損傷を抑制できる。
【０１９２】
　本実施形態では、一対の弾性片（第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１
）の間に第１オスコネクタ５００が配設されるので、台座４００に対する第１オスコネク
タ５００の配設位置が変化することを矢印Ｒ方向および矢印Ｌ方向の両方向において抑制
できる。その結果、第１オスコネクタ５００及び第１メスコネクタ８００が接続開始時に
衝突して破損することをより確実に抑制できる。
【０１９３】
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　また、第１オスコネクタ５００が矢印Ｒ方向または矢印Ｌ方向のいずれの方向へ変位さ
れる場合であっても、一対の弾性片（第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５
１）の弾性回復力を利用して、第１オスコネクタ５００を初期位置へ復帰させることがで
きる。
【０１９４】
　特に、本実施形態では、一対の弾性片（第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片
４５１）が配設される方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）が、遊技盤ユニット１３の幅方向に沿う方
向とされるので、前扉枠１４を全開にできず、かかる前扉枠１４を所定の角度だけ開放し
、その開放側（前扉枠１４の回動先端側）から内枠１２の挿入部１２８へ遊技盤ユニット
１３（ベース板６０の側部６０ａ）を挿入すると共に、挿入部１２８に挿入されたベース
板６０の側部６０ａを中心として遊技盤ユニット１３を回動して、第１オスコネクタ５０
０を第１メスコネクタ８００へ接続する場合に、これら両コネクタ５００，８００どうし
が衝突して破損することを抑制しやすくすることができる。
【０１９５】
　上述したように、第１オスコネクタ５００の電気的接続線ＷＨは、第１オスコネクタ５
００の背面から延出され、台座４００における長手側壁部４１６の切り欠き部４１６ａ（
図１０参照）に挿通された後、その切り欠き部４１６ａから配線保持部材７５へ向けて取
り回され、その配線保持部材７５の開口７５ａに挿通される（図８及び図９参照）。これ
により、電気的接続線ＷＨが切り欠き部４１６ａの内周面および開口７５ａの内周面にそ
れぞれ当接されて保持されることで、かかる電気的接続線ＷＨの姿勢を所定の姿勢に設定
することができる。その結果、電気的接続線ＷＨの姿勢保持力が第１コネクタ５００に作
用されることで、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の矢印Ｕ－Ｄ方向における
初期位置を規定できる。
 
【０１９６】
　なお、本実施形態では、第１オスコネクタ５００の矢印Ｕ－Ｄ方向における初期位置が
、その第１オスコネクタ５００の矢印Ｕ－Ｄ方向における可動範囲（即ち、矢印Ｕ－Ｄ方
向における第１開口４２１の開口寸法）の中央に設定される。
【０１９７】
　このように、本実施形態によれば、電気的接続線ＷＨの姿勢保持力を利用することで、
台座４００に対する第１オスコネクタ５００の矢印Ｕ－Ｄ方向における初期位置も位置決
めすることができる。よって、内枠１２における取付完了位置へ遊技盤ユニット１３を変
位させ、第１オスコネクタ５００及び第１メスコネクタ８００の接続を開始する際に、台
座４００に対して第１オスコネクタ５００の配設位置が初期位置から不用意に変化する（
位置ずれする）ことを矢印Ｕ－Ｄ方向においても抑制できる。その結果、第１オスコネク
タ５００と第１メスコネクタ８００との接続開始時に、これら両コネクタ５００，８００
どうしが衝突して破損することをより確実に抑制できる。
 
【０１９８】
　また、電気的接続線ＷＨの姿勢保持力を利用することで、部品点数を低減して、構造を
簡素化することができ、その分、製品コストの削減を図ることができる。即ち、矢印Ｕ－
Ｄ方向においても、矢印Ｒ－Ｌ方向の場合と同様に、弾性変形可能な弾性片を設け、その
弾性片により第１オスコネクタ５００の初期位置を規定することも可能であるが、この場
合には、弾性片を別途設ける必要があり、部品点数が増加して、構造の複雑化を招く。
 
【０１９９】
　これに対し、本実施形態によれば、電気的接続線ＷＨの姿勢保持力を利用して第１オス
コネクタ５００を初期位置に保持する構成なので、既存の部品を流用する（即ち、電気的
接続線ＷＨに電気的な信号線や電力供給線としての役割だけでなく、初期位置を規定する
ための機械的構造物としての役割も担わせる）ことができ、別途部品（弾性片）を設ける
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必要がない。これにより、構造を簡素化して、その分、製品コストの削減を図ることがで
きる。なお、第１オスコネクタ５００が台座４００に対して変位される場合には、その変
位を電気的接続線ＷＨの姿勢変化で許容することができる。
 
【０２００】
　この場合、本実施形態では、台座４００の長手側壁板４１６に切り欠き部４１６ａを設
け（図１０参照）、かかる切り欠き部４１６ａの内周面を電気的接続線ＷＨに当接させて
保持するので（図８参照）、第１オスコネクタ５００により近い位置で電気的接続線ＷＨ
を保持（切り欠き部４１６ａを当接）することができる。これにより、電気的接続線ＷＨ
の姿勢保持力を第１オスコネクタ５００に効果的に作用させることが可能な姿勢に電気的
接続線ＷＨを設定することができ、その結果、第１オスコネクタ５００を初期位置に正確
に保持しやすくできる。なお、切り欠き部４１６ａは、その内周面を電気的接続線ＷＨに
当接する構成であり、かかる電気的接続線ＷＨの変形を許容するので、台座４００に対し
て第１オスコネクタ５００が変位される際に、その変位が阻害されることを抑制できる。
 
【０２０１】
　また、配線保持部材７５は、台座４００の上方であって、台座４００よりもベース板６
０の背面側へ突出する位置に配設されると共に、その開口７５ａを台座４００の切り欠き
部４１６ａに対面させる姿勢で配設されるので（図８及び図９参照）、電気的接続線ＷＨ
の姿勢を安定させることができ、第１オスコネクタ５００の初期位置を適正な位置に保持
しやすくできる。
【０２０２】
　次いで、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の矢印Ｆ－Ｂ方向（即ち、第１オ
スコネクタ５００を第１メスコネクタ８００に接続する方向およびその接続を解除する方
向）への変位を規制する構造について説明する。
【０２０３】
　図１０、図１１及び図１９に示すように、遊技盤側コネクタ３００Ａは、台座４００に
第１オスコネクタ５００が組み付けられた状態（即ち、台座４００の第１開口４１１に第
１オスコネクタ５００が挿通された状態）では、第１オスコネクタ５００の正面板の群（
基板側正面板５４１、先端側正面板５４２及び側部正面板５４３）が、台座４００の第１
正面板４１１（中間正面板４１１ａ、基端側正面板４１１ｂ及び先端側正面板４１１ｃ）
の正面側（矢印Ｆ側）に配置される。
【０２０４】
　詳細には、第１オスコネクタ５００における基端側正面板５４１は第１正面板４１１に
おける中間正面板４１１ａの正面側に、第１オスコネクタ５００における先端側正面板５
４２及び側部正面板５４３は第１正面板４１１における先端側正面板４１１ｂの正面側に
、それぞれ正面視においてその一部を重ならせて配設される。
【０２０５】
　よって、内枠１２における取付完了位置へ遊技盤ユニット１３を変位させ、第１オスコ
ネクタ５００を第１メスコネクタ８００に接続する際には、第１オスコネクタ５００の正
面板の群を台座４００の第１正面板４１１に当接させて、第１オスコネクタ５００の台座
４００に対する背面方向（矢印Ｂ方向）への変位を規制することができる。これにより、
第１オスコネクタ５００を第１メスコネクタ８００の接続口（受入口）内の所定位置まで
確実に挿入させ、適正な接続状態を形成することができる。
【０２０６】
　一方、遊技盤側コネクタ３００Ａは、第１オスコネクタ５００の背面板の群（基板側背
面板５５１、先端側背面板５５２及び側部背面板５５３）が、台座４００の第１正面板４
１１（中間正面板４１１ａ、基端側正面板４１１ｂ及び先端側正面板４１１ｃ）及び第１
先端側弾性片４５２（延設部４５２ｃ）の背面側（矢印Ｂ側）に配置される。
【０２０７】
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　詳細には、第１オスコネクタ５００における基端側背面板５５１は第１正面板４１１に
おける基端側正面板４１１ｂの背面側に、第１オスコネクタ５００における先端側背面板
５５２は第１正面板４１１における先端側正面板４１１ｂの背面側に、第１オスコネクタ
５００における側部背面板５５３は第１先端側弾性片４５２における延設部４５２ｃの背
面側に、それぞれ正面視においてその一部を重ならせて配設される。
【０２０８】
　よって、内枠１２における取付完了位置から遊技盤ユニット１３を変位させ、第１オス
コネクタ５００及び第１メスコネクタ８００の接続を解除する際には、第１オスコネクタ
５００の背面板の群を台座４００の第１正面板４１１及び第１先端側弾性片４５１の延設
部分４５１ｃに当接させて、第１オスコネクタ５００の台座４００に対する正面方向（矢
印Ｆ方向）への変位を規制することができる。これにより、第１オスコネクタ５００が台
座４００の第１開口４２１から抜け出ることを抑制し、かかる第１オスコネクタ５００を
第１メスコネクタ８００の接続口（受入口）から確実に抜き取ることができる。
【０２０９】
　本実施形態では、上述したように、第１先端側弾性片４５１に延設部分４５１ｃを設け
、この延設部分４５１ｃが第１オスコネクタ５００の側部背面壁５５３を当接することで
、正面方向（矢印Ｆ方向）への変位を規制することができる。よって、第１正面壁４１１
の中間正面壁４１１ａ及び基端側正面壁４１１ｂのみを第１オスコネクタ５００の背面板
の群に当接させる場合と比較して、当接面積を大きくして、変位の規制をより確実に行う
ことができる。
【０２１０】
　特に、本実施形態では、内枠１２の挿入部１２８に挿入したベース板６０の側部６０ａ
を中心として遊技盤ユニット１３を取付完了位置から回動させることで、第１オスコネク
タ５００及び第１メスコネクタ８００の接続を解除する（第１オスコネクタ５００が第１
メスコネクタ８００から引き抜かれる）構造であるところ、その回動基端側（ベース板６
０の側部６０ａ）に近い側となる第１オスコネクタ５００は、第１メスコネクタ８００と
の接続を解除する方向（矢印Ｂ方向）と、遊技盤ユニット１３の回動に伴い自身が変位さ
れる方向との相違が、回動先端側に位置する第２オスコネクタ６００と比較して大きくな
る。その結果、第１オスコネクタ５００を第１メスコネクタ８００から抜き取る際の抵抗
が大きくなることに起因して、第１オスコネクタ５００が台座４００の第１開口４２１か
ら抜け出やすくなる。よって、第１先端側弾性片４５１に延設部分４５１ｃを設け、この
延設部分４５１ｃを第１オスコネクタ５００の側部背面壁５５３に当接させることによっ
ても、正面方向（矢印Ｆ方向）への変位を規制する構造が特に有効となる。
【０２１１】
　第１先端側弾性片４５１に延設部分４５１ｃを設けた場合であっても、かかる第１先端
側弾性片４５１は、比較的大きな弾性変形が可能であると共に、第１オスコネクタ５００
から離間する方向への弾性変形が可能であるので、台座４００に第１オスコネクタ５００
を組み付ける工程においては、第１先端側弾性片４５１を弾性変形させて延設部分４５１
ｃを第１オスコネクタ５００の取り付け領域から退避させておくことで、台座４００への
第１オスコネクタ５００の組み付け作業が延設部分４５１ｃにより阻害されることを抑制
できる。即ち、第１オスコネクタ５００の矢印Ｆ方向への変位を規制するための部位を、
第１先端側弾性片４５１に延設部分４５１ｃとして設けることで、かかる第１オスコネク
タ５００の変位を規制する能力を確保しつつ、台座４００に第１オスコネクタ５００を組
み付ける際の作業性の向上を図ることができる。
【０２１２】
　第１オスコネクタ５００の正面板の群および背面板の群は、ハウジング５１０に基端が
支持されると共にその基端から延設される先端が自由端とされる片持ち形状とされ、弾性
変形しやすくされる。同様に、台座４００の第１正面板４１１の各部（中間正面板４１１
ａ、基端側正面板４１１ｂ及び先端側正面板４１１ｃ）は、短手側側壁４１４、長手側側
壁４１６，４１７又は（及び）接続板４１３に連なる第１正面板４１１部分に基端が支持
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されると共にその基端から延設される先端が自由端とされる片持ち形状とされ、弾性変形
しやすくされる。
【０２１３】
　これにより、内枠１２における取付完了位置へ遊技盤ユニット１３を変位させ、第１オ
スコネクタ４００を第１メスコネクタ８００に接続する際には、その接続時の衝撃を、第
１オスコネクタ５００の正面板の群と台座４００の第１正面板４１１の各部との弾性変形
により吸収することができる。その結果、台座４００の破損を抑制できる。
【０２１４】
　また、第１オスコネクタ５００の正面板の群と台座４００の第１正面板４１１の各部と
の弾性変形により、接続の方向（矢印Ｆ方向）に対して第１オスコネクタ５００を傾斜さ
せることができるので、例えば、第１オスコネクタ５００及び第１メスコネクタ８００の
間の位置ずれであって、台座４００に対して第１オスコネクタ５００が接続の方向と直交
する方向（矢印Ｒ－Ｌ方向または矢印Ｕ－Ｄ方向）へ変位されるのみでは吸収できない位
置ずれであっても、かかる位置ずれを第１オスコネクタ５００の傾斜により吸収すること
ができる。その結果、位置ずれによる歪の発生を抑制し、各部の破損を抑制できる。
【０２１５】
　同様に、内枠１２における取付完了位置から遊技盤ユニット１３を変位させ、第１オス
コネクタ４００及び第１メスコネクタ８００の接続を解除する際には、第１オスコネクタ
５００の背面板の群と台座４００の第１正面板４１１の各部との弾性変形により、接続を
解除する方向（矢印Ｂ方向）に対して第１オスコネクタ５００を傾斜させることができる
ので、例えば、第１オスコネクタ５００及び第１メスコネクタ８００の接続を解除する方
向（矢印Ｂ方向）と、内枠１２における取付完了位置から遊技盤ユニット１３が変位され
る方向とが一致されておらず（方向がずれていて）、台座４００に対して第１オスコネク
タ５００が接続の方向と直交する方向（矢印Ｒ－Ｌ方向または矢印Ｕ－Ｄ方向）へ変位さ
れるのみでは吸収できない場合であっても、かかる方向のずれを吸収することができる。
その結果、位置ずれによる歪の発生を抑制し、各部の破損を抑制できる。
【０２１６】
　特に、本実施形態では、遊技盤側コネクタ３００Ａは、第１オスコネクタ５００の正面
板の群（基板側正面板５４１、先端側正面板５４２及び側部正面板５４３）及び基板側背
面板５５１と、台座４００の第１正面板４１１（中間正面板４１１ａ、基端側正面板４１
１ｂ及び先端側正面板４１１ｃ）とが互いの角部（隅部）どうしを正面視において重ね合
わせる構成なので、これら各部どうしが当接される場合の弾性変形を形成しやすくできる
。その結果、上述した弾性変形を利用することによる奏する効果をより顕著に発揮させる
ことができる。
【０２１７】
　次いで、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の矢印Ｒ－Ｌ方向および矢印Ｕ－
Ｄ方向への変位を許容する構造およびその変位を所定の範囲に規制する構造について説明
する。
【０２１８】
　図２０（ａ）は、台座４００に対して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６
００が矢印Ｒ方向へ変位された状態における遊技盤側コネクタ３００Ａの正面図であり、
図２０（ｂ）は、図２０（ａ）におけるＸＸｂ－ＸＸｂ線における遊技盤側コネクタ３０
０Ａの断面図である。図２１（ａ）は、台座４００に対して第１オスコネクタ５００及び
第２オスコネクタ６００が矢印Ｌ方向へ変位された状態における遊技盤側コネクタ３００
Ａの正面図であり、図２１（ｂ）は、図２１（ａ）におけるＸＸＩｂ－ＸＸＩｂ線におけ
る遊技盤側コネクタ３００Ａの断面図である。
【０２１９】
　図２０に示すように、台座４００に対して第１オスコネクタ５００が初期位置（図１０
、図１１及び図１９参照）から矢印Ｒ方向へ変位されると、台座４００の第１先端側弾性
片４５１が第１オスコネクタ５００の側部背面板５５３の側面（図２０（ａ）及び図２０
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（ｂ）左側の面）により矢印Ｒ方向へ押し込まれ、かかる第１先端側弾性片４５１が弾性
変形されることで、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の矢印Ｒ方向への変位が
許容される。その後、台座４００の第１先端側弾性片４５１が中間固定部４３２に当接さ
れ、それ以上の弾性変形が不可能とされることで、台座４００に対する第１オスコネクタ
５００の矢印Ｒ方向への変位が規制される。即ち、第１オスコネクタ５００は、台座４０
０に対して、矢印Ｒ方向への可動範囲の終端に到達される。
【０２２０】
　この場合、本実施形態では、台座４００の第１先端側弾性片４５１が中間固定部４３２
に当接されると、同時に、第１オスコネクタ５００の基端側係合面５６１及び先端側係合
面５６２が、台座４００の基端側開口５４１ｂの内周面および先端側開口５４１ｃの内周
面に、それぞれ係合される。これにより、変位を受け止める際に作用する荷重を、複数の
当接部分のそれぞれに分散させることができるので、その分、各当接部分の破損を抑制し
て、その耐久性の向上を図ることができる。
【０２２１】
　特に、本実施形態では、前扉枠１４を所定の角度だけ開放し、その開放側（前扉枠１４
の回動先端側）から内枠１２の挿入部１２８へ遊技盤ユニット１３（ベース板６０の側部
６０ａ）を挿入すると共に、その挿入部１２８に挿入したベース板６０の側部６０ａを中
心として遊技盤ユニット１３を回動させることで、第１オスコネクタ５００を第１メスコ
ネクタ８００に接続させるため、かかる接続動作において、第１オスコネクタ５００が台
座４００に対して矢印Ｒ方向へ変位されやすい。そのため、かかる矢印Ｒ方向への第１オ
スコネクタ５００の変位を複数の当接部分で受け止める構造（即ち、第１先端側弾性片４
５１を中間固定部４３２に当接させるだけでなく、基端側係合面５６１及び先端側係合面
５６２を台座４００の基端側開口５４１ｂの内周面および先端側開口５４１ｃの内周面に
もそれぞれ当接させる構造）が特に有効となる。
【０２２２】
　図２１に示すように、台座４００に対して第１オスコネクタ５００が初期位置（図１０
、図１１及び図１９参照）から矢印Ｌ方向へ変位されると、台座４００の第１基端側弾性
片４４１が第１オスコネクタ５００の基端側背面板５５１の側面（図２１（ａ）及び図２
１（ｂ）右側の面）により矢印Ｌ方向へ押し込まれ、かかる第１基端側弾性片４４１が弾
性変形されることで、台座４００に対する第１オスコネクタ５００の矢印Ｌ方向への変位
が許容される。その後、第１オスコネクタ５００の先端側背面板５５２の係合部５５２ｃ
が、台座４００の先端側開口５４１ｃの内周面に係合され、第１基端側弾性片４４１のそ
れ以上の弾性変形が不可能とされることで、台座４００に対する第１オスコネクタ５００
の矢印Ｌ方向への変位が規制される。即ち、第１オスコネクタ５００は、台座４００に対
して、矢印Ｌ方向への可動範囲の終端に到達される。
【０２２３】
　この場合、本実施形態では、第１基端側弾性片４４１と台座４００の短手側壁板４１４
との間に隙間が残されており、第１基端側弾性片４４１が弾性変形可能な状態とされる。
このように、台座４００に対して第１オスコネクタ５００が矢印Ｌ方向への可動範囲の終
端に到達された状態において、第１基端側弾性片４４１が弾性変形可能な状態に設定する
ことで、後述するように、台座４００に第１オスコネクタ５００を組み付ける際にその作
業性の向上を図ることができる。
【０２２４】
　上述した通り、本実施形態によれば、台座４００に対し第１オスコネクタ５００が矢印
Ｒ方向または矢印Ｌ方向へ変位され、第１先端側弾性片４５１又は第１基端側弾性片４４
１が弾性変形される場合に、第１オスコネクタ５００の変位を所定の範囲内（所定量以下
）に規制するストッパ手段が形成される。これにより、第１先端側弾性片４５１又は第１
基端側弾性片４４１の弾性変形が過大となり破損することを抑制できる。
【０２２５】
　この場合、ストッパ手段は、台座４００の部位（基端側開口４２１ｂ及び先端側開口４
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２１ｃの内周面、中間固定部４３２の外壁面）と第１オスコネクタ５００の部位（基端側
係合面５６１、先端側係合面５６２、先端側平面板５５２の係合部５５２ｃ）とを利用し
て形成されるので、台座４００に第１オスコネクタ５００を組み付ける工程において作業
者が不用意な組み付け作業を行った場合でも、ストッパ機能を発揮させ、第１先端側弾性
片４５１又は第１基端側弾性片４４１の破損を抑制できる。
【０２２６】
　例えば、台座４００に形成されるストッパ手段を、台座４００ではなく、台座４００が
配設される遊技盤ユニット１３に形成し、その遊技盤ユニット１３に形成したストッパ手
段を、第１オスコネクタ５００に形成されるストッパ手段に当接させ、第１オスコネクタ
５００の変位を規制する構成とすることも可能である。しかし、この場合には、遊技盤ユ
ニット１３に台座４００及び第１オスコネクタ５００の両者を装着した後でなければスト
ッパ機能を発揮できず、台座４００に第１オスコネクタ５００を組み付ける工程において
は、ストッパ機能を発揮させることができない。
【０２２７】
　これに対し、本実施形態によれば、ストッパ手段が、台座４００に形成される部位（基
端側開口４２１ｂ及び先端側開口４２１ｃの内周面、中間固定部４３２の外壁面）と第１
オスコネクタ５００に形成される部位（基端側係合面５６１、先端側係合面５６２、先端
側平面板５５２の係合部５５２ｃ）とからなるので、遊技盤ユニット１３に装着する前で
あって、台座４００に第１オスコネクタ５００を組み付ける工程においても、両部位どう
しを当接させて、ストッパ機能を発揮させることができる。その結果、組み付けの工程に
おいて作業者が不用意な組み立て作業を行った場合でも、第１先端側弾性片４５１又は第
１基端側弾性片４４１の破損を抑制できる。
【０２２８】
　ここで、第１先端側弾性片４５１は、中間固定部４３２に形成される。中間固定部４３
２は、遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥに締結ねじにより締結固定される部位であるので
、第１先端側弾性片４５１の弾性変形に伴う荷重を、中間固定部４３１自身の剛性だけで
なく、締結ねじを介して、遊技盤ユニット１３の剛性も利用して支えることができる。ま
た、上述したように、中間固定部４３２の内部には、遊技盤ユニット１３の背面から突出
される突出部が挿入（内嵌）される。よって、中間固定部４３２の内部に内嵌される突出
部の剛性も利用することができる。その結果、台座４００（特に、中間固定部４３２）の
破損を抑制できる。
【０２２９】
　特に、第１先端側弾性片４５１は、第１オスコネクタ５００の矢印Ｒ方向への変位を規
制する際に、中間固定部４３２に当接するため（図２０（ｂ）参照）、第１先端側弾性片
４５１の当接対象である中間固定部４３２が、締結ねじにより遊技盤ユニット１３に締結
固定される部位であることが有効となる。
【０２３０】
　なお、中間固定部４３１には、第２基端側弾性片４４２も形成される。これにより、第
１先端側弾性片４５１の場合と同様に、第２基端側弾性片４４２の弾性変形に伴う荷重を
、中間固定部４３１自身の剛性だけでなく、締結ねじを介して、遊技盤ユニット１３の剛
性も利用して支えることができ、また、中間固定部４３２の内部に内嵌される突出部の剛
性を利用して支えることもできる。その結果、台座４００（特に、中間固定部４３２）の
破損を抑制できる。
【０２３１】
　この場合、中間固定部４３２は、締結ねじの座面から締結力を受ける受け面４３２ａを
備え、その中間固定部４３２の受け面４３２ａに第２基端側弾性片４４２の基端（湾曲部
分４４２ａの一端）が連なるように形成されるので、第２基端側弾性片４４２の弾性変形
に伴う荷重を、受け面４３２ａを介して、締結ねじに伝達しやすくできる。その結果、締
結ねじの剛性および遊技盤１３（及び突出部）の剛性を効率的に利用することができる。
【０２３２】
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　一方、第１先端側弾性片４５１は、中間固定部４３２の背面側の端面（即ち、遊技盤ユ
ニット１３の取付面ＢＥに取り付けられる面、図１９下側の面）に基端（張出部分４５１
ａの一端）が連なるように形成されるので、第１先端側弾性片４５１の弾性変形に伴う荷
重を受けて、台座４００が破損することを抑制できる。即ち、中間固定部４３２の背面側
の端面は、遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥに密着されるため、第１先端側弾性片４５１
の弾性変形に伴う荷重を、中間固定部４３２自身の剛性だけでなく、遊技盤ユニット１３
の剛性も利用して支えることができ、その結果、台座４００（特に、中間固定部４３２）
の破損を抑制できる。
【０２３３】
　なお、第２先端側弾性片４５２についても、第１先端側弾性片４５１の場合と同様に、
台座４００の短手側壁板４１５の背面側の端面（即ち、遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥ
に取り付けられる面、図１９下側の面）に基端（張出部分４５２ａの一端）が連なるよう
に形成される。よって、短手側壁板４１５のように、薄板状に形成されて比較的剛性が弱
い部位であっても、第２先端側弾性片４５２の弾性変形に伴う荷重を、短手側壁板４１５
自身の剛性だけでなく、遊技盤ユニット１３の剛性も利用して支えることができ、その結
果、台座４００（特に、短手側壁板４１５）が破損することを抑制できる。
【０２３４】
　一方、第１基端側弾性片４４１は、台座４００の短手側壁板４１４の正面側の端面（即
ち、遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥと反対側の面、図１９上側の面）に基端（湾曲部分
４４１ａの一端）が連なるように形成される。この場合、短手側壁板４１４には、第１基
端側弾性片４４１が配設される側と反対側の外壁面に基端側固定部４３１が形成（接続）
される（図１４（ｂ）参照）。よって、薄板状に形成され比較的剛性が弱い部位である短
手側壁板４１４の剛性を基端側固定部４３１の剛性により補強することができる。更に、
基端側固定部４３１は、遊技盤ユニット１３の取付面ＢＥに締結ねじにより締結固定され
る部位であるので、第１基端側弾性片４４１の弾性変形に伴う荷重を、短手側壁板４１４
自身の剛性だけでなく、締結ねじを介して、遊技盤ユニット１３の剛性も利用して支える
ことができる。また、上述したように、基端側固定部４３１の内部には、遊技盤ユニット
１３の背面から突出される突出部が挿入（内嵌）される。よって、基端側固定部４３１の
内部に内嵌される突出部の剛性も利用することができる。その結果、台座４００（特に、
短手側壁板４１４）の破損を抑制できる。
【０２３５】
　図２２（ａ）は、台座４００に対して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６
００が矢印Ｕ方向へ変位された状態における遊技盤側コネクタ３００Ａの正面図であり、
図２２（ｂ）は、台座４００に対して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６０
０が矢印Ｕ方向へ変位された状態における遊技盤側コネクタ３００Ａの正面図である。
【０２３６】
　図２２（ａ）及び図２２（ｂ）に示すように、第１オスコネクタ５００は、台座４００
に対し、初期位置（図１０、図１１及び図１９参照）から矢印Ｕ方向および矢印Ｄ方向へ
変位可能に形成される。
【０２３７】
　即ち、第１オスコネクタ５００のハウジング５１０は、その厚み寸法（矢印Ｕ－Ｄ方向
寸法）が、台座４００の第１開口４２１における中央開口４２１ａの幅寸法（矢印Ｕ－Ｄ
方向寸法）よりも小さくされ、また、第１オスコネクタ５００の基端側正面壁５４１、先
端側正面壁５４２、基端側背面壁５５１及び先端側背面壁５５２の張り出し寸法（矢印Ｕ
－Ｄ方向寸法）が、台座４００の第１開口４２１における基端側開口４２１ｂ及び先端側
開口４２１ｃの幅寸法（矢印Ｕ－Ｄ方向寸法）よりも小さくされる。
【０２３８】
　よって、初期位置においては、第１開口４２１の内周面と第１オスコネクタ５００の外
壁面との間に矢印Ｕ－Ｄ方向における隙間が形成される（図１１（ａ）参照）。これによ
り、その隙間の分、第１オスコネクタ５００は、台座４００に対し、初期位置から矢印Ｕ
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方向および矢印Ｄ方向へ変位することが可能とされる。
【０２３９】
　このように、第１オスコネクタ５００は、矢印Ｒ－Ｌ方向の変位だけでなく、矢印Ｕ－
Ｄ方向の変位も許容された状態で、台座４００に配設される。即ち、第１オスコネクタ５
００を、接続の方向に直交する平面内において変位させることができる。これにより、台
座４００に対する第１オスコネクタ５００の可動範囲を確保できるので、内枠１２におけ
る取付完了位置に遊技盤ユニット１３が変位された状態において、第１オスコネクタ５０
０と第１メスコネクタ８００との間に位置ばらつきがある場合であっても、その位置ばら
つきを吸収して、第１オスコネクタ５００及び第１メスコネクタ８００を接続することが
できる。
【０２４０】
　この場合、本実施形態では、第１オスコネクタ５００の基端側背面板５５１及び側部背
面板５５３の側面（第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１を矢印Ｒ－Ｌ方
向へ押圧する側面）と、台座４００の第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５
１の直線部分４４１ｂ，４５１ｂの壁面（基端側背面板５５１及び側部背面板５５３によ
り矢印Ｒ－Ｌ方向に押圧される壁面）とが、正面視（矢印Ｆ－Ｂ方向視）において、矢印
Ｕ－Ｄ方向に平行な平坦面として形成される。
【０２４１】
　これにより、台座４００に対して第１オスコネクタ５００が矢印Ｕ－Ｄ方向へ変位され
る場合には、その基端側背面板５５１及び側部背面板５５３を第１基端側弾性片４４１及
び第１先端側弾性片４５１に対して摺動させ、第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾
性片４５１が弾性変形することを不要とできる。即ち、第１基端側弾性片４４１及び第１
先端側弾性片４５１の形状を、矢印Ｒ－Ｌ方向および矢印Ｕ－Ｄ方向の両方向に弾性変形
可能な形状とする必要がなく、矢印Ｒ－Ｌ方向に対してのみ弾性変形可能な形状とするこ
とができる。その結果、第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１の形状を簡
素化して、その成型性および耐久性の向上を図ることができる。
【０２４２】
　次いで、図２３及び図２４を参照して、遊技盤側コネクタ３００Ａの組み立て方法につ
いて説明する。なお、上述したように、第１オスコネクタ５００と第２オスコネクタ６０
０とは、先端側背面板５５２，６５２における接続部５５２ａ，６５２ａの長手方向寸法
）が異なる点を除き、他の構成は同一である。よって、台座４００へ組み付ける方法も両
者において実質的に同一であるので、以下においては、第１オスコネクタ５００を台座４
００に組み付ける方法のみを説明して、第２オスコネクタ６００についての説明は省略す
る。
【０２４３】
　図２３及び図２４は、遊技盤側コネクタ３００Ａの組み立て工程を時系列で示す台座４
００及び第１オスコネクタ５００の部分断面側面図である。なお、図２３及び図２４に図
示される台座４００の断面は、図１３（ａ）のＸＩＶｂ－ＸＩＶｂ線における台座４００
の断面に対応する。即ち、図２３及び図２４に図示される台座４００は、図１４（ｂ）に
図示される台座４００の一部に対応する。
【０２４４】
　図２３（ａ）に示すように、遊技盤側コネクタ３００Ａの組み立ては、まず、台座４０
０の背面（図２３（ａ）下側の面）に第１オスコネクタ５００の正面を対面させ、かかる
第１オスコネクタ５００を矢印Ｆ方向へ押し上げることで、その第１オスコネクタ５００
の正面側（先端側）を台座４００の第１開口４２１へ挿通させる。この場合、図２３（ｂ
）に示すように、第１オスコネクタ５００の基端側正面板５４１を台座４００の基端側開
口４２１ｂに、第１オスコネクタ５００の先端側正面板５４２を台座４００の先端側開口
４２１ｃに、それぞれ挿入する。
【０２４５】
　図２３（ｂ）に示すように、第１オスコネクタ５００の基端側正面板５４１及び先端側
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正面板５４２が、台座４００の基端側開口４２１ｂ及び先端側開口４２１ｃにそれぞれ挿
入されると、第１オスコネクタ５００の先端側背面板５５２における係合部５４２ｃの突
設先端が、台座４００の中間正面板４１１ａの背面（図２３（ｂ）下側の面）に当接され
る。
【０２４６】
　第１オスコネクタ５００の先端側背面板５５２は、上述したように、ハウジング５１０
の外壁面に接続部５４２ａが接続され、その接続部５４２ａからハウジング５１０の長手
方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）に沿って延設部５５２ｂが延設されると共に、その延設部５５２
ｂの延設先端に係合部５５２ｃが突設されるので、図２４（ａ）に示すように、先端側背
面板５５２の延設部５４２ｂを弾性変形させることで、第１オスコネクタ５００を矢印Ｆ
方向へ更に押し上げることができる。
【０２４７】
　図２４（ａ）に示すように、第１オスコネクタ５００の先端側背面板５５２における接
続部５４２ａが台座４００の中間正面板４１１ａの背面（図２４（ａ）下側の面）に当接
される位置まで第１オスコネクタ５００が矢印Ｆ方向へ押し上げられると、第１オスコネ
クタ５００の基端側正面板５４１及び先端側正面板５４２が、台座４００の基端側開口４
２１ｂ及び先端側開口４２１ｃをそれぞれ通過して、台座４００の第１正面板４１１の正
面側（図２４（ａ）上側）に突出される。
【０２４８】
　この場合、台座４００の第１基端側弾性片４４１は、矢印Ｆ方向へ押し上げられた第１
オスコネクタ５００の基端側背面板５５１により押圧されて、弾性変形されることで、そ
の直線部分４４１ｂが短手側壁板４１４側へ退避される。これにより、第１オスコネクタ
５００を、その基端側背面板５５１が基板側正面板４１１ｂに当接する位置まで矢印Ｆ方
向へ移動させることが許容される。一方、弾性変形された第１基端側弾性片４４１は、直
線部分４４１ｂが矢印Ｌ方向へ後退された姿勢となるため、その第１基端側弾性片４４１
の弾性回復力を、第１オスコネクタ５００を矢印Ｒ方向へ変位させる付勢力として作用さ
せることができる。即ち、後述する第１オスコネクタ５００を矢印Ｒ方向へ変位させる工
程において（図２４（ｂ）参照）、第１基端側弾性片４４１の弾性回復力を利用すること
ができ、作業性の向上が図られる。
【０２４９】
　第１オスコネクタ５００が図２４（ａ）に示す位置まで矢印Ｆ方向に押し上げられ、そ
の基端側正面板５４１及び先端側正面板５４２が台座４００の第１正面板４１１の正面側
（図２４（ａ）上側）に突出された後は、次いで、かかる第１オスコネクタ５００を矢印
Ｒ方向（即ち、台座４００の第１正面板４１１に沿って）へ変位させる。
【０２５０】
　これにより、図２４（ｂ）に示すように、第１オスコネクタ５００の基端側正面板５４
１、先端側正面板５４２及び側部正面板５４３が、台座４００の中間正面板４１１ａ及び
先端側正面板４１１ｃの正面側に対向配置されると共に、第１オスコネクタ５００の基端
側背面板５５１、先端側背面板５５２及び側部背面板５５３が、台座４００の基端側正面
板４１１ｂ及び中間正面板５１１ａの背面側と先端側弾性片４５１の延設部分４５１ｃの
背面側とに対向配置される。また、第１オスコネクタ５００の先端側背面板５５２の弾性
変形が回復して、その先端側平面板５５２の係合部５５２ｃが台座４００の先端側開口４
４２ｃに挿入される。これにより、台座４００への第１オスコネクタ５００の組み付け（
遊技盤側コネクタ３００Ａの組み立て）が完了される。
【０２５１】
　このように、本実施形態では、台座４００の第１開口４２１へその台座４００の背面側
から第１オスコネクタ５００を所定位置まで挿通する挿通工程（図２３（ｂ）及び図２４
（ａ）参照）と、その挿通工程により所定位置まで挿通された第１オスコネクタ５００を
台座４００に対して挿入の方向（接続の方向）と直交する方向へ変位させる変位工程（図
２４（ｂ）参照）との二工程により、台座４００への第１オスコネクタ５００の組み付け



(41) JP 6299906 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

を完了することができる。よって、組み付け工数を低減して、その分、製品コストの削減
を図ることができる。
【０２５２】
　台座４００に対し第１オスコネクタ５００を矢印Ｆ方向へ押し上げて所定位置まで挿通
する挿通工程では、第１オスコネクタ５００の基端側背面板５５１及び先端側背面板５５
２が台座４００の基端側正面板４１１ｂ及び中間正面板４１１ａの背面に当接される位置
（即ち、それ以上の矢印Ｆ方向への押し上げができなくなる位置）まで第１オスコネクタ
５００を押し上げれば良く、第１オスコネクタ５００の挿通位置（押し上げ位置）を制御
する必要がない。これにより、作業を簡素化して、組み付け工数の低減を図ることができ
る。
【０２５３】
　挿通工程の後、変位工程において、第１オスコネクタ５００を台座４００に対して挿入
の方向（接続の方向）と直交する方向（矢印Ｒ方向）へ変位させることで、第１オスコネ
クタ５００の先端側背面壁５５２における係合部５５２ｃを台座４００の先端側開口４２
１ｃに挿入させ、かかる係合部５５２ｃを先端側開口４２１ｃの内周面に係合可能な状態
を形成できる。これにより、第１オスコネクタ５００が変位工程における変位の方向（矢
印Ｒ方向）と反対方向（矢印Ｌ）方向へ変位され、台座４００から脱落する（抜け出る）
ことを規制できる。
【０２５４】
　一方で、台座４００から第１オスコネクタ５００を取り外すためには、係合部５５２ｃ
を押し下げると共に、この押し下げた状態を維持しつつ、第１オスコネクタ５００を変位
工程における変位の方向（矢印Ｒ方向）と反対方向（矢印Ｌ）方向へ変位させる必要があ
る。そのため、かかる取り外しの作業が煩雑となるので、例えば、台座４００から第１オ
スコネクタ５００を取り外し、他のコネクタを接続するという不正行為を抑制することが
できる。
【０２５５】
　特に、本実施形態では、挿通工程における矢印Ｆ方向への第１オスコネクタ５００の押
し上げ操作と、変位工程における矢印Ｒ方向への第１オスコネクタ５００の変位（スライ
ド）操作との２操作のみで、先端側背面壁５２２（延設部５２２ｂ）の弾性変形を利用し
て、係合部５２２ｃを先端側開口４２１ｃに挿入することができる。即ち、係合部５２２
ｃを先端側開口４２１ｃに挿入するために、先端側背面壁５２２（係合部４２２ｃ）に対
する操作を別途行う必要がない。これにより、係合部５２２ｃと先端側開口４２１ｃの内
周面との係合により台座４００からの第１オスコネクタ５００の脱落を規制可能としつつ
、作業を簡素化して、組み付け工数の低減を図ることができる。
【０２５６】
　上述したように、挿通工程において、基端側背面板５５１が基板側正面板４１１ｂに当
接する位置まで矢印Ｆ方向へ押し上げられることを許容するべく（図２４（ａ）参照）、
第１基端側弾性片４４１は第１先端側弾性片４５１よりも弾性変形可能量（即ち、直線部
分４４１ｂ，４５１ｂと短手側壁板４１４又は中間固定部４３２との間の隙間寸法）が大
きくされる（図１４（ａ）参照）。この場合、本実施形態では、先端側開口４２１ｃの内
周面に係合可能な係合部５５２ｃを備え、かかる係合部５２２ｃ及び先端側開口４２１ｃ
が係合することで、第１オスコネクタ５００の矢印Ｌ方向への最大変位量を規制できる。
即ち、第１基端側弾性片４４１の弾性変形量が過大となることを規制でき、かかる第１基
端側弾性片４４１が破損することを抑制できる（図２１参照）。
【０２５７】
　ここで、係合部５５２ｃが先端側開口４２１ｃの内周面に係合されることで、台座４０
０からの第１オスコネクタ５００が脱落する（抜け出る）ことを抑制するところ、第１オ
スコネクタ５００に矢印Ｌ方向へ（変位工程における変位の方向と反対の方向）へ大きな
荷重が作用されると、その荷重が係合部５２２ｃに作用されることで、係合部５２２ｃと
先端側開口４２１ｃの内周面との係合が解除される恐れがある。
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【０２５８】
　これに対し、本実施形態によれば、台座４００に対して第１オスコネクタ５００矢印Ｌ
方向（変位工程における変位の方向と反対の方向）へ変位される場合には、基端側弾性片
４４１を弾性変形させることができる（図２１参照）。これにより、基端側弾性片４４１
の弾性回復力を、第１オスコネクタ５００を矢印Ｌ方向へ押し戻す反発力として、第１オ
スコネクタ５００へ作用させることができ、その分、係合部５２２ｃと先端側開口４２１
ｃの内周面との係合が解除されることを抑制できる。
【０２５９】
　なお、基端側弾性片４４１の剛性を先端側弾性片４５１の剛性よりも大きく設定しても
良い。これにより、基端側弾性片４４１の弾性回復力を、第１オスコネクタ５００を矢印
Ｌ方向へ押し戻す反発力とする機能を高め、係合部５２２ｃと先端側開口４２１ｃの内周
面との係合が解除されることをより確実に抑制できる。なお、基端側弾性片４４１を先端
側弾性片４５１よりも剛性を高くする方法としては、その厚み寸法を厚くする、幅寸法を
広くする、リブを立設する、これらを組み合わせるなどの方法が例示される。
【０２６０】
　ここで、挿通工程の後、変位工程において第１オスコネクタ５００を矢印Ｒ方向へ変位
させるためには、第１オスコネクタ５００の基端側正面板５４１及び先端側正面板５４２
が台座４００の基端側開口４２１ｂ及び先端側開口４２１ｃの内周面に係止されないよう
、図２４（ａ）に示すように、これら第１オスコネクタ５００の基端側正面板５４１及び
先端側正面板５４２を、台座４００の第１正面板４１１の正面側（図２４（ａ）上側）に
突出させておく必要がある。
【０２６１】
　この場合、第１オスコネクタ５００には、先端側背面板５５２及び第１基端側弾性片４
４１の弾性回復力が、第１オスコネクタ５００を矢印Ｂ方向へ押し下げる力として作用さ
れると共に、その押し下げる力は基端側正面板５４１が形成される側（図２４（ａ）右側
の部分）に偏って作用される（図２４（ａ）参照）。そのため、挿通工程において、第１
オスコネクタ５００を矢印Ｆ方向へ押し上げる際には、先端側正面板５４２に比べ、基端
側正面板５４１側が矢印Ｆ方向へ押し上げ難くなる。
【０２６２】
　これに対し、本実施形態によれば、中間正面板４１１には、基端側開口４２１ｂに接す
る外縁であってその外縁の正面（図２３（ｂ）及び図２４（ａ）上側の面）に、基端側開
口４２１ｂへ向かうに従って下降傾斜する傾斜面４１１ａ１が形成される。これにより、
基端側正面板５４１側が矢印Ｆ方向へ十分に押し上げられておらず、第１正面板４１１の
正面側への突出量が不十分な場合であっても、傾斜面４１１ａ１を利用して、基端側正面
板５４１が台座４００の基端側開口４２１ｂの内周面に係止され難くすることができ、そ
の結果、変位工程において、第１オスコネクタ５００を矢印Ｒ方向へ変位させることがで
きる。
【０２６３】
　次いで、図２５（ａ）を参照して、第２実施形態について説明する。図２５（ａ）は、
第２実施形態における内枠１２及び遊技盤ユニット１３の側面模式図である。なお、上述
した第１実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０２６４】
　図２５（ａ）に示すように、第２実施形態における第１オスコネクタ５００及び第２オ
スコネクタ６００は、台座４００に対する矢印Ｕ－Ｄ方向における初期位置が、それら第
１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の矢印Ｕ－Ｄ方向における可動範囲の
上端（矢印Ｕ方向の端部）に設定される。よって、上述した図２２（ａ）に示す状態が、
台座４００に対して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が第２実施形態
における初期位置に配置された状態に対応する。
【０２６５】
　ここで、遊技盤ユニット１３には、異なる形態や重量の複数の電気部品が比較的限られ
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たスペースに搭載されるため、均等に配置することが困難であり、その重心位置が遊技盤
ユニット１３の前面側または背面側に偏る傾向がある。そのため、内枠１２における取付
完了位置へ遊技盤ユニット１３を変位させる際には、かかる遊技盤ユニット１３が前面側
または背面側（即ち、重心が位置する側）へ傾斜した姿勢となりやすい。
【０２６６】
　例えば、遊技盤ユニット１３が前面側へ傾斜した姿勢になると、その姿勢に対応して、
第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が下降傾斜され、それら第１オスコ
ネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の先端の高さ位置が、第１メスコネクタ８００
及び第２メスコネクタ９００の接続口（受入口）に対して下方（図２５（ａ）下側）へず
れるため、遊技盤側コネクタ３００Ａを内枠側コネクタ３００Ｂに接続する際の作業性が
悪化する。
【０２６７】
　これに対し、第２実施形態によれば、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６
００の矢印Ｕ－Ｄ方向における初期位置が、矢印Ｕ－Ｄ方向における可動範囲の上端（矢
印Ｕ方向の端部）に設定されるので、遊技盤ユニット１３が前面側へ傾斜した姿勢となり
、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が下降傾斜される場合でも、それ
ら第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の先端の高さ位置を、第１メスコ
ネクタ８００及び第２メスコネクタ９００の接続口（受入口）の高さ位置に一致させるこ
とができる。その結果、遊技盤ユニット１３を第２仮置き部７０２に沿って（即ち、頭２
４（ａ）の矢印Ｓ方向へ）スライドさせることで、第１オスコネクタ５００及び第２オス
コネクタ６００の先端を、第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００の接続口
（受入口）に挿入することができ、遊技盤側コネクタ３００Ａを内枠側コネクタ３００Ｂ
に接続する際の作業性の向上を図ることができる。
【０２６８】
　次いで、図２５（ｂ）を参照して、第３実施形態について説明する。図２５（ｂ）は、
第３実施形態における内枠１２及び遊技盤ユニット１３の側面模式図である。なお、上述
した第１実施形態と同一の部分には同一の符号を付して、その説明は省略する。
【０２６９】
　図２５（ｂ）に示すように、第３実施形態における第１オスコネクタ５００及び第２オ
スコネクタ６００は、台座４００に対する矢印Ｕ－Ｄ方向における初期位置が、それら第
１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の矢印Ｕ－Ｄ方向における可動範囲の
下端（矢印Ｄ方向の端部）に設定される。よって、上述した図２２（ａ）に示す状態が、
台座４００に対して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が第３実施形態
における初期位置に配置された状態に対応する。
【０２７０】
　即ち、第３実施形態で説明する初期位置は、上述した第２実施形態の場合とは逆に、重
心位置が遊技盤ユニット１３の背面側に偏っており、内枠１２における取付完了位置へ遊
技盤ユニット１３を変位させる際に、背面側（即ち、重心が位置する側）へ傾斜した姿勢
となる遊技盤ユニット１３に対して有効となる。
【０２７１】
　詳細には、第３実施形態では、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の
矢印Ｕ－Ｄ方向における初期位置が、矢印Ｕ－Ｄ方向における可動範囲の下端（矢印Ｄ方
向の端部）に設定され、その高さ位置が予め低くされているので、遊技盤ユニット１３が
背面側へ傾斜した姿勢となり、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が上
昇傾斜される場合でも、その傾斜した姿勢において、第１オスコネクタ５００及び第２オ
スコネクタ６００の先端の高さ位置を、第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９
００の接続口（受入口）の高さ位置に一致させることができる。その結果、遊技盤ユニッ
ト１３を第２仮置き部７０２に沿って（即ち、図２４（ｂ）の矢印Ｓ方向へ）スライドさ
せることで、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の先端を、第１メスコ
ネクタ８００及び第２メスコネクタ９００の接続口（受入口）に挿入することができ、遊



(44) JP 6299906 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

技盤側コネクタ３００Ａを内枠側コネクタ３００Ｂに接続する際の作業性の向上を図るこ
とができる。
【０２７２】
　以上、上記実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明は上記形態に何ら限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で種々の変形改良が可能であることは容
易に推察できるものである。
【０２７３】
　上記第２及び第３実施形態では、台座４００に対する第１オスコネクタ５００及び第２
オスコネクタ６００の初期位置を、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）における可動範囲の上端
または下端に設定する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、上下方
向における可動範囲内の任意の位置に設定することができる。また、各実施形態では、第
１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の初期位置が同一の位置に設定される
場合を説明したが、これらの初期位置を互いに異なる位置に設定することは当然可能であ
る。
【０２７４】
　上記第２及び第３実施形態では、遊技盤ユニット１３の重心位置がその正面側または背
面側に偏っている場合を説明したが、このような重心位置の正面側または背面側への偏り
が生じない遊技盤ユニット１３に対しても、上記第２実施形態または第３実施形態を適用
しても良い。重心位置の正面側または背面側への偏りが生じていない場合であっても、台
座４００と第１コネクタ５００との間のがたつき（第１開口４１２の内周面と第１コネク
タ５００の外形との間の隙間）に起因して、台座４００に対し第１コネクタ５００が重力
の作用により前傾姿勢（下降傾斜）又は電気的接続線ＷＨの姿勢保持力により仰傾姿勢（
上昇傾斜）となる場合があり、この場合に、初期位置を上方または下方に設定することが
上記第２実施形態または第３実施形態の場合と同様に有効となる。
 
【０２７５】
　詳細には、第３実施形態では、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の
矢印Ｕ－Ｄ方向における初期位置が、矢印Ｕ－Ｄ方向における可動範囲の下端（矢印Ｄ方
向の端部）に設定され、その高さ位置が予め低くされているので、遊技盤ユニット１３が
背面側へ傾斜した姿勢となり、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が上
昇傾斜される場合でも、その傾斜した姿勢において、第１オスコネクタ５００及び第２オ
スコネクタ６００の先端の高さ位置を、第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９
００の接続口（受入口）の高さ位置に一致させることができる。その結果、遊技盤ユニッ
ト１３を第２仮置き部７０２に沿って（即ち、図２４（ｂ）の矢印Ｓ方向へ）スライドさ
せることで、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００の先端を、第１メスコ
ネクタ８００及び第２メスコネクタ９００の接続口（受入口）に挿入することができ、遊
技盤側コネクタ３００Ａを内枠側コネクタ３００Ｂに接続する際の作業性の向上を図るこ
とができる。
【０２７６】
　上記各実施形態では、台座４００に対する第１オスコネクタ５００及び第２オスコネク
タ６００の上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）における初期位置を、電気的接続線ＷＨの姿勢保
持力を利用して設定する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、これ
に代えて、或いは、これに加えて、左右方向（矢印Ｒ－Ｌ方向）における初期位置を設定
する一対の弾性片（例えば、第１基端側弾性片４４１及び第１先端側弾性片４５１）を流
用して、上下方向（矢印Ｕ－Ｄ方向）における初期位置も設定するように構成しても良い
。
 
【０２７７】
　この場合には、上下方向の両側に弾性片を設ける必要はなく、例えば、第１オスコネク
タ５００及び第２オスコネクタ６００の下側のみに弾性片を設ける構成とすることが好ま
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しい。これにより、自重による下方への移動のみを弾性爪により規制することで、部品点
数を削減しつつ、上下方向における初期位置を設定できるからである。
【０２７８】
　また、弾性片は台座に設ける必要はなく、遊技盤ユニット１３に設けても良く、第１オ
スコネクタ５００又は第２オスコネクタ６００に設けても良い。
【０２７９】
　上記各実施形態では、台座４００における長手側壁部４１６の切り欠き部４１６ａ（図
１０参照）と、配線保持部材７５の開口７５ａ（図８及び図９参照）との間で保持される
場合を説明したが、これら両保持位置の間に更に電気的接続線ＷＨを保持する保持手段を
配設しても良い。この保持手段を更に設けることで、電気的接続線ＷＨの姿勢を所定の姿
勢に設定しやすくでき、第１オスコネクタ５００等の初期位置をより正確に規定できると
共に、電気的接続線ＷＨの長さが冗長である場合に、その長さを調整することができる。
 
【０２８０】
　上記各実施形態では、先端側背面板５５２，６５２に係合部５５２ｃが形成される場合
を説明したが、係合部５５２ｃの形成を省略しても良い。第１基端側弾性片４４１に基端
側背面板５５１が当接されているので、係合部５５２ｃの形成が省略されても、基端側背
面板５５１の矢印Ｒ方向への弾性回復力を利用して、台座４００からの第１オスコネクタ
５００及び第２オスコネクタ６００が矢印Ｌ方向へ脱落する（抜け出る）ことを抑制でき
るからである。
【０２８１】
　なお、この場合には、先端側背面板５５２において、延設部５５２ｂを省略すると共に
、その省略により形成されるスペースの分、接続部５５２ｃ，６５２ｃを大型化すること
が好ましい。その分、中間正面板４１１ａとの当接面積を拡大して、第１オスコネクタ５
００及び第２オスコネクタ６００が台座４００の第１開口４２１及び第２開口４２２から
矢印Ｆ方向に抜け出ることを抑制できるからである。
【０２８２】
　上記各実施形態では、遊技盤側コネクタ３００Ａが可動式のコネクタ（即ち、台座４０
０に対して第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００が変位可能とされるコネ
クタ）として、内枠側コネクタ３００Ｂが固定式のコネクタ（即ち、台座７００に対して
第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００が固定される）として、それぞれ構
成される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、例えば、各実施形態
の場合とは逆に、遊技盤側コネクタ３００Ａを固定式のコネクタとして、内枠側コネクタ
３００Ｂを可動式のコネクタとして構成しても良い。或いは、両者を可動式のコネクタと
して構成しても良い。
【０２８３】
　上記各実施形態では、台座４００に第１基端側弾性片４４１などの各弾性片４４１，４
５１，４４２，４５２を形成する場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではな
く、これら各弾性片４４１，４５１，４４２，４５２のうちの一部または全部を第１オス
コネクタ５００又は第２オスコネクタ６００のハウジング５１０，６１０に形成しても良
い。
【０２８４】
　上記各実施形態では、遊技盤ユニット１３におけるベース板６０の側部６０ａを内枠１
２の挿入部１２８に挿入し、遊技盤ユニット１３を接続完了位置へ変位（回動）させるこ
とで、遊技盤側コネクタ３００Ａ（第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００
）を内枠側コネクタ３００Ｂ（第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００）に
接続すると共に、遊技盤ユニット１３を接続完了位置から変位（回動）させることで、遊
技盤側コネクタ３００Ａ（第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００）と内枠
側コネクタ３００Ｂ（第１メスコネクタ８００及び第２メスコネクタ９００）との接続を
解除する。かかる接続または解除の動作において、上記各実施形態では、第１オスコネク
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タ５００の複数の接点部材５２０が第１メスコネクタ８００の複数の接点部材８２０にそ
れぞれ同時に接続されると共にそれぞれ同時に接続が解除される場合を説明した。このよ
うに、各接点部材５２０，８２０の電気的な接続または解除のタイミングが同時となるこ
とで、電気的に接続（導通）されている箇所と解除（切断）されている箇所とが混在せず
、導通や切断のタイムラグ（タイミングの差）を発生させないので、遊技の制御を適切に
行うことができる。なお、第２オスコネクタ６００及び第２メスコネクタ９００の接続お
よび解除においても同様である。よって、以下においても、第１オスコネクタ５００及び
第２コネクタ８００を例に説明する。
【０２８５】
　一方で、各接点部材５２０，８２０の電気的な接続または解除のタイミングを異ならせ
ても良い。例えば、第１オスコネクタ５００の複数の接点部材５２０が第１メスコネクタ
８００の複数の接点部材８２０に対してその列設方向一側に位置するものから順に接続ま
たは解除が進行するように構成しても良い。「順に」は、接点部材５２０，８２０の対が
一組ずつ接続または解除されるものであっても良く、接点部材５２０，８２０の対が複数
組ずつ接続または解除されるものであっても良い。
【０２８６】
　例えば、複数の接点部材５２０，８２０のうちの先に解除されるものを所定の接点部材
５２０、８２０に設定しておくことで、前面枠１４を遊技中に開放して作業者（例えば、
ホールの担当者）が作業を行う必要が生じた場合に、その作業者が遊技盤ユニット１３を
不用意に変位させ、第１オスコネクタ５００及び第１メスコネクタ８００においてその一
部の接点部材５２０，８２０が解除されてしまった場合でも、遊技に与える影響を最小限
に抑制できる。具体的には、例えば、解除の順序が先とされるものとして、ランプなどの
発光手段やスピーカなどの音声出力装置などの信号線または電力供給を設定しておく形態
が例示される。この例示の場合によれば、一部の接点部材５２０，８２０が解除されたと
しても、ランプの発光や音声の出力が停止される程度として、例えば、保留球や払出球の
数、抽選結果などに関する情報の伝達が途中で寸断されるなど、遊技に重大な影響を与え
ることを抑制できる。
【０２８７】
　なお、解除の順序が後とされるものとしては、例えば、主制御基板と各装置（例えば、
払出制御装置１１１、音声乱舞制御装置１１３、各種スイッチ２０８、ソレノイド２０９
、第１図柄表示装置３７ａ，３７ｂ、第２図柄表示装置、第２図柄保留ランプなど）との
間を接続する電気的信号線または電力供給線が例示され、解除の順が先とされるものとし
ては、例えば、払出制御装置１１１と各装置（例えば、払出モータ２１６、発射制御装置
１１２など）との間を接続する電気的信号線または電力供給線や、音声ランプ制御装置１
１３と各装置（例えば、音声出力装置２２６、ランプ表示装置２２７、その他装置２２８
、枠ボタン２２、表示制御装置１１４など）との間を接続する電気的信号線または電力供
給線が例示される。
【０２８８】
　具体的構成としては、上記各実施形態では、ハウジング５１０（又はケース体８１０）
における複数の接点部材５２０（又は接点部材８２０）の先端位置が矢印Ｒ－Ｌ方向に添
って横一列に配置される場合を説明したが、これに代えて、ハウジング５１０（又はケー
ス体８１０）における複数の接点部材５２０（又は接点部材８２０）の先端位置が矢印Ｒ
－Ｌ方向に添って傾斜する直線上に配置するものが例示される。
【０２８９】
　或いは、上記各実施形態では、台座４００の第１正面板４１１に対しハウジング５１０
を直立させる（矢印Ｆ－Ｂ方向に沿って立設される）場合を説明したが、これに代えて、
台座４００の第１正面板４１１に対しハウジング５１０を傾斜させることで、各接点部材
５２０，８２０が列設方向一側に位置するものから順に接続または解除されるようにして
も良い。
【０２９０】
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　上記各実施形態では、台座４００が別体に形成され遊技盤ユニット１３（ベース板６０
）の背面に締結固定される場合を説明したが、必ずしもこれに限られるものではなく、台
座４００が遊技盤ユニット１３（ベース板６０）の背面に一体に形成されても良い。
【０２９１】
　上記各実施形態では、台座４００に変位可能に取り付けられる対象が、第１オスコネク
タ５００及び第２オスコネクタ６００である場合を説明したが、必ずしもこれに限られる
ものではなく、第１オスコネクタ５００及び第２オスコネクタ６００に代えて、他の構成
部材を取付対象としても良い。他の構成部材としては、例えば、装飾部材が例示される。
装飾部材は、ＬＥＤなどの発光手段が配設されていても良い。これによれば、装飾部材の
取り付けを容易に行うことを可能として、取り付けコストの削減を図ることができると共
に、変位可能であることから、遊技中の振動などに起因して装飾部材に振動や揺れを発生
させ、演出効果を高めることができる。
【０２９２】
　本発明を上記各実施形態とは異なるタイプのパチンコ機等に実施してもよい。例えば、
一度大当たりすると、それを含めて複数回（例えば２回、３回）大当たり状態が発生する
まで、大当たり期待値が高められるようなパチンコ機（通称、２回権利物、３回権利物と
称される）として実施してもよい。また、大当たり図柄が表示された後に、所定の領域に
球を入賞させることを必要条件として遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技を発生
させるパチンコ機として実施してもよい。また、Ｖゾーン等の特別領域を有する入賞装置
を有し、その特別領域に球を入賞させることを必要条件として特別遊技状態となるパチン
コ機に実施してもよい。更に、パチンコ機以外にも、アレパチ、雀球、スロットマシン、
いわゆるパチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機などの各種遊技機として実施す
るようにしても良い。
【０２９３】
　なお、スロットマシンは、例えばコインを投入して図柄有効ラインを決定させた状態で
操作レバーを操作することにより図柄が変動され、ストップボタンを操作することにより
図柄が停止されて確定される周知のものである。従って、スロットマシンの基本概念とし
ては、「複数の識別情報からなる識別情報列を変動表示した後に識別情報を確定表示する
表示装置を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動
表示が開始され、停止用操作手段（例えばストップボタン）の操作に起因して、或いは、
所定時間経過することにより、識別情報の変動表示が停止して確定表示され、その停止時
の識別情報の組合せが特定のものであることを必要条件として、遊技者に所定の遊技価値
を付与する特別遊技を発生させるスロットマシン」となり、この場合、遊技媒体はコイン
、メダル等が代表例として挙げられる。
【０２９４】
　また、パチンコ機とスロットマシンとが融合した遊技機の具体例としては、複数の図柄
からなる図柄列を変動表示した後に図柄を確定表示する表示装置を備えており、球打出用
のハンドルを備えていないものが挙げられる。この場合、所定の操作（ボタン操作）に基
づく所定量の球の投入の後、例えば操作レバーの操作に起因して図柄の変動が開始され、
例えばストップボタンの操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、図柄の
変動が停止され、その停止時の確定図柄がいわゆる大当たり図柄であることを必要条件と
して遊技者に所定の遊技価値を付与する特別遊技が発生させられ、遊技者には、下部の受
皿に多量の球が払い出されるものである。かかる遊技機をスロットマシンに代えて使用す
れば、遊技ホールでは球のみを遊技価値として取り扱うことができるため、パチンコ機と
スロットマシンとが混在している現在の遊技ホールにおいてみられる、遊技価値たるメダ
ルと球との別個の取扱による設備上の負担や遊技機設置個所の制約といった問題を解消し
得る。
【０２９５】
　以下に、本発明の遊技機に加えて上述した実施形態に含まれる各種発明の概念を示す。
【０２９６】
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　電気部品が搭載される遊技ユニットと、その遊技ユニットを支持する支持部材とを備え
る遊技機において、前記遊技ユニットの前記支持部材に対面する側に配設されるユニット
側コネクタと、前記支持部材の前記遊技ユニットに対面する側に配設され、前記支持部材
における取付完了位置へ向けて前記遊技ユニットが変位されることで前記ユニット側コネ
クタと接続されると共に、前記支持部材における取付完了位置から前記遊技ユニットが変
位されることで前記ユニット側コネクタとの接続が解除される支持側コネクタと、を備え
、前記ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方は、前記接続の方向と直
交する方向への変位が許容されるコネクタと、前記コネクタを前記接続の方向と直交する
方向において位置決めする位置決め手段と、を備えることを特徴とする遊技機Ａ１。
【０２９７】
　遊技機Ａ１によれば、支持部材における取付完了位置へ向けて遊技ユニットが変位され
ると、遊技ユニットのユニット側コネクタが支持部材の支持側コネクタに接続される一方
、支持部材における取付完了位置から遊技ユニットが変位されると、遊技ユニットのユニ
ット側コネクタと支持部材の支持側コネクタとの接続が解除される。
【０２９８】
　ここで、ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方が、接続の方向と直
交する方向への変位が許容された状態で保持される遊技機が知られている（特開２０１３
－８１８１８号）。これによれば、支持部材における取付完了位置において、ユニット側
コネクタと支持側コネクタとの間に位置ばらつきがある場合でも、コネクタが接続の方向
と直行する方向へ変位されることで、位置ばらつきを吸収することができ、その結果、支
持部材における取付完了地位において、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を
可能とすることができる。しかしながら、上述した従来の遊技機のように、コネクタの変
位が許容されると、コネクタの配設位置が不安定となり、ユニット側コネクタと支持側コ
ネクタとの接続を開始する際に、これら両コネクタどうしが衝突して破損するおそれがあ
るという問題点があった。
【０２９９】
　これに対し、遊技機Ａ１によれば、コネクタの配設位置を位置決め手段により所定位置
（初期位置）に位置決めできるので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開
始する際に、台座に対してコネクタの配設位置が不用意に変化することを抑制できる。そ
の結果、台座に対するコネクタの配設位置を安定させ、ユニット側コネクタと支持側コネ
クタとの接続開始時に、これら両コネクタどうしが衝突して破損することを抑制すること
ができる。
【０３００】
　前記ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方は、前記遊技ユニットま
たは支持部材に配設されると共に前記コネクタを前記接続の方向と直交する方向への変位
を許容した状態で保持する台座と、前記台座またはコネクタの一方に形成されると共に、
前記台座に対して前記コネクタが前記接続の方向と直交する方向へ変位される場合に前記
台座またはコネクタの他方に当接して弾性変形される弾性片と、を備えることを特徴とす
る遊技機Ａ２。
【０３０１】
　遊技機Ａ２によれば、台座に対するコネクタの配設位置を弾性片により所定位置（初期
位置）に位置決めできるので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開始する
際に、台座に対してコネクタの配設位置が不用意に変化することを抑制できる。その結果
、台座に対するコネクタの配設位置を安定させ、ユニット側コネクタと支持側コネクタと
の接続開始時に、これら両コネクタどうしが衝突して破損することを抑制することができ
る。
【０３０２】
　遊技機Ａ２において、前記弾性片は、前記接続の方向と直交する方向のうちの第１の方
向に沿って一対が配設されると共に、それら一対の弾性片の間に前記コネクタが配設され
ることを特徴とする遊技機Ａ３。



(49) JP 6299906 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

【０３０３】
　遊技機Ａ３によれば、遊技機Ａ２の奏する効果に加え、一対の弾性片の間にコネクタが
配設されるので、台座に対するコネクタの第１の方向における配設位置を一対の弾性片に
より両方向から所定位置（初期位置）に位置決めでき、台座に対してコネクタの配設位置
が変化することを第１の方向における両方向で抑制できる。その結果、台座に対するコネ
クタの配設位置が更に安定するので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開
始する際に、これら両コネクタどうしが衝突して破損することをより確実に抑制すること
ができる。また、コネクタが第１の方向における一方または他方のいずれの方向へ変位さ
れる場合であっても、弾性片の弾性回復力を利用して、コネクタを所定位置（初期位置）
へ復帰させることができる。
【０３０４】
　遊技機Ａ３において、前記コネクタは、前記第１の方向に直交する第２の方向への変位
が許容された状態で前記台座に保持されることを特徴とする遊技機Ａ４。
【０３０５】
　遊技機Ａ４によれば、遊技機Ａ３の奏する効果に加え、コネクタは、第１の方向に直交
する第２の方向への変位が許容された状態で台座に保持されるので、台座に対するコネク
タの可動範囲を確保できる。その結果、支持部材における取付完了位置において、ユニッ
ト側コネクタと支持側コネクタとの間に位置ばらつきがある場合に、台座に対するコネク
タの変位による位置ばらつきを吸収可能な範囲を確保して、ユニット側コネクタと支持側
コネクタとの接続を可能とすることができる。
【０３０６】
　遊技機Ａ４において、前記台座に対して前記コネクタが前記第２の方向へ変位される場
合には、前記第１の方向に沿って配設される弾性片が弾性変形されないことを特徴とする
遊技機Ａ５。
【０３０７】
　遊技機Ａ５によれば、遊技機Ａ４の奏する効果に加え、台座に対してコネクタが第２の
方向へ変位される場合には、第１の方向に沿って配設される一対の弾性片が弾性変形され
ないので、かかる一対の弾性片の形状を、第１の方向および第２の方向の両方向への変位
に対して弾性変形可能な形状とする必要がなく、第１の方向への変位に対してのみ弾性変
形可能な形状とすることができる。その結果、一対の弾性片の形状を簡素化して、その成
型性および耐久性の向上を図ることができる。
【０３０８】
　遊技機Ａ２からＡ５のいずれかにおいて、前記弾性片を弾性変形させる方向へ前記コネ
クタが前記台座に対して変位される場合に、その変位を所定量以下に規制するストッパ手
段を備えることを特徴とする遊技機Ａ６。
【０３０９】
　遊技機Ａ６によれば、遊技機Ａ２からＡ５のいずれかにおいて、弾性片を弾性変形させ
る方向へコネクタが台座に対して変位される場合には、その変位を所定量以下にストッパ
手段によって規制できるので、弾性片が過大に弾性変形して破損することを未然に抑制で
きる。
【０３１０】
　遊技機Ａ６において、前記ストッパ手段は、前記台座に形成される台座側ストッパ手段
と、前記コネクタに形成されるコネクタ側ストッパ手段とを備え、前記弾性片を弾性変形
させる方向へ前記コネクタが前記台座に対して変位される場合には、前記台座側ストッパ
手段にコネクタ側ストッパ手段が当接されることで、前記変位が所定量以下に規制される
ことを特徴とする遊技機Ａ７。
【０３１１】
　遊技機Ａ７によれば、遊技機Ａ６の奏する効果に加え、ストッパ手段は、台座側ストッ
パ手段が台座に形成されると共に、コネクタ側ストッパ手段がコネクタに形成されるので
、台座およびコネクタを組み立てる組立工程において作業者が不用意な組み立て作業を行
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った場合でも、弾性片の破損を抑制できる。
【０３１２】
　例えば、コネクタ側ストッパ手段に当接する部位を、台座ではなく、台座が配設される
遊技ユニットまたは支持ユニットに形成することも可能である。しかし、この場合には、
遊技ユニットまたは支持ユニットに対して台座およびコネクタの両者を装着した後でなけ
ればストッパ機能を発揮できず、台座およびコネクタを組み立てる組立工程においては、
ストッパ機能を発揮させることができない。
【０３１３】
　これに対し、遊技機Ａ７によれば、ストッパ手段が、台座に形成される部位（台座側ス
トッパ手段）とコネクタに形成される部位（コネクタ側ストッパ手段）とからなるので、
台座およびコネクタを組み立てる組立工程においても、両部位（台座側ストッパ手段およ
びコネクタ側ストッパ手段）どうしを当接させ、ストッパ機能を発揮させることができる
。その結果、組立工程において作業者が不用意な組み立て作業を行った場合でも、弾性片
の破損を抑制できる。
【０３１４】
　遊技機Ａ３において、前記支持部材の前面に配設されると共に幅方向一方の側縁が前記
支持部材の幅方向一方の側縁に回転可能に軸支され前記幅方向一方の側縁を中心に回転さ
れることで前記支持部材に対して開閉される前面側部材を備え、前記第１の方向が前記支
持部材の幅方向に沿う方向とされることを特徴とする遊技機Ａ８。
【０３１５】
　遊技機Ａ８によれば、遊技機Ａ３の奏する効果に加え、第１の方向が支持部材の幅方向
に沿う方向とされるので、支持部材における取付完了位置へ向けて前記遊技ユニットを変
位させる動作として、例えば、支持部材に対して前面側部材を少し開いた状態で、それら
前面側部材と支持部材との間の開放部分から遊技ユニットの幅方向一方の側縁を挿入し、
その挿入した遊技ユニットの幅方向一方の側縁を支持部材の幅方向一方の側縁に配置する
と共に、幅方向一方の側縁を中心として遊技ユニットを支部部材へ向けて回転させる動作
を採用する場合に、台座に対するコネクタの配設位置を、一対の弾性片により支持部材の
幅方向における所定位置（初期位置）に位置決めしておくことができる。その結果、上記
動作によって、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開始する際に、これら両
コネクタどうしが衝突して破損することを抑制しやすくすることができる。
【０３１６】
　なお、支持部材の幅方向とは、遊技機を正面視した際の左右方向を意味する。
【０３１７】
　遊技機Ａ２からＡ８のいずれかにおいて、前記台座は、前記支持部材または遊技ユニッ
トに締結ねじにより締結固定される被締結部を備え、その被締結部に前記弾性片が形成さ
れることを特徴とする遊技機Ａ９。
【０３１８】
　遊技機Ａ９によれば、遊技機Ａ２からＡ８の奏する効果に加え、台座は、支持部材また
は遊技ユニットに締結ねじにより締結固定される被締結部を備え、その被締結部に弾性片
が形成されるので、弾性片が比較的大きく弾性変形された際に台座が破損することを抑制
できる。即ち、被締結部は、支持部材または遊技ユニットに締結ねじに締結固定されるた
め、弾性片が比較的大きく弾性変形される場合には、その弾性変形に伴う荷重を、被締結
部だけでなく、支持部材または遊技ユニットの剛性も利用して支えることができ、その結
果、台座の破損を抑制できる。
【０３１９】
　遊技機Ａ９において、前記被締結部は、前記締結ねじの座面から締結力を受ける受け面
を備え、その被締結部の受け面に前記弾性片の基端が接続されることを特徴とする遊技機
Ａ１０。
【０３２０】
　遊技機Ａ１０によれば、遊技機Ａ９において、被締結部は、締結ねじの座面から締結力
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を受ける受け面を備え、その被締結部の受け面に弾性片の基端が接続されるので、弾性片
が比較的大きく弾性変形された際に台座が破損することを抑制できる。即ち、弾性片が比
較的大きく弾性変形される場合には、その弾性変形に伴う荷重を、被締結部だけでなく、
締結ねじの剛性も利用して支えることができ、その結果、台座の破損を抑制できる。
【０３２１】
　遊技機Ａ２からＡ１０のいずれかにおいて、前記台座は、前記支持部材または遊技ユニ
ットに取り付けられる際にその支持部材または遊技ユニットに当接される取付面を備え、
その取付面に前記弾性片が接続されることを特徴とする遊技機Ａ１１。
【０３２２】
　遊技機Ａ１１によれば、遊技機Ａ２からＡ１０の奏する効果に加え、台座は、支持部材
または遊技ユニットに取り付けられる際にその支持部材または遊技ユニットに当接される
取付面を備え、その取付面に前記弾性片が接続されるので、弾性片が比較的大きく弾性変
形された際に台座が破損することを抑制できる。即ち、取付面は、支持部材または遊技ユ
ニットへの台座の取付時にその支持部材または遊技ユニットに当接される部位であるため
、弾性片が比較的大きく弾性変形される場合には、その弾性変形に伴う荷重を、取付面だ
けでなく、支持部材または遊技ユニットの剛性も利用して支えることができ、その結果、
台座の破損を抑制できる。
【０３２３】
　遊技機Ａ２からＡ１１のいずれかにおいて、前記台座は、正面視矩形の正面壁と、その
正面壁の４辺にそれぞれ連設される複数の側壁と、それら複数の側壁のうちの１の側壁に
配設され前記支持部材または遊技ユニットに締結ねじにより締結固定される被締結部とを
備え、前記複数枚の側壁のうちの前記被締結部が配設される側壁に前記弾性片が形成され
ることを特徴とする遊技機Ａ１２。
【０３２４】
　遊技機Ａ１２によれば、遊技機Ａ２からＡ１１の奏する効果に加え、台座は、正面視矩
形の正面壁と、その正面壁の４辺にそれぞれ連設される複数の側壁と、それら複数の側壁
のうちの１の側壁に配設され支持部材または遊技ユニットに締結ねじにより締結固定され
る被締結部とを備え、複数枚の側壁のうちの被締結部が配設される側壁に弾性片が形成さ
れるので、弾性片が比較的大きく弾性変形された際に台座が破損することを抑制できる。
即ち、台座の複数の側壁は、比較的剛性が弱い部位であるところ、これら複数の側壁のう
ちの弾性片が形成される側壁には、被締結部が配設されるので、弾性片が比較的大きく弾
性変形される場合には、その弾性変形に伴う荷重を、側壁だけでなく、被締結部を介して
、支持部材または遊技ユニットの剛性も利用して支えることができ、その結果、台座の破
損を抑制できる。
【０３２５】
　遊技機Ａ２からＡ１２のいずれかにおいて、前記台座は、前記接続の方向への前記コネ
クタの変位を規制する接続側規制部を備え、その接続側規制部が片持ち形状とされること
を特徴とする遊技機Ａ１３。
【０３２６】
　遊技機Ａ１３によれば、遊技機Ａ２からＡ１２のいずれかの奏する効果に加え、台座は
、接続の方向へのコネクタの変位を規制する接続側規制部を備え、その接続側規制部が片
持ち形状とされるので、かかる接続側規制部を弾性変形させやすくできる。これにより、
支持側コネクタ及びユニット側コネクタが接続される際の衝撃を、接続側規制部の弾性変
形により吸収することができ、その結果、台座の破損を抑制できる。また、接続側規制部
の弾性変形により、台座（接続の方向に直交する平面）に対してコネクタを傾斜させるこ
とができるので、例えば、支持側コネクタ及びユニット側コネクタの間の位置ずれであっ
て、台座に対してコネクタが接続の方向と直交する方向へ変位されるのみでは吸収できな
い位置ずれであっても、かかる位置ずれを接続側規制部の弾性変形を利用して吸収可能と
できる。
【０３２７】
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　遊技機Ａ２からＡ１３のいずれかにおいて、前記台座は、前記解除の方向への前記コネ
クタの変位を規制する解除側規制部を備え、その解除側規制部が片持ち形状とされること
を特徴とする遊技機Ａ１４。
【０３２８】
　遊技機Ａ１４によれば、遊技機Ａ２からＡ１３のいずれかの奏する効果に加え、台座は
、解除の方向へのコネクタの変位を規制する解除側規制部を備え、その解除側規制部が片
持ち形状とされるので、支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続が解除される際に
コネクタを解除側規制部により保持して、両コネクタの接続を確実に解除させることがで
きる。
【０３２９】
　この場合、接続側規制部が弾性変形することにより、台座に対してコネクタを接続方向
に対して傾斜させることができるので、例えば、支持側コネクタ及びユニット側コネクタ
の解除の方向と支持部材における取付完了位置から遊技ユニットが変位される方向とが一
致されておらず（方向がずれていて）、台座に対してコネクタが接続の方向と直交する方
向へ変位されるのみでは吸収できない場合であっても、かかる方向のずれを吸収可能とで
きる。
【０３３０】
　遊技機Ａ２からＡ１４のいずれかにおいて、前記弾性片は、その延設先端に形成され前
記解除の方向への前記コネクタの変位を規制する解除側規制部を備えることを特徴とする
遊技機Ａ１５。
【０３３１】
　遊技機Ａ１５によれば、遊技機Ａ２からＡ１４のいずれかの奏する効果に加え、弾性片
は、その延設先端に形成され、解除の方向へのコネクタの変位を規制する解除側規制部を
備えるので、支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続が解除される際にコネクタを
解除側規制部により保持して、両コネクタの接続を確実に解除させることができる。
【０３３２】
　一方で、弾性片は、比較的大きく弾性変形が可能なので、台座およびコネクタを組み立
てる組立工程においては、弾性片を弾性変形させ解除側規制部を退避させておくことで、
台座およびコネクタの組み立て作業が解除側規制部に阻害されることを抑制できる。その
結果、弾性片の延設先端に解除側規制部が形成されている場合であっても、台座およびコ
ネクタを組み立てる際の作業性の向上を図ることができる。
【０３３３】
　更に、弾性片が弾性変形することにより、台座に対してコネクタを接続方向に対して傾
斜させることができるので、例えば、支持側コネクタ及びユニット側コネクタの解除の方
向と支持部材における取付完了位置から遊技ユニットが変位される方向とが一致されてお
らず（方向がずれていて）、台座に対してコネクタが接続の方向と直交する方向へ変位さ
れるのみでは吸収できない場合であっても、かかる方向のずれを吸収可能とできる。
【０３３４】
　遊技機Ａ２からＡ１５のいずれかにおいて、前記支持部材は、前記遊技ユニットの底面
が載置可能に形成されると共に前記遊技ユニットを前記支持部材における取付完了位置へ
向けて案内する案内面部材を備えることを特徴とする遊技機Ａ１６。
【０３３５】
　遊技機Ａ１６によれば、遊技機Ａ２からＡ１５のいずれかの奏する効果に加え、支持部
材は、遊技ユニットの底面が載置可能に形成されると共に遊技ユニットを支持部材におけ
る取付完了位置へ向けて案内する案内面部材を備えるので、遊技ユニットを案内面部材に
載置した上でその案内面部材に沿ってスライド移動させることができる。これにより、比
較的重量の嵩む遊技ユニットを前記支持部材における取付完了位置へ向けて正確に変位さ
せやすくなるので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開始する際に、これ
ら両コネクタどうしが衝突して破損することを抑制することができる。また、ユニット側
コネクタと支持側コネクタとの接続動作中およびその接続の解除動作中には、遊技ユニッ
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トを支持部材に対して一定の姿勢で変位させやすくすることができるので、ユニット側コ
ネクタと支持側コネクタとの間に無理な力が作用して破損することを抑制できる。
【０３３６】
　遊技機Ａ１６において、前記支持部材の案内面部材に前記遊技ユニットの底面が載置さ
れ、且つ、前記支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続が解除された状態を形成可
能とされることを特徴とする遊技機Ａ１７。
【０３３７】
　遊技機Ａ１７によれば、遊技機Ａ１６の奏する効果に加え、支持部材の案内面部材に遊
技ユニットの底面が載置され、且つ、支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続が解
除された状態を形成可能とされるので、先に遊技ユニットを支持部材の案内面部材に載置
し、その後、遊技ユニットを案内面部材に沿ってスライド移動させて、支持側コネクタ及
びユニット側コネクタの接続を行うことができると共に、支持側コネクタ及びユニット側
コネクタの接続を解除した際には遊技ユニットを案内面部材に載置された状態とすること
ができる。その結果、比較的重い遊技ユニットの支持部材への取り付け及び取り外しと、
支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続および解除との作業性の向上を図ることが
できる。
【０３３８】
　電気部品が搭載される遊技ユニットと、その遊技ユニットを支持する支持部材とを備え
る遊技機において、前記遊技ユニットの前記支持部材に対面する側に配設されるユニット
側コネクタと、前記支持部材の前記遊技ユニットに対面する側に配設され、前記支持部材
における取付完了位置へ向けて前記遊技ユニットが変位されることで前記ユニット側コネ
クタと接続されると共に、前記支持部材における取付完了位置から前記遊技ユニットが変
位されることで前記ユニット側コネクタとの接続が解除される支持側コネクタと、を備え
、前記ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方は、前記遊技ユニットま
たは支持部材に配設される台座と、その台座に前記接続の方向と直交する方向への変位が
許容された状態で保持されるコネクタと、を備え、そのコネクタの上下方向における初期
位置が、前記変位が許容される範囲における上下方向中央よりも上方または下方に設定さ
れることを特徴とする遊技機Ｂ１。
【０３３９】
　遊技機Ｂ１によれば、支持部材における取付完了位置へ向けて遊技ユニットが変位され
ると、遊技ユニットのユニット側コネクタが支持部材の支持側コネクタに接続される一方
、支持部材における取付完了位置から遊技ユニットが変位されると、遊技ユニットのユニ
ット側コネクタと支持部材の支持側コネクタとの接続が解除される。
【０３４０】
　ここで、ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方が、遊技ユニットま
たは支持部材に配設される台座と、その台座に接続の方向と直交する方向への変位が許容
された状態で保持されるコネクタと、を備える遊技機が知られている（特開２０１３－８
１８１８号）。これによれば、支持部材における取付完了位置において、ユニット側コネ
クタと支持側コネクタとの間に位置ばらつきがある場合でも、コネクタが台座に対して接
続の方向と直行する方向へ変位されることで、位置ばらつきを吸収することができ、その
結果、支持部材における取付完了地位において、ユニット側コネクタと支持側コネクタと
の接続を可能とすることができる。この場合、遊技ユニットには、異なる形態の電気部品
を複数搭載するため、均等に配置することが困難であり、遊技ユニットの重心は、その遊
技ユニットの前面側または背面側に偏って位置する傾向がある。そのため、支持部材にお
ける取付完了位置へ向けて遊技ユニットを変位させる際には、かかる遊技ユニットが前面
側または背面側（即ち、重心が位置する側）へ傾斜した姿勢となりやすい。このように遊
技ユニットが前面側または背面側へ傾斜した姿勢になると、その姿勢に対応して、ユニッ
ト側コネクタが上昇傾斜または下降傾斜されるため、ユニット側コネクタと支持側コネク
タとを接続させる際の作業性が悪いという問題点があった。
【０３４１】
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　これに対し、遊技機Ｂ１によれば、支持部材における取付完了位置へ向けて遊技ユニッ
トを変位させる際に、その遊技ユニットが前面側または背面側へ傾斜した姿勢となり、ユ
ニット側コネクタが上昇傾斜または下降傾斜される場合でも、コネクタの上下方向におけ
る初期位置が、変位が許容される範囲における上下方向中央よりも上方または下方に設定
されるので、その分、両コネクタの接続先端における上下方向位置を同じ位置としやすく
できる。その結果、ユニット側コネクタと支持側コネクタとを接続させる際の作業性の向
上を図ることができる。
【０３４２】
　遊技機Ｂ１において、前記コネクタから延設される電気的接続線を備え、その電気的接
続線の姿勢保持力がコネクタに作用されることで、前記コネクタの上下方向における初期
位置が、前記変位が許容される範囲における上下方向中央よりも上方または下方に設定さ
れることを特徴とする遊技機Ｂ２。
【０３４３】
　遊技機Ｂ２によれば、遊技機Ｂ１の奏する効果に加え、電気的接続線の姿勢保持力がコ
ネクタに作用されることで、コネクタの上下方向における初期位置が上方または下方に設
定されるので、部品点数を低減して、その分、製品コストの削減を図ることができる。即
ち、弾性変形可能な弾性片を台座またはコネクタの一方に設け、その弾性片によりコネク
タの初期位置を設定することも可能であるが、この場合には、弾性片を別途設ける必要が
あり、部品点数が増加する。これに対し、遊技機Ｂ２では、電気的接続線の姿勢保持力を
利用してコネクタを初期位置に保持する構成なので、既存の部品を流用することができ、
別途部品を設ける必要がない。また、支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続の動
作において、コネクタが台座に対して変位される場合には、その変位を電気的接続線の姿
勢変化で許容することができる。
【０３４４】
　なお、電気的接続線の姿勢保持力とは、電気的接続線が所定の姿勢（初期姿勢）を維持
しようとする力（所定の姿勢に復帰しようとする力）を意味する。例えば、電気的接続線
が所定の姿勢（初期姿勢）から変形された姿勢で配置されると、電気的接続線が所定の姿
勢（初期姿勢）に復帰しようとする力（姿勢保持力）が発生し、その力（姿勢保持力）が
コネクタに作用される。また、電気的接続線としては、例えば、信号線や電力供給線など
が例示される。電気的接続線は、信号線または電力供給線の一方のみから形成されても良
く、或いは、両方を含んで形成されても良い。
【０３４５】
　遊技機Ｂ２において、前記台座は、前記電気的接続線に当接する当接部を備えることを
特徴とする遊技機Ｂ３。
【０３４６】
　遊技機Ｂ３によれば、遊技機Ｂ２の奏する効果に加え、電気的接続線に当接する当接部
を台座が備えるので、コネクタにより近い位置で電気的接続線に当接部を当接させること
ができる。これにより、電気的接続線の姿勢保持力をコネクタに効果的に作用させること
が可能な姿勢に電気的接続線を変形させることができ、その結果、コネクタの初期位置を
適正な位置に保持しやすくできる。また、コネクタに近い位置となる当接部は、電気的接
続線に当接する構成であり、かかる電気的接続線の変形を許容するので、台座に対してコ
ネクタが変位される際に、その変位が阻害されることを抑制できる。
 
【０３４７】
　遊技機Ｂ２又はＢ３において、前記遊技ユニットまたは支持部材は、前記電気的接続線
を保持する保持部を備えることを特徴とする遊技機Ｂ４。
【０３４８】
　遊技機Ｂ４によれば、遊技機Ｂ２又はＢ３の奏する効果に加え、電気的接続線を保持す
る保持部を遊技ユニットまたは支持部材が備えるので、かかる保持部により電気的接続線
を拘束することで、コネクタまでの電気的接続線の長さを一定に保つことができる。その
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結果、電気的接続線の姿勢を安定させることができるので、コネクタの初期位置を適正な
位置に保持しやすくできる。
【０３４９】
　遊技機Ｂ１からＢ４のいずれかにおいて、前記支持部材は、前記遊技ユニットの底面が
載置可能に形成されると共に前記遊技ユニットを前記支持部材における取付完了位置へ向
けて案内する案内面部材を備えることを特徴とする遊技機Ｂ５。
【０３５０】
　遊技機Ｂ５によれば、遊技機Ｂ１からＢ４のいずれかの奏する効果に加え、支持部材は
、遊技ユニットの底面が載置可能に形成されると共に遊技ユニットを支持部材における取
付完了位置へ向けて案内する案内面部材を備えるので、遊技ユニットを案内面部材に載置
した上でその案内面部材に沿ってスライド移動させることができる。これにより、比較的
重量の嵩む遊技ユニットを前記支持部材における取付完了位置へ向けて正確に変位させや
すくなるので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開始する際に、これら両
コネクタどうしが衝突して破損することを抑制することができる。また、ユニット側コネ
クタと支持側コネクタとの接続動作中およびその接続の解除動作中には、遊技ユニットを
支持部材に対して一定の姿勢で変位させやすくすることができるので、ユニット側コネク
タと支持側コネクタとの間に無理な力が作用して破損することを抑制できる。
【０３５１】
　遊技機Ｂ５において、前記支持部材の案内面部材に前記遊技ユニットの底面が載置され
、且つ、前記支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続が解除された状態を形成可能
とされることを特徴とする遊技機Ｂ６。
【０３５２】
　遊技機Ｂ６によれば、遊技機Ｂ５の奏する効果に加え、支持部材の案内面部材に遊技ユ
ニットの底面が載置され、且つ、支持側コネクタ及びユニット側コネクタの接続が解除さ
れた状態を形成可能とされるので、先に遊技ユニットを支持部材の案内面部材に載置し、
その後、遊技ユニットを案内面部材に沿ってスライド移動させて、支持側コネクタ及びユ
ニット側コネクタの接続を行うことができると共に、支持側コネクタ及びユニット側コネ
クタの接続を解除した際には遊技ユニットを案内面部材に載置された状態とすることがで
きる。その結果、比較的重い遊技ユニットの支持部材への取り付け及び取り外しと、支持
側コネクタ及びユニット側コネクタの接続および解除との作業性の向上を図ることができ
る。
【０３５３】
　電気部品が搭載される遊技ユニットと、その遊技ユニットを支持する支持部材とを備え
る遊技機において、前記遊技ユニットの前記支持部材に対面する側に配設されるユニット
側コネクタと、前記支持部材の前記遊技ユニットに対面する側に配設され、前記支持部材
における取付完了位置へ向けて前記遊技ユニットが変位されることで前記ユニット側コネ
クタと接続されると共に、前記支持部材における取付完了位置から前記遊技ユニットが変
位されることで前記ユニット側コネクタとの接続が解除される支持側コネクタと、を備え
、前記ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方は、前記遊技ユニットま
たは支持部材に配設される台座と、その台座に前記接続の方向と直交する方向への変位が
許容された状態で保持されるコネクタと、を備え、前記台座は、開口を有する正面壁を備
え、前記コネクタは、前記正面壁の開口に挿通可能に形成される本体部と、その本体部か
ら張り出す第１壁部と、その第１壁部から前記接続の方向に離間して位置すると共に前記
本体部から張り出す第２壁部と、を備え、前記台座の正面壁の正面または背面から前記コ
ネクタの本体部および第１壁部が前記正面壁の開口に挿通された後、前記台座に対して前
記コネクタが前記接続の方向と直交する方向へ変位されることで組み立てられ、前記正面
壁の正面に前記第１壁部または第２壁部の一方が配設されると共に、前記正面壁の背面に
前記第１壁部または第２壁部の他方が配設されることを特徴とする遊技機Ｃ１。
【０３５４】
　遊技機Ｃ１によれば、支持部材における取付完了位置へ向けて遊技ユニットが変位され
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ると、遊技ユニットのユニット側コネクタが支持部材の支持側コネクタに接続される一方
、支持部材における取付完了位置から遊技ユニットが変位されると、遊技ユニットのユニ
ット側コネクタと支持部材の支持側コネクタとの接続が解除される。
【０３５５】
　ここで、ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方が、遊技ユニットま
たは支持部材に配設される台座と、その台座に接続の方向と直交する方向への変位が許容
された状態で保持されるコネクタと、を備える遊技機が知られている（特開２０１３－８
１８１８号）。これによれば、支持部材における取付完了位置において、ユニット側コネ
クタと支持側コネクタとの間に位置ばらつきがある場合でも、コネクタが台座に対して接
続の方向と直行する方向へ変位されることで、位置ばらつきを吸収することができ、その
結果、支持部材における取付完了地位において、ユニット側コネクタと支持側コネクタと
の接続を可能とすることができる。しかしながら、上述した従来の遊技機のように、台座
に対してコネクタが接続の方向と直交する方向への変位が許容された状態とするためには
、構造が複雑化して、組み立てコストが嵩むという問題点があった。
【０３５６】
　これに対し、遊技機Ｃ１によれば、コネクタは、正面壁の開口に挿通可能に形成される
本体部から第１壁部および第２壁部を張り出させるので、台座の正面壁の正面または背面
からコネクタの本体部および第１壁部を前記正面壁の開口に挿通した後、台座に対してコ
ネクタを接続の方向と直交する方向へ変位させることで、台座およびコネクタの組み立て
を完了することができ、その分、組み立てコストの削減を図ることができる。
【０３５７】
　この場合、台座の正面壁の正面および背面にはコネクタ（本体部）の第１壁部または第
２壁部の一方および他方が配設されるので、支持部材における取付完了位置へ向けて又は
取付完了位置から遊技ユニットを変位させる際には、台座の正面または背面と第１壁部ま
たは第２壁部の一方または背面との当接により台座に対するコネクタ（本体部）の接続の
方向または解除の方向への変位を規制できるので、ユニット側コネクタ及び支持側コネク
タの接続およびその解除を確実に行うことができる。
【０３５８】
　遊技機Ｃ１において、前記台座またはコネクタの一方に形成されると共に、前記台座に
対して前記コネクタが前記接続の方向と直交する方向であって第１の方向へ変位される場
合に前記台座またはコネクタの他方に当接して弾性変形される弾性片を備え、
　前記台座およびコネクタを組み立てる際に、前記台座に対して前記コネクタを前記接続
の方向と直交する方向へ変位させる方向が前記第１の方向と反対方向となる第２の方向と
されることを特徴とする遊技機Ｃ２。
【０３５９】
　遊技機Ｃ２によれば、遊技機Ｃ１の奏する効果に加え、台座に対してコネクタが接続の
方向と直行する方向であって第１の方向へ変位される場合に台座またはコネクタの他方に
当接して弾性変形される弾性片を備えるので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの
接続開始時に、これら両コネクタどうしが衝突して破損することを抑制することができる
。
【０３６０】
　即ち、台座に対するコネクタの変位が許容されると、台座に対するコネクタの配設位置
が不安定となり、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開始する際に、これら
両コネクタどうしが衝突して破損するおそれがあるという問題点があった。
【０３６１】
　これに対し、遊技機Ｃ２によれば、台座に対するコネクタの配設位置を弾性片により所
定位置（初期位置）に位置決めできるので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接
続を開始する際に、台座に対してコネクタの配設位置が不用意に変化することを抑制でき
る。その結果、台座に対するコネクタの配設位置を安定させ、ユニット側コネクタと支持
側コネクタとの接続開始時に、これら両コネクタどうしが衝突して破損することを抑制す
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ることができる。
【０３６２】
　この場合、台座およびコネクタを組み立てる際に、台座に対してコネクタを接続の方向
と直交する方向へ変位させる方向が第１の方向と反対方向となる第２の方向とされるので
、台座に対してコネクタ（本体部）が組み立て時の方向と反対の方向となる第１の方向へ
変位される場合には、弾性片を弾性変形させ、かかる弾性片の弾性回復力を、コネクタ（
本体部）を第１の方向と反対方向となる第２の方向へ押し戻す反発力としてコネクタ（本
体部）へ作用させることができる。これにより、台座の正面壁における開口からコネクタ
（本体部）が脱落することを抑制できる。
【０３６３】
　即ち、遊技機Ｃ２によれば、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続開始時にお
ける衝突を抑制するための手段と、台座からコネクタが脱落することを抑制するための手
段との両者を弾性片に兼用させることができる。
【０３６４】
　遊技機Ｃ１又はＣ２において、前記コネクタは、先端に係合部を有し弾性変形可能に形
成される弾性係合片を備え、台座およびコネクタを組み立てるために、前記台座の正面壁
の正面または背面から前記コネクタの本体部および第１壁部が前記正面壁の開口に挿通さ
れ、前記台座に対して前記コネクタが前記接続の方向と直交する方向へ変位される際には
、前記弾性係合片の係合部が前記正面壁の正面または背面に押圧され前記弾性係合片が弾
性変形されると共に、前記台座に対して所定位置まで前記コネクタが前記接続の方向と直
交する方向へ変位されることで、前記弾性係合片が弾性回復され、前記弾性係合片の係合
部が前記正面壁の開口の内縁に係止可能とされることを特徴とする遊技機Ｃ３。
【０３６５】
　遊技機Ｃ３によれば、遊技機Ｃ１又はＣ２の奏する効果に加え、前記台座およびコネク
タを組み立てるために、台座の正面壁の正面または背面からコネクタの本体部および第１
壁部が正面壁の開口に挿通され、台座に対してコネクタが接続の方向と直交する方向へ変
位される際には、弾性係合片の係合部が正面壁の正面または背面に押圧され弾性係合片が
弾性変形されると共に、台座に対する所定位置までコネクタが接続の方向と直交する方向
へ変位されることで、弾性係合片が弾性回復され、弾性係合片の係合部が正面壁の開口の
内縁に係止可能とされるので、弾性係合片に対する操作を別途行う必要がなく、台座に対
してコネクタ（本体部）を変位させるのみで、弾性係合片の係合部が正面壁の開口の内縁
に係止させ、抜け止めとすることができる。これにより、台座およびコネクタの構造およ
び組み立ての工程の簡素化を図りつつ、台座の正面壁における開口からコネクタ（本体部
）が脱落することを確実に抑制できる。
【０３６６】
　遊技機Ｃ３において、前記台座またはコネクタの一方に形成されると共に、前記台座に
対して前記コネクタが前記接続の方向と直交する方向であって第１の方向へ変位される場
合に前記台座またはコネクタの他方に当接して弾性変形される弾性片を備え、前記台座お
よびコネクタを組み立てる際に、前記台座に対して前記コネクタを前記接続の方向と直交
する方向へ変位させる方向が前記第１の方向と反対方向となる第２の方向とされることを
特徴とする遊技機Ｃ４。
【０３６７】
　遊技機Ｃ４によれば、遊技機Ｃ３の奏する効果に加え、台座に対してコネクタが第１の
方向へ変位される場合に台座またはコネクタの他方に当接して弾性変形される弾性片を備
え、台座およびコネクタを組み立てるために、台座に対してコネクタを変位させる方向が
第１の方向と反対方向となる第２の方向とされるので、弾性係合片の係合部による抜け止
め効果を、弾性片の弾性力を利用して、確実に維持することができる。
【０３６８】
　即ち、台座に対してコネクタ（本体部）が組み立て時の方向と反対の方向となる第１の
方向へ変位されると、弾性係合片の係合部が正面壁の開口の内縁に係止され、抜け止めと



(58) JP 6299906 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

して機能することで、台座の正面壁における開口からコネクタ（本体部）が脱落すること
を抑制するところ、コネクタ（本体部）へ第１の方向へ大きな荷重が作用されると、その
荷重が弾性係合片に作用され、かかる弾性係合片が弾性変形されることで、弾性係合片の
係合部と正面壁の開口の内縁との係止が解除される恐れがある。
【０３６９】
　これに対し、遊技機Ｃ４によれば、台座に対してコネクタ（本体部）が組み立て時の方
向と反対の方向となる第１の方向へ変位される場合には、弾性片を弾性変形させることが
できるので、かかる弾性片の弾性回復力を、コネクタ（本体部）を第１の方向と反対方向
となる第２の方向へ押し戻す反発力としてコネクタ（本体部）へ作用させることができる
。これにより、弾性係合片に作用される第１の方向への荷重を軽減して、かかる弾性係合
片が弾性変形されることを抑制できるので、その分、弾性係合片の係合部と正面壁の開口
の内縁との係止が解除され難くすることができる。その結果、弾性片の弾性力を利用でき
る分、弾性係合片の係合部による抜け止め効果を高めることができる。
【０３７０】
　なお、台座に対するコネクタの変位が許容されると、台座に対するコネクタの配設位置
が不安定となり、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接続を開始する際に、これら
両コネクタどうしが衝突して破損するおそれがあるという問題点があった。
【０３７１】
　これに対し、遊技機Ｃ４によれば、台座に対するコネクタの配設位置を弾性片により所
定位置（初期位置）に位置決めできるので、ユニット側コネクタと支持側コネクタとの接
続を開始する際に、台座に対してコネクタの配設位置が不用意に変化することを抑制でき
る。その結果、台座に対するコネクタの配設位置を安定させ、ユニット側コネクタと支持
側コネクタとの接続開始時に、これら両コネクタどうしが衝突して破損することを抑制す
ることができる。
【０３７２】
　遊技機Ｃ２において、前記弾性片は、その延設先端に形成され前記接続の方向または解
除の方向への前記コネクタの変位を規制する規制部を備えることを特徴とする遊技機Ｃ５
。
【０３７３】
　遊技機Ｃ５によれば、遊技機Ｃ２の奏する効果に加え、弾性片は、その延設先端に形成
され、接続の方向または解除の方向へのコネクタの変位を規制する規制部を備えるので、
支持側コネクタ及びユニット側コネクタを接続する際またはその接続を解除する際にコネ
クタを解除側規制部により保持して、両コネクタの接続および接続の解除を確実に実行す
ることができる。
【０３７４】
　一方で、弾性片は、比較的大きく弾性変形が可能なので、台座およびコネクタを組み立
てる組み立て工程においては、弾性片を弾性変形させ規制部を退避させておくことで、台
座およびコネクタの組み立て作業が規制部に阻害されることを抑制できる。その結果、弾
性片の延設先端に規制部が形成されている場合であっても、台座およびコネクタを組み立
てる際の作業性の向上を図ることができる。
【０３７５】
　特に、遊技機Ｃ５によれば、台座の正面壁の正面または背面からコネクタの本体部およ
び第１壁部を前記正面壁の開口に挿通し、台座に対してコネクタを接続の方向と直交する
方向へ変位させることで、台座およびコネクタを組み立てる構造であるが故に、第１壁部
または第２壁部とそれらに当接して接続の方向または解除の方向への変位を規制するため
の正面壁（即ち、開口が非形成とされる部位）との両者の面積を十分に確保することが困
難である。この場合、弾性片の先端を利用して規制部が形成されることで、その分、上記
変位を規制するための面積を拡大することができ、その結果、支持側コネクタ及びユニッ
ト側コネクタを接続する際またはその接続を解除する際にコネクタを確実に保持して、両
コネクタの接続および接続の解除の信頼性を高めることができる。
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【０３７６】
　遊技機Ｃ３又はＣ４において、前記弾性係合片は、その基部が前記第１壁部または第２
壁部に接続されると共に、前記台座およびコネクタを組み立てる際に前記台座に対して前
記コネクタを前記接続の方向と直交する方向へ変位させる方向と平行に延設されることを
特徴とする遊技機Ｃ６。
【０３７７】
　遊技機Ｃ６によれば、遊技機Ｃ３又はＣ４の奏する効果に加え、弾性係合片は、その基
部が第１壁部または第２壁部に接続されると共に、台座およびコネクタを組み立てる際に
台座に対してコネクタを接続の方向と直交する方向へ変位させる方向と平行に延設される
ので、弾性係合片の延設長さを効率的に確保することができる。その結果、台座およびコ
ネクタの大型化を抑制しつつ、弾性係合片の変形性の向上に伴い、台座およびコネクタの
組み立て作業性の向上を図ることができる。
【０３７８】
　遊技機Ａ１からＡ１７，Ｂ１からＢ６，Ｃ１からＣ６のいずれかにおいて、前記遊技機
はスロットマシンであることを特徴とする遊技機Ｋ１。中でも、スロットマシンの基本構
成としては、「複数の識別情報からなる識別情報列を動的表示した後に識別情報を確定表
示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例えば操作レバー）の操作に起因して識別
情報の動的表示が開始され、停止用操作手段（ストップボタン）の操作に起因して、或い
は、所定時間経過することにより、識別情報の動的表示が停止され、その停止時の確定識
別情報が特定識別情報であることを必要条件として、遊技者に有利な特別遊技状態を発生
させる特別遊技状態発生手段とを備えた遊技機」となる。この場合、遊技媒体はコイン、
メダル等が代表例として挙げられる。
【０３７９】
　遊技機Ａ１からＡ１７，Ｂ１からＢ６，Ｃ１からＣ６のいずれかにおいて、前記遊技機
はパチンコ遊技機であることを特徴とする遊技機Ｋ２。中でも、パチンコ遊技機の基本構
成としては操作ハンドルを備え、その操作ハンドルの操作に応じて球を所定の遊技領域へ
発射し、球が遊技領域内の所定の位置に配設された作動口に入賞（又は作動口を通過）す
ることを必要条件として、表示手段において動的表示される識別情報が所定時間後に確定
停止されるものが挙げられる。また、特別遊技状態の発生時には、遊技領域内の所定の位
置に配設された可変入賞装置（特定入賞口）が所定の態様で開放されて球を入賞可能とし
、その入賞個数に応じた有価価値（景品球のみならず、磁気カードへ書き込まれるデータ
等も含む）が付与されるものが挙げられる。
【０３８０】
　遊技機Ａ１からＡ１７，Ｂ１からＢ６，Ｃ１からＣ６のいずれかにおいて、前記遊技機
はパチンコ遊技機とスロットマシンとを融合させたものであることを特徴とする遊技機Ｋ
３。中でも、融合させた遊技機の基本構成としては、「複数の識別情報からなる識別情報
列を動的表示した後に識別情報を確定表示する可変表示手段を備え、始動用操作手段（例
えば操作レバー）の操作に起因して識別情報の変動が開始され、停止用操作手段（例えば
ストップボタン）の操作に起因して、或いは、所定時間経過することにより、識別情報の
動的表示が停止され、その停止時の確定識別情報が特定識別情報であることを必要条件と
して、遊技者に有利な特別遊技状態を発生させる特別遊技状態発生手段とを備え、遊技媒
体として球を使用すると共に、前記識別情報の動的表示の開始に際しては所定数の球を必
要とし、特別遊技状態の発生に際しては多くの球が払い出されるように構成される遊技機
」となる。
＜その他＞
　パチンコ機等の遊技機において、電気部品が搭載される遊技ユニットに配設されるユニ
ット側コネクタと、遊技ユニットを支持する支持部材に配設されると共に支持部材におけ
る取付完了位置に遊技ユニットが変位されることでユニット側コネクタが接続される支持
側コネクタとを備え、ユニット側コネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方が、接続
の方向と直交する方向への変位が許容された状態に形成される遊技機が知られている（特
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開２０１３－８１８１８号公報）。
　この遊技機によれば、支持部材における取付完了位置において、ユニット側コネクタと
支持側コネクタとの間に位置ばらつきがある場合でも、コネクタが接続の方向と直行する
方向へ変位されることで、位置ばらつきを吸収することが可能とされ、その結果、ユニッ
ト側コネクタと支持側コネクタとの接続を可能とする。
　この場合、遊技ユニットには、異なる形態の電気部品を複数搭載するため、均等に配置
することが困難であり、遊技ユニットの重心は、その遊技ユニットの前面側または背面側
に偏って位置する傾向がある。
　そのため、支持部材における取付完了位置へ向けて遊技ユニットを変位させる際には、
かかる遊技ユニットが前面側または背面側（即ち、重心が位置する側）へ傾斜した姿勢と
なりやすい。このように遊技ユニットが前面側または背面側へ傾斜した姿勢になると、そ
の姿勢に対応して、ユニット側コネクタが上昇傾斜または下降傾斜されるため、ユニット
側コネクタと支持側コネクタとを接続させる際の作業性が悪いという問題点があった。
　本技術的思想は、上記例示した問題点を解決するためになされたものであり、ユニット
側コネクタと支持側コネクタとを接続させる際の作業性の向上を図ることができる遊技機
を提供することを目的とする。
＜手段＞
　この目的を達成するために技術的思想１記載の遊技機は、電気部品が搭載される遊技ユ
ニットと、その遊技ユニットを支持する支持部材とを備えるものであり、前記遊技ユニッ
トの前記支持部材に対面する側に配設されるユニット側コネクタと、前記支持部材の前記
遊技ユニットに対面する側に配設され、前記支持部材における取付完了位置へ向けて前記
遊技ユニットが変位されることで前記ユニット側コネクタと接続されると共に、前記支持
部材における取付完了位置から前記遊技ユニットが変位されることで前記ユニット側コネ
クタとの接続が解除される支持側コネクタと、を備え、前記ユニット側コネクタ又は支持
側コネクタの少なくとも一方は、前記接続の方向と直交する方向への変位が許容されるコ
ネクタと、前記コネクタを前記接続の方向と直交する方向において位置決めする位置決め
手段と、を備える。
　技術的思想２記載の遊技機は、技術的思想１記載の遊技機において、前記ユニット側コ
ネクタ又は支持側コネクタの少なくとも一方は、前記遊技ユニットまたは支持部材に配設
されると共に前記コネクタを前記接続の方向と直交する方向への変位を許容した状態で保
持する台座と、前記台座またはコネクタの一方に形成されると共に、前記台座に対して前
記コネクタが前記接続の方向と直交する方向へ変位される場合に前記台座またはコネクタ
の他方に当接して弾性変形される弾性片と、を備える。
　技術的思想３記載の遊技機は、技術的思想２記載の遊技機において、前記弾性片は、前
記接続の方向と直交する方向のうちの第１の方向に沿って一対が配設されると共に、それ
ら一対の弾性片の間に前記コネクタが配設される。
＜効果＞
　技術的思想１記載の遊技機によれば、支持部材における取付完了位置へ向けて遊技ユニ
ットが変位されると、遊技ユニットのユニット側コネクタが支持部材の支持側コネクタに
接続される一方、支持部材における取付完了位置から遊技ユニットが変位されると、遊技
ユニットのユニット側コネクタと支持部材の支持側コネクタとの接続が解除される。
　この場合、技術的思想１によれば、支持部材における取付完了位置へ向けて遊技ユニッ
トを変位させる際に、その遊技ユニットが前面側または背面側へ傾斜した姿勢となり、ユ
ニット側コネクタが上昇傾斜または下降傾斜される場合でも、コネクタの上下方向におけ
る初期位置が、変位が許容される範囲における上下方向中央よりも上方または下方に設定
されるので、その分、両コネクタの接続先端における上下方向位置を同じ位置としやすく
できる。その結果、ユニット側コネクタと支持側コネクタとを接続させる際の作業性の向
上を図ることができる。
　技術的思想２記載の遊技機によれば、技術的思想１記載の遊技機の奏する効果に加え、
電気的接続線の姿勢保持力がコネクタに作用されることで、コネクタの上下方向における
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初期位置が上方または下方に設定されるので、部品点数を低減して、その分、製品コスト
の削減を図ることができる。即ち、弾性変形可能な弾性片を台座またはコネクタの一方に
設け、その弾性片によりコネクタの初期位置を設定することも可能であるが、この場合に
は、弾性片を別途設ける必要があり、部品点数が増加する。これに対し、遊技機Ｂ２では
、電気的接続線の姿勢保持力を利用してコネクタを初期位置に保持する構成なので、既存
の部品を流用することができ、別途部品を設ける必要がない。また、支持側コネクタ及び
ユニット側コネクタの接続の動作において、コネクタが台座に対して変位される場合には
、その変位を電気的接続線の姿勢変化で許容することができる。
　なお、電気的接続線の姿勢保持力とは、電気的接続線が所定の姿勢（初期姿勢）を維持
しようとする力（所定の姿勢に復帰しようとする力）を意味する。例えば、電気的接続線
が所定の姿勢（初期姿勢）から変形された姿勢で配置されると、電気的接続線が所定の姿
勢（初期姿勢）に復帰しようとする力（姿勢保持力）が発生し、その力（姿勢保持力）が
コネクタに作用される。また、電気的接続線としては、例えば、信号線や電力供給線など
が例示される。電気的接続線は、信号線または電力供給線の一方のみから形成されても良
く、或いは、両方を含んで形成されても良い。
　技術的思想３記載の遊技機によれば、技術的思想２記載の遊技機の奏する効果に加え、
電気的接続線に当接する当接部を台座が備えるので、コネクタにより近い位置で電気的接
続線に当接部を当接させることができる。これにより、電気的接続線の姿勢保持力をコネ
クタに効果的に作用させることが可能な姿勢に電気的接続線を変形させることができ、そ
の結果、コネクタの初期位置を適正な位置に保持しやすくできる。また、コネクタに近い
位置となる当接部は、電気的接続線に当接する構成であり、かかる電気的接続線の変形を
許容するので、台座に対してコネクタが変位される際に、その変位が阻害されることを抑
制できる。
 
【符号の説明】
【０３８１】
１０　　　　　　　　パチンコ機（遊技機）
１２　　　　　　　　内枠（支持部材）
１３　　　　　　　　遊技盤ユニット（遊技ユニット）
１４　　　　　　　　前面枠（前面側部材）
６０ｂ　　　　　　　底面
６０ｂ２　　　　　　第２底面（底面）
７５　　　　　　　　配線保持部材（保持部）
３００Ａ　　　　　　遊技盤側コネクタ（ユニット側コネクタ）
４００　　　　　　　台座
４１１　　　　　　　第１正面板（正面壁の一部）
４１１ａ，４１２ａ　中間正面板（接続側規制部、解除側規制部、ストッパ手段および台
座側ストッパ手段の一部）
４１１ｂ，４１２ｂ　基端側正面板（接続側規制部、解除側規制部）
４１１ｃ，４１２ｃ　先端側正面板（接続側規制部、ストッパ手段および台座側ストッパ
手段の一部）
４１２　　　　　　　第２正面板（正面壁の一部）
４１４，４１５　　　短手側壁板（側壁）
４１６，４１７　　　長手側壁板（側壁）
４１６ａ　　　　　　切り欠き部（当接部、開口）
４２１　　　　　　　第１開口（開口）
４２２　　　　　　　第２開口（開口）
４２１ａ，４２２ａ　中央開口（開口の一部）
４２１ｂ，４２２ｂ　基端側開口（開口の一部）
４２１ｃ，４２２ｃ　先端側開口（開口の一部）
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４３１　　　　　　　基端側固定部（被締結部）
４３２　　　　　　　中間固定部（被締結部）
４３２ａ　　　　　　受け面
４３３　　　　　　　先端側固定部（被締結部）
４４１　　　　　　　第１基端側弾性片（弾性片）
４５１　　　　　　　第１先端側弾性片（弾性片）
４５１ｃ　　　　　　延設部分（解除側規制部、規制部）
４４２　　　　　　　第２基端側弾性片（弾性片）
４５２　　　　　　　第２先端側弾性片（弾性片）
５００　　　　　　　第１オスコネクタ（コネクタ）
５１０，６１０　　　ハウジング（本体部）
５４１　　　　　　　基端側正面板（第１壁部またた第２壁部の一方）
５４２　　　　　　　先端側正面板（第１壁部またた第２壁部の一方）
５４３　　　　　　　側部正面板（第１壁部またた第２壁部の一方）
５５１　　　　　　　基端側背面板（第１壁部またた第２壁部の他方）
５５２　　　　　　　先端側背面板（第１壁部またた第２壁部の他方）
５５２ｂ　　　　　　延設部（弾性係合片）
５５２ｃ　　　　　　係合部（ストッパ手段およびコネクタ側ストッパ手段の一部）
５５３　　　　　　　側部背面板（第１壁部またた第２壁部の他方）
５６１　　　　　　　基端側係合面（ストッパ手段およびコネクタ側ストッパ手段の一部
）
５６２　　　　　　　先端側係合面（ストッパ手段およびコネクタ側ストッパ手段の一部
）
６００　　　　　　　第２オスコネクタ（コネクタ）
３００Ｂ　　　　　　内枠側コネクタ（支持側コネクタ）
７０２　　　　　　　第２仮置き部（案内面部材）
ＷＨ　　　　　　　　電気的接続線
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